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 平成 30 年３⽉に告⽰された⾼等学校学習指導要領が，令和４年度から年次進⾏で本格的に実施
されます。 

今回の学習指導要領では，各教科等の⽬標及び内容が，育成を⽬指す資質・能⼒の三つの柱（「知
識及び技能」，「思考⼒，判断⼒，表現⼒等」，「学びに向かう⼒，⼈間性等」）に沿って再整理され，
各教科等でどのような資質・能⼒の育成を⽬指すのかが明確化されました。これにより，教師が
「⼦供たちにどのような⼒が⾝に付いたか」という学習の成果を的確に捉え，主体的・対話的で
深い学びの視点からの授業改善を図る，いわゆる「指導と評価の⼀体化」が実現されやすくなる
ことが期待されます。 

また，⼦供たちや学校，地域の実態を適切に把握した上で教育課程を編成し，学校全体で教育
活動の質の向上を図る「カリキュラム・マネジメント」についても明⽂化されました。カリキュ
ラム・マネジメントの⼀側⾯として，「教育課程の実施状況を評価してその改善を図っていくこと」
がありますが，このためには，教育課程を編成・実施し，学習評価を⾏い，学習評価を基に教育
課程の改善・充実を図るというＰＤＣＡサイクルを確⽴することが重要です。このことも，まさ
に「指導と評価の⼀体化」のための取組と⾔えます。 

このように，「指導と評価の⼀体化」の必要性は，今回の学習指導要領において，より⼀層明確
なものとなりました。そこで，国⽴教育政策研究所教育課程研究センターでは，「幼稚園，⼩学校，
中学校，⾼等学校及び特別⽀援学校の学習指導要領等の改善及び必要な⽅策等について（答申）」
（平成 28 年 12 ⽉ 21 ⽇中央教育審議会）をはじめ，「児童⽣徒の学習評価の在り⽅について（報
告）」（平成 31 年１⽉ 21 ⽇中央教育審議会初等中等教育分科会教育課程部会）や「⼩学校，中学
校，⾼等学校及び特別⽀援学校等における児童⽣徒の学習評価及び指導要録の改善等について」
（平成 31 年３⽉ 29 ⽇付初等中等教育局⻑通知）を踏まえ，令和２年３⽉に公表した⼩・中学校
版に続き，⾼等学校版の「『指導と評価の⼀体化』のための学習評価に関する参考資料」を作成し
ました。 
 本資料では，学習評価の基本的な考え⽅や，各教科等における評価規準の作成及び評価の実施
等について解説しているほか，各教科等別に単元や題材に基づく学習評価について事例を紹介し
ています。各学校においては，本資料や各教育委員会等が⽰す学習評価に関する資料などを参考
としながら，学習評価を含むカリキュラム・マネジメントを円滑に進めていただくことで，「指導
と評価の⼀体化」を実現し，⼦供たちに未来の創り⼿となるために必要な資質・能⼒が育まれる
ことを期待します。 
 最後に，本資料の作成に御協⼒くださった⽅々に⼼から感謝の意を表します。 
 
  令和３年８⽉ 
 
                          国 ⽴ 教 育 政 策 研 究 所 
                          教育課程研究センター⻑ 
                               鈴 ⽊  敏 之 
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第第１１編編  総総説説  

 

本編においては，以下の資料について，それぞれ略称を用いることとする。 

 

 答申：「幼稚園，小学校，中学校，高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善

及び必要な方策等について（答申）」 平成 28 年 12 月 21 日 中央教育審議会 

 報告：「児童生徒の学習評価の在り方について（報告）」 平成 31 年１月 21 日 中央教

育審議会 初等中等教育分科会 教育課程部会 

 改善等通知：「小学校，中学校，高等学校及び特別支援学校等における児童生徒の学習

評価及び指導要録の改善等について（通知）」 平成 31 年３月 29 日 初等中等

教育局長通知 

 

 

第第１１章章  平平成成 3300 年年のの高高等等学学校校学学習習指指導導要要領領改改訂訂をを踏踏ままええたた学学習習評評価価のの改改善善  

１１  ははじじめめにに  

学習評価は，学校における教育活動に関し，生徒の学習状況を評価するものである。答

申にもあるとおり，生徒の学習状況を的確に捉え，教師が指導の改善を図るとともに，生

徒が自らの学びを振り返って次の学びに向かうことができるようにするためには，学習

評価の在り方が極めて重要である。 

各教科等の評価については，「観点別学習状況の評価」と「評定」が学習指導要領に定

める目標に準拠した評価として実施するものとされている1。観点別学習状況の評価とは，

学校における生徒の学習状況を，複数の観点から，それぞれの観点ごとに分析的に捉える

評価のことである。生徒が各教科等での学習において，どの観点で望ましい学習状況が認

められ，どの観点に課題が認められるかを明らかにすることにより，具体的な指導や学習

の改善に生かすことを可能とするものである。各学校において目標に準拠した観点別学

習状況の評価を行うに当たっては，観点ごとに評価規準を定める必要がある。評価規準と

は，観点別学習状況の評価を的確に行うため，学習指導要領に示す目標の実現の状況を判

断するよりどころを表現したものである。本参考資料は，観点別学習状況の評価を実施す

る際に必要となる評価規準等，学習評価を行うに当たって参考となる情報をまとめたも

のである。 

以下，文部省指導資料から，評価規準について解説した部分を参考として引用する。 

 

 
1 各教科の評価については，観点別学習状況の評価と，これらを総括的に捉える「評定」の
両⽅について実施するものとされており，観点別学習状況の評価や評定には⽰しきれない
⽣徒の⼀⼈⼀⼈のよい点や可能性，進歩の状況については，「個⼈内評価」として実施する
ものとされている（P.６〜11 に後述）。 
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（参考）評価規準の設定（抄） 

（⽂部省「⼩学校教育課程⼀般指導資料」（平成５年 9 ⽉）より） 
 

 新しい指導要録（平成３年改訂）では，観点別学習状況の評価が効果的に⾏われるよう
にするために，「各観点ごとに学年ごとの評価規準を設定するなどの⼯夫を⾏うこと」と
⽰されています。 
 これまでの指導要録においても，観点別学習状況の評価を適切に⾏うため，「観点の趣
旨を学年別に具体化することなどについて⼯夫を加えることが望ましいこと」とされて
おり，教育委員会や学校では⽬標の達成の度合いを判断するための基準や尺度などの設
定について研究が⾏われてきました。 
 しかし，それらは，ともすれば知識・理解の評価が中⼼になりがちであり，また「⽬標
を⼗分達成（＋）」，「⽬標をおおむね達成（空欄）」及び「達成が不⼗分（−）」ごとに詳
細にわたって設定され，結果としてそれを単に数量的に処理することに陥りがちであっ
たとの指摘がありました。 
 今回の改訂においては，学習指導要領が⽬指す学⼒観に⽴った教育の実践に役⽴つよ
うにすることを改訂⽅針の⼀つとして掲げ，各教科の⽬標に照らしてその実現の状況を
評価する観点別学習状況を各教科の学習の評価の基本に据えることとしました。したが
って，評価の観点についても，学習指導要領に⽰す⽬標との関連を密にして設けられてい
ます。 
 このように，学習指導要領が⽬指す学⼒観に⽴つ教育と指導要録における評価とは⼀
体のものであるとの考え⽅に⽴って，各教科の⽬標の実現の状況を「関⼼・意欲・態度」，
「思考・判断・表現」，「技能・表現（または技能）」及び「知識・理解」の観点ごとに適
切に評価するため，「評価規準を設定する」ことを明確に⽰しているものです。 
 「評価規準」という⽤語については，先に述べたように，新しい学⼒観に⽴って⼦供た
ちが⾃ら獲得し⾝に付けた資質や能⼒の質的な⾯，すなわち，学習指導要領の⽬標に基づ
く幅のある資質や能⼒の育成の実現状況の評価を⽬指すという意味から⽤いたもので
す。 

  

２２  平平成成 3300 年年のの高高等等学学校校学学習習指指導導要要領領改改訂訂をを踏踏ままええたた学学習習評評価価のの意意義義  

（（１１））学学習習評評価価のの充充実実  

平成 30 年に改訂された高等学校学習指導要領総則においては，学習評価の充実につ

いて新たに項目が置かれている。具体的には，学習評価の目的等について以下のように

示し，単元や題材など内容や時間のまとまりを見通しながら，生徒の主体的・対話的で

深い学びの実現に向けた授業改善を行うと同時に，評価の場面や方法を工夫して，学習

の過程や成果を評価することを示し，授業の改善と評価の改善を両輪として行ってい

くことの必要性が明示されている。 

・生徒のよい点や進歩の状況などを積極的に評価し，学習したことの意義や価値を実

感できるようにすること。また，各教科・科目等の目標の実現に向けた学習状況を

把握する観点から，単元や題材など内容や時間のまとまりを見通しながら評価の場

面や方法を工夫して，学習の過程や成果を評価し，指導の改善や学習意欲の向上を

図り，資質・能力の育成に生かすようにすること。 

・創意工夫の中で学習評価の妥当性や信頼性が高められるよう，組織的かつ計画的な

取組を推進するとともに，学年や学校段階を越えて生徒の学習の成果が円滑に接続

されるように工夫すること。 

 （高等学校学習指導要領 第１章 総則 第３款 教育課程の実施と学習評価 ２ 学習評価

の充実） 

報告では現状の学習評価の課題として，学校や教師の状況によっては，学期末や学年

末などの事後での評価に終始してしまうことが多く，評価の結果が生徒の具体的な学

習改善につながっていないなどの指摘があるとしている。このため，学習評価の充実に

当たっては，いわゆる評価のための評価に終わることのないよう指導と評価の一体化

を図り，学習の成果だけでなく，学習の過程を一層重視し，生徒が自分自身の目標や課

題をもって学習を進めていけるように評価を行うことが大切である。 

また，報告においては，教師によって学習評価の方針が異なり，生徒が学習改善につ

なげにくいといった現状の課題も指摘されている。平成 29 年度文部科学省委託調査「学

習指導と学習評価に対する意識調査」（以下「平成 29 年度文科省意識調査」）では，学

習評価への取組状況について，「Ａ：校内で評価方法や評価規準を共有したり，授業研

究を行ったりして，学習評価の改善に，学校全体で取り組んでいる」「Ｂ：評価規準の

改善，評価方法の研究などは，教員個人に任されている」の二つのうちどちらに近いか

尋ねたところ，高等学校では「Ｂ」又は「どちらかと言うとＢ」が約 55％を占めてい

る。このような現状を踏まえ，特に高等学校においては，学習評価の妥当性や信頼性を

高め，授業改善や組織運営の改善に向けた学校教育全体の取組に位置付ける観点から，

組織的かつ計画的に取り組むようにすることが必要である。 

 

（（２２））カカリリキキュュララムム・・ママネネジジメメンントトのの一一環環ととししててのの指指導導とと評評価価  

各学校における教育活動の多くは，学習指導要領等に従い生徒や地域の実態を踏ま

えて編成された教育課程の下，指導計画に基づく授業（学習指導）として展開される。

各学校では，生徒の学習状況を評価し，その結果を生徒の学習や教師による指導の改善

や学校全体としての教育課程の改善等に生かし，学校全体として組織的かつ計画的に

教育活動の質の向上を図っていくことが必要である。このように，「学習指導」と「学

習評価」は学校の教育活動の根幹に当たり，教育課程に基づいて組織的かつ計画的に教

育活動の質の向上を図る「カリキュラム・マネジメント」の中核的な役割を担っている

のである。 
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（（３３））主主体体的的・・対対話話的的でで深深いい学学びびのの視視点点かかららのの授授業業改改善善とと評評価価  

指導と評価の一体化を図るためには，生徒一人一人の学習の成立を促すための評価

という視点を一層重視し，教師が自らの指導のねらいに応じて授業での生徒の学びを

振り返り，学習や指導の改善に生かしていくことが大切である。すなわち，平成 30 年

に改訂された高等学校学習指導要領で重視している「主体的・対話的で深い学び」の視

点からの授業改善を通して各教科等における資質・能力を確実に育成する上で，学習評

価は重要な役割を担っている。 

 

（（４４））学学習習評評価価のの改改善善のの基基本本的的なな方方向向性性  

   （１）～（３）で述べたとおり，学習指導要領改訂の趣旨を実現するためには，学習

評価の在り方が極めて重要であり,すなわち，学習評価を真に意味のあるものとし，指

導と評価の一体化を実現することがますます求められている。 

このため，報告では，以下のように学習評価の改善の基本的な方向性が示された。 

① 児童生徒の学習改善につながるものにしていくこと 

② 教師の指導改善につながるものにしていくこと 

③ これまで慣行として行われてきたことでも，必要性・妥当性が認められないものは

見直していくこと 

 

３３  平平成成 3300 年年のの高高等等学学校校学学習習指指導導要要領領改改訂訂をを受受けけたた評評価価のの観観点点のの整整理理  

平成 30 年改訂学習指導要領においては，知・徳・体にわたる「生きる力」を生徒に育

むために「何のために学ぶのか」という各教科等を学ぶ意義を共有しながら，授業の創意

工夫や教科書等の教材の改善を促すため，全ての教科・科目等の目標及び内容を「知識及

び技能」，「思考力，判断力，表現力等」，「学びに向かう力，人間性等」の育成を目指す資

質・能力の三つの柱で再整理した（図１参照）。知・徳・体のバランスのとれた「生きる

力」を育むことを目指すに当たっては，各教科・科目等の指導を通してどのような資質・

能力の育成を目指すのかを明確にしながら教育活動の充実を図ること，その際には，生徒

の発達の段階や特性を踏まえ，三つの柱に沿った資質・能力の育成がバランスよく実現で

きるよう留意する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図図１１  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

観点別学習状況の評価については，こうした教育目標や内容の再整理を踏まえて，小・

中・高等学校の各教科を通じて，４観点から３観点に整理された（図２参照）。 

  図図２２  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４４  平平成成 3300 年年のの高高等等学学校校学学習習指指導導要要領領改改訂訂ににおおけけるる各各教教科科・・科科目目のの学学習習評評価価  

各教科・科目の学習評価においては，平成 30 年改訂においても，学習状況を分析的に

捉える「観点別学習状況の評価」と，これらを総括的に捉える「評定」の両方について，

学習指導要領に定める目標に準拠した評価として実施するものとされた。 

同時に，答申では「観点別学習状況の評価」について，高等学校では，知識量のみを問

うペーパーテストの結果や，特定の活動の結果などのみに偏重した評価が行われている

のではないかとの懸念も示されており，指導要録の様式の改善などを通じて評価の観点

を明確にし，観点別学習状況の評価を更に普及させていく必要があるとされた。報告では

この点について，以下のとおり示されている。 

［平成 21 年改訂］        ［平成 30 年改訂］ 
   

 
【参考】学校教育法第３０条第２項 

 

生涯にわたり学習する基盤が培われるよう，基礎的な知識及び技能を習得させる 

とともに，これらを活用して課題を解決するために必要な思考力，判断力，表現力 

その他の能力をはぐくみ，主体的に学習に取り組む態度を養うことに，特に意を用 

いなければならない。 

 

関関心心・・意意欲欲・・態態度度  

思思考考・・判判断断・・表表現現  

技技能能  

知知識識・・理理解解  

知知識識・・技技能能  

思思考考・・判判断断・・表表現現  

主主体体的的にに学学習習にに  

取取りり組組むむ態態度度  
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４４  平平成成 3300 年年のの高高等等学学校校学学習習指指導導要要領領改改訂訂ににおおけけるる各各教教科科・・科科目目のの学学習習評評価価  
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捉える「観点別学習状況の評価」と，これらを総括的に捉える「評定」の両方について，

学習指導要領に定める目標に準拠した評価として実施するものとされた。 
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「平成 29 年度文科省意識調査」では，「観点別学習状況の評価は実践の蓄積があり，定

着してきている」に対する「そう思う」又は「まあそう思う」との回答の割合は，小学校・

中学校では 80％を超えるのに対し，高等学校では約 45％にとどまっている。このような

現状を踏まえ，今後高等学校においては，観点別学習状況の評価を更に充実し，その質を

高めることが求められている。 

また，観点別学習状況の評価や評定には示しきれない生徒一人一人のよい点や可能性，

進歩の状況については，「個人内評価」として実施するものとされている。改善等通知に

おいては，「観点別学習状況の評価になじまず個人内評価の対象となるものについては，

児童生徒が学習したことの意義や価値を実感できるよう，日々の教育活動等の中で児童

生徒に伝えることが重要であること。特に『学びに向かう力，人間性等』のうち『感性や

思いやり』など児童生徒一人一人のよい点や可能性，進歩の状況などを積極的に評価し児

童生徒に伝えることが重要であること。」と示されている。 

「３ 平成 30 年の高等学校学習指導要領改訂を受けた評価の観点の整理」も踏まえて

各教科における評価の基本構造を図示化すると，以下のようになる（図３参照）。 

図図３３  

上記の，「各教科における評価の基本構造」を踏まえた３観点の評価それぞれについて

の考え方は，以下の（１）～（３）のとおりとなる。なお，この考え方は，総合的な探究

の時間，特別活動においても同様に考えることができる。 
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（（１１））「「知知識識・・技技能能」」のの評評価価ににつついいてて  

「知識・技能」の評価は，各教科等における学習の過程を通した知識及び技能の習得

状況について評価を行うとともに，それらを既有の知識及び技能と関連付けたり活用

したりする中で，他の学習や生活の場面でも活用できる程度に概念等を理解したり，技

能を習得したりしているかについても評価するものである。 

  「知識・技能」におけるこのような考え方は，従前の「知識・理解」（各教科等にお

いて習得すべき知識や重要な概念等を理解しているかを評価），「技能」（各教科等にお

いて習得すべき技能を身に付けているかを評価）においても重視してきたものである。 

  具体的な評価の方法としては，ペーパーテストにおいて，事実的な知識の習得を問う

問題と，知識の概念的な理解を問う問題とのバランスに配慮するなどの工夫改善を図

るとともに，例えば，生徒が文章による説明をしたり，各教科等の内容の特質に応じて，

観察・実験したり，式やグラフで表現したりするなど，実際に知識や技能を用いる場面

を設けるなど，多様な方法を適切に取り入れていくことが考えられる。 

 

（（２２））「「思思考考・・判判断断・・表表現現」」のの評評価価ににつついいてて  

   「思考・判断・表現」の評価は，各教科等の知識及び技能を活用して課題を解決する

等のために必要な思考力，判断力，表現力等を身に付けているかを評価するものである。 

   「思考・判断・表現」におけるこのような考え方は，従前の「思考・判断・表現」の

観点においても重視してきたものである。「思考・判断・表現」を評価するためには，

教師は「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業改善をする中で，生徒が思考・

判断・表現する場面を効果的に設計するなどした上で，指導・評価することが求められ

る。 

   具体的な評価の方法としては，ペーパーテストのみならず，論述やレポートの作成，

発表，グループでの話合い，作品の制作や表現等の多様な活動を取り入れたり，それら

を集めたポートフォリオを活用したりするなど評価方法を工夫することが考えられる。 

 

（（３３））「「主主体体的的にに学学習習にに取取りり組組むむ態態度度」」のの評評価価ににつついいてて  

   答申において「学びに向かう力，人間性等」には，①「主体的に学習に取り組む態度」

として観点別学習状況の評価を通じて見取ることができる部分と，②観点別学習状況

の評価や評定にはなじまず，こうした評価では示しきれないことから個人内評価を通

じて見取る部分があることに留意する必要があるとされている。すなわち，②について

は観点別学習状況の評価の対象外とする必要がある。 

   「主体的に学習に取り組む態度」の評価に際しては，単に継続的な行動や積極的な発

言を行うなど，性格や行動面の傾向を評価するということではなく，各教科等の「主体

的に学習に取り組む態度」に係る観点の趣旨に照らして，知識及び技能を習得したり，

思考力，判断力，表現力等を身に付けたりするために，自らの学習状況を把握し，学習

の進め方について試行錯誤するなど自らの学習を調整しながら，学ぼうとしているか

どうかという意思的な側面を評価することが重要である。 

   従前の「関心・意欲・態度」の観点も，各教科等の学習内容に関心をもつことのみな

らず，よりよく学ぼうとする意欲をもって学習に取り組む態度を評価するという考え

方に基づいたものであり，この点を「主体的に学習に取り組む態度」として改めて強調

するものである。 

   本観点に基づく評価は，「主体的に学習に取り組む態度」に係る各教科等の評価の観

点の趣旨に照らして， 

① 知識及び技能を獲得したり，思考力，判断力，表現力等を身に付けたりすることに

向けた粘り強い取組を行おうとしている側面 

② ①の粘り強い取組を行う中で，自らの学習を調整しようとする側面 

という二つの側面を評価することが求められる2（図４参照）。 

 ここでの評価は，生徒の学習の調整が「適切に行われているか」を必ずしも判断する

ものではなく，学習の調整が知識及び技能の習得などに結び付いていない場合には，教

師が学習の進め方を適切に指導することが求められる。 

   具体的な評価の方法としては，ノートやレポート等における記述，授業中の発言，教

師による行動観察や生徒による自己評価や相互評価等の状況を，教師が評価を行う際

に考慮する材料の一つとして用いることなどが考えられる。 

図図４４  

 

  

 
2 これら①②の姿は実際の教科等の学びの中では別々ではなく相互に関わり合いながら⽴
ち現れるものと考えられることから，実際の評価の場⾯においては，双⽅の側⾯を⼀体的に
⾒取ることも想定される。例えば，⾃らの学習を全く調整しようとせず粘り強く取り組み続
ける姿や，粘り強さが全くない中で⾃らの学習を調整する姿は⼀般的ではない。 
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   なお，学習指導要領の「２ 内容」に記載のない「主体的に学習に取り組む態度」

の評価については，後述する第２章１（２）を参照のこと3。  

  

  

５５  改改善善等等通通知知ににおおけけるる総総合合的的なな探探究究のの時時間間，，特特別別活活動動のの指指導導要要録録のの記記録録 

  改善等通知においては，各教科の学習の記録とともに，以下の（１），（２）の各教科等

の指導要録における学習の記録について以下のように示されている。 

（（１１））総総合合的的なな探探究究のの時時間間ににつついいてて  

   改善等通知別紙３には，「総合的な探究の時間の記録については，この時間に行った

学習活動及び各学校が自ら定めた評価の観点を記入した上で，それらの観点のうち，生

徒の学習状況に顕著な事項がある場合などにその特徴を記入する等，生徒にどのよう

な力が身に付いたかを文章で端的に記述する」とされている。また，「評価の観点につ

いては，高等学校学習指導要領等に示す総合的な探究の時間の目標を踏まえ，各学校に

おいて具体的に定めた目標，内容に基づいて別紙５を参考に定める」とされている。 

 

（（２２））特特別別活活動動ににつついいてて  

改善等通知別紙３には，「特別活動の記録については，各学校が自ら定めた特別活動

全体に係る評価の観点を記入した上で，各活動・学校行事ごとに，評価の観点に照らし

て十分満足できる活動の状況にあると判断される場合に，○印を記入する」とされてい

る。また，「評価の観点については，高等学校学習指導要領等に示す特別活動の目標を

踏まえ，各学校において別紙５を参考に定める。その際，特別活動の特質や学校として

重点化した内容を踏まえ，例えば『主体的に生活や人間関係をよりよくしようとする態

度』などのように,より具体的に定めることも考えられる。記入に当たっては，特別活

動の学習が学校やホームルームにおける集団活動や生活を対象に行われるという特質

に留意する」とされている。 

なお，特別活動は学級担任以外の教師が指導する活動もあることから，評価体制を確

立し，共通理解を図って，生徒のよさや可能性を多面的・総合的に評価するとともに，

確実に資質・能力が育成されるよう指導の改善に生かすことが求められる。 

 

 

 

 

 
3 各教科等によって，評価の対象に特性があることに留意する必要がある。例えば，保健体
育科の体育に関する科⽬においては，公正や協⼒などを，育成する「態度」として学習指導
要領に位置付けており，各教科等の⽬標や内容に対応した学習評価が⾏われることとされ
ている。 

６６  障障害害ののああるる生生徒徒のの学学習習評評価価ににつついいてて  

  学習評価に関する基本的な考え方は，障害のある生徒の学習評価についても同様であ

る。 

  障害のある生徒については，特別支援学校等の助言又は援助を活用しつつ，個々の生徒

の障害の状態や特性及び心身の発達の段階に応じた指導内容や指導方法の工夫を行い，

その評価を適切に行うことが必要である。また，指導内容や指導方法の工夫については，

学習指導要領の各教科・科目の「指導計画の作成と内容の取扱い」の「指導計画作成上の

配慮事項」の「障害のある生徒への配慮についての事項」についての学習指導要領解説も

参考となる。 

 

７７  評評価価のの方方針針等等のの生生徒徒やや保保護護者者へへのの共共有有ににつついいてて    

  学習評価の妥当性や信頼性を高めるとともに，生徒自身に学習の見通しをもたせるた

めに，学習評価の方針を事前に生徒と共有する場面を必要に応じて設けることが求めら

れており，生徒に評価の結果をフィードバックする際にも，どのような方針によって評価

したのかを改めて生徒に共有することも重要である。 

  また，学習指導要領下での学習評価の在り方や基本方針等について，様々な機会を捉え

て保護者と共通理解を図ることが非常に重要である。 
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第第２２章章  学学習習評評価価のの基基本本的的なな流流れれ  

１１  各各学学科科にに共共通通すするる各各教教科科ににおおけけるる評評価価規規準準のの作作成成及及びび評評価価のの実実施施等等ににつついいてて 

（（１１））目目標標とと「「評評価価のの観観点点及及びびそそのの趣趣旨旨」」ととのの対対応応関関係係ににつついいてて  

   評価規準の作成に当たっては，各学校の実態に応じて目標に準拠した評価を行うた

めに，「評価の観点及びその趣旨4」が各教科の目標を踏まえて作成されていることを確

認することが必要である5。また，教科の目標と「評価の観点及びその趣旨」との関係

性を踏まえ，科目の目標に対する「評価の観点の趣旨」を作成することが必要である。 

   なお，「主体的に学習に取り組む態度」の観点は，教科・科目の目標の（3）に対応す

るものであるが，観点別学習状況の評価を通じて見取ることができる部分をその内容

として整理し，示していることを確認することが必要である（図５，６参照）。 

  

図図５５  

【【学学習習指指導導要要領領「「教教科科のの目目標標」」】】  

学学習習指指導導要要領領  各各教教科科のの「「第第１１款款  目目標標」」等等  

（（11））  （（22））  （（33））  

（知識及び技能に関する

目標）  

（思考力，判断力，表現

力等に関する目標）  

（学びに向かう力，人間

性等に関する目標）6  

 

 

【【改改善善等等通通知知  別別紙紙５５「「評評価価のの観観点点及及びびそそのの趣趣旨旨」」】】  

観点 知知識識・・技技能能  思思考考・・判判断断・・表表現現  主主体体的的にに学学習習にに取取りり組組むむ態態度度  

趣旨 
（知識・技能の観点の趣

旨） 

（思考・判断・表現の観

点の趣旨） 

（主体的に学習に取り組む態度

の観点の趣旨） 

  

  

  

  

 
4 各教科等の学習指導要領の⽬標の規定を踏まえ，観点別学習状況の評価の対象とするもの
について整理したものが教科等の観点の趣旨である。 
5 芸術科においては，「第２款 各科⽬」における⾳楽Ⅰ〜Ⅲ，美術Ⅰ〜Ⅲ，⼯芸Ⅰ〜Ⅲ，
書道Ⅰ〜Ⅲについて，それぞれ科⽬の⽬標を踏まえて「評価の観点及びその趣旨」が作成さ
れている。 
6 学びに向かう⼒，⼈間性等に関する⽬標には，個⼈内評価として実施するものも含まれて
いる。 

図図６６  

【【学学習習指指導導要要領領「「科科目目のの目目標標」」】】  

学学習習指指導導要要領領  各各教教科科のの「「第第２２款款  各各科科目目」」ににおおけけるる科科目目のの目目標標  

（（11））  （（22））  （（33））  

（知識及び技能に関する

目標）  

（思考力，判断力，表現

力等に関する目標）  

（学びに向かう力，人間

性等に関する目標）7  

 

 

観点 知知識識・・技技能能  思思考考・・判判断断・・表表現現  主主体体的的にに学学習習にに取取りり組組むむ態態度度  

趣旨 

（知識・技能の観点の 

趣旨） 

 

 

（思考・判断・表現の 

観点の趣旨） 

 

 

（主体的に学習に取り組む態度

の観点の趣旨） 

 

 

  

  

（（２２））「「内内容容ののままととままりりごごととのの評評価価規規準準」」ににつついいてて 

本参考資料では，評価規準の作成等について示す。具体的には，第２編において学習

指導要領の規定から「内容のまとまりごとの評価規準」を作成する際の手順を示してい

る。ここでの「内容のまとまり」とは，学習指導要領に示す各教科等の「第２款 各科

目」における各科目の「１ 目標」及び「２ 内容」の項目等をそのまとまりごとに細分

化したり整理したりしたものである8。平成 30 年に改訂された高等学校学習指導要領に

おいては資質・能力の三つの柱に基づく構造化が行われたところであり，各学科に共通

する各教科においては，学習指導要領に示す各教科の「第２款 各科目」の「２ 内容」

 
7 脚注６を参照 
8 各教科等の学習指導要領の「第３款 各科⽬にわたる指導計画の作成と内容の取扱い」１
(1)に「単元（題材）などの内容や時間のまとまり」という記載があるが，この「内容や時
間のまとまり」と，本参考資料における「内容のまとまり」は同義ではないことに注意が必
要である。前者は，主体的・対話的で深い学びを実現するため，主体的に学習に取り組める
よう学習の⾒通しを⽴てたり学習したことを振り返ったりして⾃⾝の学びや変容を⾃覚で
きる場⾯をどこに設定するか，対話によって⾃分の考えなどを広げたり深めたりする場⾯
をどこに設定するか，学びの深まりをつくりだすために，⽣徒が考える場⾯と教師が教える
場⾯をどのように組み⽴てるか，といった視点による授業改善は，１単位時間の授業ごとに
考えるのではなく，単元や題材などの⼀定程度のまとまりごとに検討されるべきであるこ
とが⽰されたものである。後者（本参考資料における「内容のまとまり」）については，本
⽂に述べるとおりである。 

科目の目標に対する「評価の観点の趣旨」は各学校等において作成する 
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図図５５  

【【学学習習指指導導要要領領「「教教科科のの目目標標」」】】  

学学習習指指導導要要領領  各各教教科科のの「「第第１１款款  目目標標」」等等  

（（11））  （（22））  （（33））  

（知識及び技能に関する

目標）  

（思考力，判断力，表現

力等に関する目標）  

（学びに向かう力，人間

性等に関する目標）6  
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4 各教科等の学習指導要領の⽬標の規定を踏まえ，観点別学習状況の評価の対象とするもの
について整理したものが教科等の観点の趣旨である。 
5 芸術科においては，「第２款 各科⽬」における⾳楽Ⅰ〜Ⅲ，美術Ⅰ〜Ⅲ，⼯芸Ⅰ〜Ⅲ，
書道Ⅰ〜Ⅲについて，それぞれ科⽬の⽬標を踏まえて「評価の観点及びその趣旨」が作成さ
れている。 
6 学びに向かう⼒，⼈間性等に関する⽬標には，個⼈内評価として実施するものも含まれて
いる。 

図図６６  

【【学学習習指指導導要要領領「「科科目目のの目目標標」」】】  

学学習習指指導導要要領領  各各教教科科のの「「第第２２款款  各各科科目目」」ににおおけけるる科科目目のの目目標標  
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（思考力，判断力，表現
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（学びに向かう力，人間

性等に関する目標）7  
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（（２２））「「内内容容ののままととままりりごごととのの評評価価規規準準」」ににつついいてて 

本参考資料では，評価規準の作成等について示す。具体的には，第２編において学習

指導要領の規定から「内容のまとまりごとの評価規準」を作成する際の手順を示してい

る。ここでの「内容のまとまり」とは，学習指導要領に示す各教科等の「第２款 各科

目」における各科目の「１ 目標」及び「２ 内容」の項目等をそのまとまりごとに細分

化したり整理したりしたものである8。平成 30 年に改訂された高等学校学習指導要領に

おいては資質・能力の三つの柱に基づく構造化が行われたところであり，各学科に共通

する各教科においては，学習指導要領に示す各教科の「第２款 各科目」の「２ 内容」

 
7 脚注６を参照 
8 各教科等の学習指導要領の「第３款 各科⽬にわたる指導計画の作成と内容の取扱い」１
(1)に「単元（題材）などの内容や時間のまとまり」という記載があるが，この「内容や時
間のまとまり」と，本参考資料における「内容のまとまり」は同義ではないことに注意が必
要である。前者は，主体的・対話的で深い学びを実現するため，主体的に学習に取り組める
よう学習の⾒通しを⽴てたり学習したことを振り返ったりして⾃⾝の学びや変容を⾃覚で
きる場⾯をどこに設定するか，対話によって⾃分の考えなどを広げたり深めたりする場⾯
をどこに設定するか，学びの深まりをつくりだすために，⽣徒が考える場⾯と教師が教える
場⾯をどのように組み⽴てるか，といった視点による授業改善は，１単位時間の授業ごとに
考えるのではなく，単元や題材などの⼀定程度のまとまりごとに検討されるべきであるこ
とが⽰されたものである。後者（本参考資料における「内容のまとまり」）については，本
⽂に述べるとおりである。 

科目の目標に対する「評価の観点の趣旨」は各学校等において作成する 
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において9，「内容のまとまり」ごとに育成を目指す資質・能力が示されている。このた

め，「２ 内容」の記載はそのまま学習指導の目標となりうるものである10。学習指導要

領の目標に照らして観点別学習状況の評価を行うに当たり，生徒が資質・能力を身に付

けた状況を表すために，「２ 内容」の記載事項の文末を「～すること」から「～してい

る」と変換したもの等を，本参考資料において「内容のまとまりごとの評価規準」と呼

ぶこととする11。 

ただし，「主体的に学習に取り組む態度」に関しては，特に，生徒の学習への継続的

な取組を通して現れる性質を有すること等から12，「２ 内容」に記載がない13。そのた

め，各科目の「１ 目標」を参考にして作成した科目の目標に対する「評価の観点の趣

旨」を踏まえつつ，必要に応じて，改善等通知別紙５に示された評価の観点の趣旨のう

ち「主体的に学習に取り組む態度」に関わる部分を用いて「内容のまとまりごとの評価

規準」を作成する必要がある。 

なお，各学校においては，「内容のまとまりごとの評価規準」の考え方を踏まえて，

各学校の実態を考慮し，単元や題材の評価規準等，学習評価を行う際の評価規準を作成

する。 

 

 

 

 

 

 
9 外国語においては「第２款 各科⽬」の「１ ⽬標」である。 
10 「２ 内容」において⽰されている指導事項等を整理することで「内容のまとまり」を構
成している教科もある。この場合は，整理した資質・能⼒をもとに，構成された「内容のま
とまり」に基づいて学習指導の⽬標を設定することとなる。また，⽬標や評価規準の設定は,
教育課程を編成する主体である各学校が，学習指導要領に基づきつつ⽣徒や学校，地域の実
情に応じて⾏うことが必要である。 
11 各学科に共通する各教科第９節家庭については，学習指導要領の「第１款 ⽬標」(2)及
び「第２款 各科⽬」の「１ ⽬標」(2)に思考⼒・判断⼒・表現⼒等の育成に係る学習過
程が記載されているため，これらを踏まえて「内容のまとまりごとの評価規準」を作成する
必要がある。 
12 各教科等の特性によって単元や題材など内容や時間のまとまりはさまざまであることか
ら，評価を⾏う際は，それぞれの実現状況が把握できる段階について検討が必要である。 
13 各教科等によって，評価の対象に特性があることに留意する必要がある。例えば，保健体
育科の体育に関する科⽬においては，公正や協⼒などを，育成する「態度」として学習指導
要領に位置付けており，各教科等の⽬標や内容に対応した学習評価が⾏われることとされ
ている。 

（（３３））「「内内容容ののままととままりりごごととのの評評価価規規準準」」をを作作成成すするる際際のの基基本本的的なな手手順順 

各教科における14，「内容のまとまりごとの評価規準」を作成する際の基本的な手順は

以下のとおりである。 

 

（（４４））評評価価のの計計画画をを立立ててるるここととのの重重要要性性  

      学習指導のねらいが生徒の学習状況として実現されたかについて，評価規準に照ら

して観察し，毎時間の授業で適宜指導を行うことは，育成を目指す資質・能力を生徒に

育むためには不可欠である。その上で，評価規準に照らして，観点別学習状況の評価を

するための記録を取ることになる。そのためには，いつ，どのような方法で，生徒につ

いて観点別学習状況を評価するための記録を取るのかについて，評価の計画を立てる

ことが引き続き大切である。 

   しかし，毎時間生徒全員について記録を取り，総括の資料とするために蓄積すること

は現実的ではないことからも，生徒全員の学習状況を記録に残す場面を精選し，かつ適

切に評価するための評価の計画が一層重要になる。 

 

（（５５））観観点点別別学学習習状状況況のの評評価価にに係係るる記記録録のの総総括括  

適切な評価の計画の下に得た，生徒の観点別学習状況の評価に係る記録の総括の時

期としては，単元（題材）末，学期末，学年末等の節目が考えられる。  

総括を行う際，観点別学習状況の評価に係る記録が，観点ごとに複数ある場合は，例

えば，次のような総括の方法が考えられる。 

・ 評評価価結結果果ののＡＡ，，ＢＢ，，ＣＣのの数数をを基基にに総総括括すするる場場合合  

    何回か行った評価結果のＡ，Ｂ，Ｃの数が多いものが，その観点の学習の実施状況

を最もよく表現しているとする考え方に立つ総括の方法である。例えば，３回評価を

行った結果が「ＡＢＢ」ならばＢと総括することが考えられる。なお，「ＡＡＢＢ」

の総括結果をＡとするかＢとするかなど，同数の場合や三つの記号が混在する場合

の総括の仕方をあらかじめ各学校において決めておく必要がある。 

 

 
14 芸術科においては，「第２款 各科⽬」における⾳楽Ⅰ〜Ⅲ，美術Ⅰ〜Ⅲ，⼯芸Ⅰ〜Ⅲ，
書道Ⅰ〜Ⅲについて，必要に応じてそれぞれ「内容のまとまりごとの評価規準」を作成す
る。 

 学習指導要領に示された教科及び科目の目標を踏まえて，「評価の観点及びその趣旨」

が作成されていることを理解した上で， 

① 各教科における「内容のまとまり」と「評価の観点」との関係を確認する。 
 

② 【観点ごとのポイント】を踏まえ，「内容のまとまりごとの評価規準」を作成する。 
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・ 評評価価結結果果ののＡＡ，，ＢＢ，，ＣＣをを数数値値にに置置きき換換ええてて総総括括すするる場場合合  

   何回か行った評価結果Ａ，Ｂ，Ｃを，例えばＡ＝３，Ｂ＝２，Ｃ＝１のように数値

によって表し，合計したり平均したりする総括の方法である。例えば，総括の結果を

Ｂとする範囲を［1.5≦平均値≦2.5］とすると，「ＡＢＢ」の平均値は，約 2.3［（３

＋２＋２）÷３］で総括の結果はＢとなる。 

なお，評価の各節目のうち特定の時点に重きを置いて評価を行うこともできるが，そ

の際平均値による方法等以外についても様々な総括の方法が考えられる。 

 

（（６６））観観点点別別学学習習状状況況のの評評価価のの評評定定へへのの総総括括  

評定は，各教科の観点別学習状況の評価を総括した数値を示すものである。評定は，

生徒がどの教科の学習に望ましい学習状況が認められ，どの教科の学習に課題が認め

られるのかを明らかにすることにより，教育課程全体を見渡した学習状況の把握と指

導や学習の改善に生かすことを可能とするものである。 

評定への総括は，学期末や学年末などに行われることが多い。学年末に評定へ総括す

る場合には，学期末に総括した評定の結果を基にする場合と，学年末に観点ごとに総括

した結果を基にする場合が考えられる。 

観点別学習状況の評価の評定への総括は，各観点の評価結果をＡ，Ｂ，Ｃの組合せ，

又は，Ａ，Ｂ，Ｃを数値で表したものに基づいて総括し，その結果を５段階で表す。 

Ａ，Ｂ，Ｃの組合せから評定に総括する場合，「ＢＢＢ」であれば３を基本としつつ，

「ＡＡＡ」であれば５又は４，「ＣＣＣ」であれば２又は１とするのが適当であると考

えられる。それ以外の場合は，各観点のＡ，Ｂ，Ｃの数の組合せから適切に評定するこ

とができるようあらかじめ各学校において決めておく必要がある。 

なお，観点別学習状況の評価結果は，「十分満足できる」状況と判断されるものをＡ，

「おおむね満足できる」状況と判断されるものをＢ，「努力を要する」状況と判断され

るものをＣのように表されるが，そこで表された学習の実現状況には幅があるため，機

械的に評定を算出することは適当ではない場合も予想される。  

また，評定は，高等学校学習指導要領等に示す各教科・科目の目標に照らして，その

実現状況を「十分満足できるもののうち，特に程度が高い」状況と判断されるものを５，

「十分満足できる」状況と判断されるものを４，「おおむね満足できる」状況と判断さ

れるものを３，「努力を要する」状況と判断されるものを２，「努力を要すると判断され

るもののうち，特に程度が低い」状況と判断されるものを１（単位不認定）という数値

で表される。しかし，この数値を生徒の学習状況について五つに分類したものとして捉

えるのではなく，常にこの結果の背後にある生徒の具体的な学習の実現状況を思い描

き，適切に捉えることが大切である。評定への総括に当たっては，このようなことも十

分に検討する必要がある15。また，各学校では観点別学習状況の評価の観点ごとの総括

 
15 改善等通知では，「評定は各教科の学習の状況を総括的に評価するものであり，『観点別

及び評定への総括の考え方や方法について，教師間で共通理解を図り，生徒及び保護者

に十分説明し理解を得ることが大切である。 

 

 

２２  主主ととししてて専専門門学学科科（（職職業業教教育育をを主主ととすするる専専門門学学科科））ににおおいいてて開開設設さされれるる各各教教科科ににおおけけ

るる評評価価規規準準のの作作成成及及びび評評価価のの実実施施等等ににつついいてて  

（（１１））目目標標とと「「評評価価のの観観点点及及びびそそのの趣趣旨旨」」ととのの対対応応関関係係ににつついいてて  

評価規準の作成に当たっては，各学校の実態に応じて目標に準拠した評価を行うた

めに，「評価の観点及びその趣旨」が各教科の目標を踏まえて作成されていることを確

認することが必要である。また，教科の目標と「評価の観点及びその趣旨」との関係性

を踏まえ，科目の目標に対する「評価の観点の趣旨」を作成することが必要である。 

   なお，「主体的に学習に取り組む態度」の観点は，教科・科目の目標の（3）に対応す

るものであるが，観点別学習状況の評価を通じて見取ることができる部分をその内容

として整理し，示していることを確認することが必要である（図７，８参照）。 

 

図図７７  

【【学学習習指指導導要要領領「「教教科科のの目目標標」」】】  

学学習習指指導導要要領領  各各教教科科のの「「第第１１款款  目目標標」」  

（（11））  （（22））  （（33））  

（知識及び技術に関する

目標）  

（思考力，判断力，表現

力等に関する目標）  

（学びに向かう力，人間

性等に関する目標）16  

 

 

【【改改善善等等通通知知  別別紙紙５５「「評評価価のの観観点点及及びびそそのの趣趣旨旨」」】】  

観点 知知識識・・技技術術  思思考考・・判判断断・・表表現現  主主体体的的にに学学習習にに取取りり組組むむ態態度度  

趣旨 
（知識・技術の観点の趣

旨） 

（思考・判断・表現の観

点の趣旨） 

（主体的に学習に取り組む態度

の観点の趣旨） 

  

  

  

 
学習状況』において掲げられた観点は，分析的な評価を⾏うものとして，各教科の評定を⾏
う場合において基本的な要素となるものであることに⼗分留意する。その際，評定の適切な
決定⽅法等については，各学校において定める。」と⽰されている（P.８参照）。 
16 脚注６を参照 
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・ 評評価価結結果果ののＡＡ，，ＢＢ，，ＣＣをを数数値値にに置置きき換換ええてて総総括括すするる場場合合  

   何回か行った評価結果Ａ，Ｂ，Ｃを，例えばＡ＝３，Ｂ＝２，Ｃ＝１のように数値

によって表し，合計したり平均したりする総括の方法である。例えば，総括の結果を

Ｂとする範囲を［1.5≦平均値≦2.5］とすると，「ＡＢＢ」の平均値は，約 2.3［（３

＋２＋２）÷３］で総括の結果はＢとなる。 

なお，評価の各節目のうち特定の時点に重きを置いて評価を行うこともできるが，そ

の際平均値による方法等以外についても様々な総括の方法が考えられる。 

 

（（６６））観観点点別別学学習習状状況況のの評評価価のの評評定定へへのの総総括括  

評定は，各教科の観点別学習状況の評価を総括した数値を示すものである。評定は，

生徒がどの教科の学習に望ましい学習状況が認められ，どの教科の学習に課題が認め

られるのかを明らかにすることにより，教育課程全体を見渡した学習状況の把握と指

導や学習の改善に生かすことを可能とするものである。 

評定への総括は，学期末や学年末などに行われることが多い。学年末に評定へ総括す

る場合には，学期末に総括した評定の結果を基にする場合と，学年末に観点ごとに総括

した結果を基にする場合が考えられる。 

観点別学習状況の評価の評定への総括は，各観点の評価結果をＡ，Ｂ，Ｃの組合せ，

又は，Ａ，Ｂ，Ｃを数値で表したものに基づいて総括し，その結果を５段階で表す。 

Ａ，Ｂ，Ｃの組合せから評定に総括する場合，「ＢＢＢ」であれば３を基本としつつ，

「ＡＡＡ」であれば５又は４，「ＣＣＣ」であれば２又は１とするのが適当であると考

えられる。それ以外の場合は，各観点のＡ，Ｂ，Ｃの数の組合せから適切に評定するこ

とができるようあらかじめ各学校において決めておく必要がある。 

なお，観点別学習状況の評価結果は，「十分満足できる」状況と判断されるものをＡ，

「おおむね満足できる」状況と判断されるものをＢ，「努力を要する」状況と判断され

るものをＣのように表されるが，そこで表された学習の実現状況には幅があるため，機

械的に評定を算出することは適当ではない場合も予想される。  

また，評定は，高等学校学習指導要領等に示す各教科・科目の目標に照らして，その

実現状況を「十分満足できるもののうち，特に程度が高い」状況と判断されるものを５，

「十分満足できる」状況と判断されるものを４，「おおむね満足できる」状況と判断さ

れるものを３，「努力を要する」状況と判断されるものを２，「努力を要すると判断され

るもののうち，特に程度が低い」状況と判断されるものを１（単位不認定）という数値

で表される。しかし，この数値を生徒の学習状況について五つに分類したものとして捉

えるのではなく，常にこの結果の背後にある生徒の具体的な学習の実現状況を思い描

き，適切に捉えることが大切である。評定への総括に当たっては，このようなことも十

分に検討する必要がある15。また，各学校では観点別学習状況の評価の観点ごとの総括

 
15 改善等通知では，「評定は各教科の学習の状況を総括的に評価するものであり，『観点別

及び評定への総括の考え方や方法について，教師間で共通理解を図り，生徒及び保護者

に十分説明し理解を得ることが大切である。 

 

 

２２  主主ととししてて専専門門学学科科（（職職業業教教育育をを主主ととすするる専専門門学学科科））ににおおいいてて開開設設さされれるる各各教教科科ににおおけけ

るる評評価価規規準準のの作作成成及及びび評評価価のの実実施施等等ににつついいてて  

（（１１））目目標標とと「「評評価価のの観観点点及及びびそそのの趣趣旨旨」」ととのの対対応応関関係係ににつついいてて  

評価規準の作成に当たっては，各学校の実態に応じて目標に準拠した評価を行うた

めに，「評価の観点及びその趣旨」が各教科の目標を踏まえて作成されていることを確

認することが必要である。また，教科の目標と「評価の観点及びその趣旨」との関係性

を踏まえ，科目の目標に対する「評価の観点の趣旨」を作成することが必要である。 

   なお，「主体的に学習に取り組む態度」の観点は，教科・科目の目標の（3）に対応す

るものであるが，観点別学習状況の評価を通じて見取ることができる部分をその内容

として整理し，示していることを確認することが必要である（図７，８参照）。 

 

図図７７  

【【学学習習指指導導要要領領「「教教科科のの目目標標」」】】  

学学習習指指導導要要領領  各各教教科科のの「「第第１１款款  目目標標」」  

（（11））  （（22））  （（33））  

（知識及び技術に関する

目標）  

（思考力，判断力，表現

力等に関する目標）  

（学びに向かう力，人間

性等に関する目標）16  

 

 

【【改改善善等等通通知知  別別紙紙５５「「評評価価のの観観点点及及びびそそのの趣趣旨旨」」】】  

観点 知知識識・・技技術術  思思考考・・判判断断・・表表現現  主主体体的的にに学学習習にに取取りり組組むむ態態度度  

趣旨 
（知識・技術の観点の趣

旨） 

（思考・判断・表現の観

点の趣旨） 

（主体的に学習に取り組む態度

の観点の趣旨） 

  

  

  

 
学習状況』において掲げられた観点は，分析的な評価を⾏うものとして，各教科の評定を⾏
う場合において基本的な要素となるものであることに⼗分留意する。その際，評定の適切な
決定⽅法等については，各学校において定める。」と⽰されている（P.８参照）。 
16 脚注６を参照 
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図図８８  

【【学学習習指指導導要要領領「「科科目目のの目目標標」」】】  

学学習習指指導導要要領領  各各教教科科のの「「第第２２款款  各各科科目目」」ににおおけけるる科科目目のの目目標標  

（（11））  （（22））  （（33））  

（知識及び技術に関する

目標）  

（思考力，判断力，表現

力等に関する目標）  

（学びに向かう力，人間

性等に関する目標）17  

 

  

観点 知知識識・・技技術術  思思考考・・判判断断・・表表現現  主主体体的的にに学学習習にに取取りり組組むむ態態度度  

趣旨 

（知識・技術の観点の 

趣旨） 

 

 

（思考・判断・表現の 

観点の趣旨） 

 

 

（主体的に学習に取り組む態度

の観点の趣旨） 

 

 

 

 

（（２２））職職業業教教育育をを主主ととすするる専専門門学学科科ににおおいいてて開開設設さされれるる「「〔〔指指導導項項目目〕〕ごごととのの評評価価規規準準」」にに

つついいてて 

職業教育を主とする専門学科においては，学習指導要領の規定から「〔指導項目〕ご

との評価規準」を作成する際の手順を示している。 

平成 30 年に改訂された高等学校学習指導要領においては資質・能力の三つの柱に基

づく構造化が行われたところであり，職業教育を主とする専門学科においては，学習指

導要領解説に示す各科目の「第２ 内容とその取扱い」の「２ 内容」の各〔指導項目〕

において，育成を目指す資質・能力が示されている。このため，「２ 内容 〔指導項目〕」

の記載はそのまま学習指導の目標となりうるものである。学習指導要領及び学習指導

要領解説の目標に照らして観点別学習状況の評価を行うに当たり，生徒が資質・能力を

身に付けた状況を表すために，「２ 内容 〔指導項目〕」の記載事項の文末を「～するこ

と」から「～している」と変換したもの等を，本参考資料において「〔指導項目〕ごと

の評価規準」と呼ぶこととする。 

なお，職業教育を主とする専門学科については，「２ 内容 〔指導項目〕」に「学びに

向かう力・人間性」に係る項目が存在する。この「学びに向かう力・人間性」に係る項

目から，観点別学習状況の評価になじまない部分等を除くことで「主体的に学習に取り

組む態度」の「〔指導項目〕ごとの評価規準」を作成することができる。 

これらを踏まえ，職業教育を主とする専門学科においては，各科目における「内容の

まとまり」を〔指導項目〕に置き換えて記載することとする。 

 
17 脚注６を参照 

科目の目標に対する「評価の観点の趣旨」は各学校等において作成する 

各学校においては，「〔指導項目〕ごとの評価規準」の考え方を踏まえて，各学校の実

態を考慮し，単元の評価規準等，学習評価を行う際の評価規準を作成する。 

 

（（３３））「「〔〔指指導導項項目目〕〕ごごととのの評評価価規規準準」」をを作作成成すするる際際のの基基本本的的なな手手順順  

職業教育を主とする専門学科における，「〔指導項目〕ごとの評価規準」を作成する際

の基本的な手順は以下のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

  

  

３３  総総合合的的なな探探究究のの時時間間ににおおけけるる評評価価規規準準のの作作成成及及びび評評価価のの実実施施等等ににつついいてて  

（（１１））総総合合的的なな探探究究のの時時間間のの「「評評価価のの観観点点」」ににつついいてて  

平成 30 年に改訂された高等学校学習指導要領では，各教科等の目標や内容を「知識

及び技能」，「思考力，判断力，表現力等」，「学びに向かう力，人間性等」の資質・能力

の三つの柱で再整理しているが，このことは総合的な探究の時間においても同様であ

る。 

総合的な探究の時間においては，学習指導要領が定める目標を踏まえて各学校が目

標や内容を設定するという総合的な探究の時間の特質から，各学校が観点を設定する

という枠組みが維持されている。一方で，各学校が目標や内容を定める際には，学習指

導要領において示された以下について考慮する必要がある。 

【各学校において定める目標】 

・ 各学校において定める目標については，各学校における教育目標を踏まえ，総合

的な探究の時間を通して育成を目指す資質・能力を示すこと。  （第２の３⑴） 

総合的な探究の時間を通して育成を目指す資質・能力を示すとは，各学校における教

育目標を踏まえて，各学校において定める目標の中に，この時間を通して育成を目指す

資質・能力を，三つの柱に即して具体的に示すということである。 

【各学校において定める内容】 

・  探究課題の解決を通して育成を目指す具体的な資質・能力については，次の事項

に配慮すること。 

ア 知識及び技能については，他教科等及び総合的な探究の時間で習得する知識及

び技能が相互に関連付けられ，社会の中で生きて働くものとして形成されるよう

にすること。 

イ 思考力，判断力，表現力等については，課題の設定，情報の収集，整理・分析，

 学習指導要領に示された教科及び科目の目標を踏まえて，「評価の観点及びその趣旨」

が作成されていることを理解した上で， 

① 各科目における〔指導項目〕と「評価の観点」との関係を確認する。 
 

② 【観点ごとのポイント】を踏まえ，「〔指導項目〕ごとの評価規準」を作成する。 
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図図８８  

【【学学習習指指導導要要領領「「科科目目のの目目標標」」】】  

学学習習指指導導要要領領  各各教教科科のの「「第第２２款款  各各科科目目」」ににおおけけるる科科目目のの目目標標  

（（11））  （（22））  （（33））  

（知識及び技術に関する

目標）  

（思考力，判断力，表現

力等に関する目標）  

（学びに向かう力，人間

性等に関する目標）17  

 

  

観点 知知識識・・技技術術  思思考考・・判判断断・・表表現現  主主体体的的にに学学習習にに取取りり組組むむ態態度度  

趣旨 

（知識・技術の観点の 

趣旨） 

 

 

（思考・判断・表現の 

観点の趣旨） 

 

 

（主体的に学習に取り組む態度

の観点の趣旨） 

 

 

 

 

（（２２））職職業業教教育育をを主主ととすするる専専門門学学科科ににおおいいてて開開設設さされれるる「「〔〔指指導導項項目目〕〕ごごととのの評評価価規規準準」」にに

つついいてて 

職業教育を主とする専門学科においては，学習指導要領の規定から「〔指導項目〕ご

との評価規準」を作成する際の手順を示している。 

平成 30 年に改訂された高等学校学習指導要領においては資質・能力の三つの柱に基

づく構造化が行われたところであり，職業教育を主とする専門学科においては，学習指

導要領解説に示す各科目の「第２ 内容とその取扱い」の「２ 内容」の各〔指導項目〕

において，育成を目指す資質・能力が示されている。このため，「２ 内容 〔指導項目〕」

の記載はそのまま学習指導の目標となりうるものである。学習指導要領及び学習指導

要領解説の目標に照らして観点別学習状況の評価を行うに当たり，生徒が資質・能力を

身に付けた状況を表すために，「２ 内容 〔指導項目〕」の記載事項の文末を「～するこ

と」から「～している」と変換したもの等を，本参考資料において「〔指導項目〕ごと

の評価規準」と呼ぶこととする。 

なお，職業教育を主とする専門学科については，「２ 内容 〔指導項目〕」に「学びに

向かう力・人間性」に係る項目が存在する。この「学びに向かう力・人間性」に係る項

目から，観点別学習状況の評価になじまない部分等を除くことで「主体的に学習に取り

組む態度」の「〔指導項目〕ごとの評価規準」を作成することができる。 

これらを踏まえ，職業教育を主とする専門学科においては，各科目における「内容の

まとまり」を〔指導項目〕に置き換えて記載することとする。 

 
17 脚注６を参照 

科目の目標に対する「評価の観点の趣旨」は各学校等において作成する 

各学校においては，「〔指導項目〕ごとの評価規準」の考え方を踏まえて，各学校の実

態を考慮し，単元の評価規準等，学習評価を行う際の評価規準を作成する。 

 

（（３３））「「〔〔指指導導項項目目〕〕ごごととのの評評価価規規準準」」をを作作成成すするる際際のの基基本本的的なな手手順順  

職業教育を主とする専門学科における，「〔指導項目〕ごとの評価規準」を作成する際

の基本的な手順は以下のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

  

  

３３  総総合合的的なな探探究究のの時時間間ににおおけけるる評評価価規規準準のの作作成成及及びび評評価価のの実実施施等等ににつついいてて  

（（１１））総総合合的的なな探探究究のの時時間間のの「「評評価価のの観観点点」」ににつついいてて  

平成 30 年に改訂された高等学校学習指導要領では，各教科等の目標や内容を「知識

及び技能」，「思考力，判断力，表現力等」，「学びに向かう力，人間性等」の資質・能力

の三つの柱で再整理しているが，このことは総合的な探究の時間においても同様であ

る。 

総合的な探究の時間においては，学習指導要領が定める目標を踏まえて各学校が目

標や内容を設定するという総合的な探究の時間の特質から，各学校が観点を設定する

という枠組みが維持されている。一方で，各学校が目標や内容を定める際には，学習指

導要領において示された以下について考慮する必要がある。 

【各学校において定める目標】 

・ 各学校において定める目標については，各学校における教育目標を踏まえ，総合

的な探究の時間を通して育成を目指す資質・能力を示すこと。  （第２の３⑴） 

総合的な探究の時間を通して育成を目指す資質・能力を示すとは，各学校における教

育目標を踏まえて，各学校において定める目標の中に，この時間を通して育成を目指す

資質・能力を，三つの柱に即して具体的に示すということである。 

【各学校において定める内容】 

・  探究課題の解決を通して育成を目指す具体的な資質・能力については，次の事項

に配慮すること。 

ア 知識及び技能については，他教科等及び総合的な探究の時間で習得する知識及

び技能が相互に関連付けられ，社会の中で生きて働くものとして形成されるよう

にすること。 

イ 思考力，判断力，表現力等については，課題の設定，情報の収集，整理・分析，

 学習指導要領に示された教科及び科目の目標を踏まえて，「評価の観点及びその趣旨」

が作成されていることを理解した上で， 

① 各科目における〔指導項目〕と「評価の観点」との関係を確認する。 
 

② 【観点ごとのポイント】を踏まえ，「〔指導項目〕ごとの評価規準」を作成する。 
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まとめ・表現などの探究的な学習の過程において発揮され，未知の状況において

活用できるものとして身に付けられるようにすること。 

ウ 学びに向かう力，人間性等については，自分自身に関すること及び他者や社会

との関わりに関することの両方の視点を踏まえること。    （第２の３⑹） 

各学校において定める内容について，今回の改訂では新たに，「目標を実現するにふ

さわしい探究課題」，「探究課題の解決を通して育成を目指す具体的な資質・能力」の二

つを定めることが示された。「探究課題の解決を通して育成を目指す具体的な資質・能

力」とは，各学校において定める目標に記された資質・能力を，各探究課題に即して具

体的に示したものであり，教師の適切な指導の下，生徒が各探究課題の解決に取り組む

中で，育成することを目指す資質・能力のことである。この具体的な資質・能力も，「知

識及び技能」，「思考力，判断力，表現力等」，「学びに向かう力，人間性等」という資質・

能力の三つの柱に即して設定していくことになる。 

このように，各学校において定める目標と内容には，三つの柱に沿った資質・能力が

明示されることになる。 

したがって，資質・能力の三つの柱で再整理した学習指導要領の下での指導と評価の

一体化を推進するためにも，評価の観点についてこれらの資質・能力に関わる「知識・

技能」，「思考・判断・表現」，「主体的に学習に取り組む態度」の３観点に整理し示した

ところである。 

 

（（２２））総総合合的的なな探探究究のの時時間間のの「「内内容容ののままととままりり」」のの考考ええ方方  

学習指導要領の第２の２では，「各学校においては，第１の目標を踏まえ，各学校の

総合的な探究の時間の内容を定める。」とされている。これは，各学校が，学習指導要

領が定める目標の趣旨を踏まえて，地域や学校，生徒の実態に応じて，創意工夫を生か

した内容を定めることが期待されているからである。 

この内容の設定に際しては，前述したように「目標を実現するにふさわしい探究課

題」，「探究課題の解決を通して育成を目指す具体的な資質・能力」の二つを定めること

が示され，探究課題としてどのような対象と関わり，その探究課題の解決を通して，ど

のような資質・能力を育成するのかが内容として記述されることになる（図９参照）。 

本参考資料第１編第２章の１（２）では，「内容のまとまり」について，「学習指導要

領に示す各教科等の『第２款 各科目』における各科目の『１ 目標』及び『２ 内容』

の項目等をそのまとまりごとに細分化したり整理したりしたもので，『内容のまとまり』

ごとに育成を目指す資質・能力が示されている」と説明されている。 

したがって，総合的な探究の時間における「内容のまとまり」とは，全体計画に示し

た「目標を実現するにふさわしい探究課題」のうち，一つ一つの探究課題とその探究課

題に応じて定めた具体的な資質・能力と考えることができる。 

 
 

図図９９ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（（３３））「「内内容容ののままととままりりごごととのの評評価価規規準準」」をを作作成成すするる際際のの基基本本的的なな手手順順  

   総合的な探究の時間における，「内容のまとまりごとの評価規準」を作成する際の基

本的な手順は以下のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

４４  特特別別活活動動のの「「評評価価のの観観点点」」ととそそのの趣趣旨旨，，並並びびにに評評価価規規準準のの作作成成及及びび評評価価のの実実施施等等ににつついいてて  

（（１１））特特別別活活動動のの「「評評価価のの観観点点」」ととそそのの趣趣旨旨ににつついいてて  

特別活動においては，改善等通知において示されたように，特別活動の特質と学校の

創意工夫を生かすということから，設置者ではなく，「各学校で評価の観点を定める」

ものとしている。本参考資料では「評価の観点」とその趣旨の設定について示している。 

  

（（２２））特特別別活活動動のの「「内内容容ののままととままりり」」  

学習指導要領「第２ 各活動・学校行事の目標及び内容」〔ホームルーム活動〕「２ 内

容」「(1)ホームルームや学校における生活づくりへの参画」，「(2)日常の生活や学習へ

の適応と自己の成長及び健康安全」，「(3)一人一人のキャリア形成と自己実現」，〔生徒

会活動〕，〔学校行事〕「２ 内容」の(1)儀式的行事，(2)文化的行事，(3)健康安全・体

育的行事，(4)旅行・集団宿泊的行事，(5)勤労生産・奉仕的行事をそれぞれ「内容のま

とまり」とした。 

各学校において定める内内容容 

目標を実現するにふさわしい 

探探究究課課題題 

現現代代的的なな諸諸課課題題にに対対応応すするる  

横横断断的的・・総総合合的的なな課課題題  
（国際理解,情報,環境,福祉・健康など） 

 

 

 

他教科等及び総合的

な探究の時間で習得

する知識及び技能が

相互に関連付けら

れ,社会の中で生き

て働くものとして形

成されるようにする 

 

自分自身に関するこ

と及び他者や社会と

の関わりに関するこ

との両方の視点を踏

まえる 

 

探究の過程において

発揮され,未知の状

況において活用でき

るものとして身に付

けられるようにする 

地地域域やや学学校校のの特特色色にに応応じじたた課課題題  

生生徒徒のの興興味味・・関関心心にに基基づづくく課課題題  

知識及び技能 
思考力,判断

力,表現力等 

学びに向かう

力，人間性等 

職職業業やや自自己己のの進進路路にに関関すするる課課題題  

例例  

探究課題の解決を通して育成を目指す 

具具体体的的なな資資質質・・能能力力 

① 各学校において定めた目標（第２の１）と「評価の観点及びその趣旨」を確認する。 

② 各学校において定めた内容の記述（「内容のまとまり」として探究課題ごとに作成

した「探究課題の解決を通して育成を目指す具体的な資質・能力」）が，観点ごとに

どのように整理されているかを確認する。 

③【観点ごとのポイント】を踏まえ，「内容のまとまりごとの評価規準」を作成する。 
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まとめ・表現などの探究的な学習の過程において発揮され，未知の状況において

活用できるものとして身に付けられるようにすること。 

ウ 学びに向かう力，人間性等については，自分自身に関すること及び他者や社会

との関わりに関することの両方の視点を踏まえること。    （第２の３⑹） 

各学校において定める内容について，今回の改訂では新たに，「目標を実現するにふ

さわしい探究課題」，「探究課題の解決を通して育成を目指す具体的な資質・能力」の二

つを定めることが示された。「探究課題の解決を通して育成を目指す具体的な資質・能

力」とは，各学校において定める目標に記された資質・能力を，各探究課題に即して具

体的に示したものであり，教師の適切な指導の下，生徒が各探究課題の解決に取り組む

中で，育成することを目指す資質・能力のことである。この具体的な資質・能力も，「知

識及び技能」，「思考力，判断力，表現力等」，「学びに向かう力，人間性等」という資質・

能力の三つの柱に即して設定していくことになる。 

このように，各学校において定める目標と内容には，三つの柱に沿った資質・能力が

明示されることになる。 

したがって，資質・能力の三つの柱で再整理した学習指導要領の下での指導と評価の

一体化を推進するためにも，評価の観点についてこれらの資質・能力に関わる「知識・

技能」，「思考・判断・表現」，「主体的に学習に取り組む態度」の３観点に整理し示した

ところである。 

 

（（２２））総総合合的的なな探探究究のの時時間間のの「「内内容容ののままととままりり」」のの考考ええ方方  

学習指導要領の第２の２では，「各学校においては，第１の目標を踏まえ，各学校の

総合的な探究の時間の内容を定める。」とされている。これは，各学校が，学習指導要

領が定める目標の趣旨を踏まえて，地域や学校，生徒の実態に応じて，創意工夫を生か

した内容を定めることが期待されているからである。 

この内容の設定に際しては，前述したように「目標を実現するにふさわしい探究課

題」，「探究課題の解決を通して育成を目指す具体的な資質・能力」の二つを定めること

が示され，探究課題としてどのような対象と関わり，その探究課題の解決を通して，ど

のような資質・能力を育成するのかが内容として記述されることになる（図９参照）。 

本参考資料第１編第２章の１（２）では，「内容のまとまり」について，「学習指導要

領に示す各教科等の『第２款 各科目』における各科目の『１ 目標』及び『２ 内容』

の項目等をそのまとまりごとに細分化したり整理したりしたもので，『内容のまとまり』

ごとに育成を目指す資質・能力が示されている」と説明されている。 

したがって，総合的な探究の時間における「内容のまとまり」とは，全体計画に示し

た「目標を実現するにふさわしい探究課題」のうち，一つ一つの探究課題とその探究課

題に応じて定めた具体的な資質・能力と考えることができる。 
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（（３３））「「内内容容ののままととままりりごごととのの評評価価規規準準」」をを作作成成すするる際際のの基基本本的的なな手手順順  

   総合的な探究の時間における，「内容のまとまりごとの評価規準」を作成する際の基

本的な手順は以下のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

４４  特特別別活活動動のの「「評評価価のの観観点点」」ととそそのの趣趣旨旨，，並並びびにに評評価価規規準準のの作作成成及及びび評評価価のの実実施施等等ににつついいてて  

（（１１））特特別別活活動動のの「「評評価価のの観観点点」」ととそそのの趣趣旨旨ににつついいてて  

特別活動においては，改善等通知において示されたように，特別活動の特質と学校の

創意工夫を生かすということから，設置者ではなく，「各学校で評価の観点を定める」

ものとしている。本参考資料では「評価の観点」とその趣旨の設定について示している。 

  

（（２２））特特別別活活動動のの「「内内容容ののままととままりり」」  

学習指導要領「第２ 各活動・学校行事の目標及び内容」〔ホームルーム活動〕「２ 内

容」「(1)ホームルームや学校における生活づくりへの参画」，「(2)日常の生活や学習へ

の適応と自己の成長及び健康安全」，「(3)一人一人のキャリア形成と自己実現」，〔生徒

会活動〕，〔学校行事〕「２ 内容」の(1)儀式的行事，(2)文化的行事，(3)健康安全・体

育的行事，(4)旅行・集団宿泊的行事，(5)勤労生産・奉仕的行事をそれぞれ「内容のま

とまり」とした。 

各学校において定める内内容容 

目標を実現するにふさわしい 

探探究究課課題題 

現現代代的的なな諸諸課課題題にに対対応応すするる  

横横断断的的・・総総合合的的なな課課題題  
（国際理解,情報,環境,福祉・健康など） 

 

 

 

他教科等及び総合的

な探究の時間で習得

する知識及び技能が

相互に関連付けら

れ,社会の中で生き

て働くものとして形

成されるようにする 

 

自分自身に関するこ

と及び他者や社会と

の関わりに関するこ

との両方の視点を踏

まえる 

 

探究の過程において

発揮され,未知の状

況において活用でき

るものとして身に付

けられるようにする 

地地域域やや学学校校のの特特色色にに応応じじたた課課題題  

生生徒徒のの興興味味・・関関心心にに基基づづくく課課題題  

知識及び技能 
思考力,判断

力,表現力等 

学びに向かう

力，人間性等 

職職業業やや自自己己のの進進路路にに関関すするる課課題題  

例例  

探究課題の解決を通して育成を目指す 

具具体体的的なな資資質質・・能能力力 

① 各学校において定めた目標（第２の１）と「評価の観点及びその趣旨」を確認する。 

② 各学校において定めた内容の記述（「内容のまとまり」として探究課題ごとに作成

した「探究課題の解決を通して育成を目指す具体的な資質・能力」）が，観点ごとに

どのように整理されているかを確認する。 

③【観点ごとのポイント】を踏まえ，「内容のまとまりごとの評価規準」を作成する。 
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（（３３））特特別別活活動動のの「「評評価価のの観観点点」」ととそそのの趣趣旨旨，，並並びびにに「「内内容容ののままととままりりごごととのの評評価価規規準準」」をを

作作成成すするる際際のの基基本本的的なな手手順順  

各学校においては，学習指導要領に示された特別活動の目標及び内容を踏まえ，自校

の実態に即し，改善等通知の例示を参考に観点を作成する。その際，例えば，特別活動

の特質や学校として重点化した内容を踏まえて，具体的な観点を設定することが考え

られる。 

また，学習指導要領解説では，各活動・学校行事の内容ごとに育成を目指す資質・能

力が例示されている。そこで，学習指導要領で示された「各活動・学校行事の目標」及

び学習指導要領解説で例示された「資質・能力」を確認し，各学校の実態に合わせて育

成を目指す資質・能力を重点化して設定する。 

次に，各学校で設定した，各活動・学校行事で育成を目指す資質・能力を踏まえて，

「内容のまとまりごとの評価規準」を作成する。基本的な手順は以下のとおりである。 

 

① 学習指導要領の「特別活動の目標」と改善等通知を確認する。 
 

② 学習指導要領の「特別活動の目標」と自校の実態を踏まえ，改善等通知の例示を参

考に，特別活動の「評価の観点」とその趣旨を設定する。  
 

③ 学習指導要領の「各活動・学校行事の目標」及び学習指導要領解説特別活動編（平

成 30 年７月）で例示した「各活動・学校行事における育成を目指す資質・能力」を

参考に，各学校において育成を目指す資質・能力を重点化して設定する。 
 

④ 【観点ごとのポイント】を踏まえ，「内容のまとまりごとの評価規準」を作成する。 
 

  

（（参参考考））平平成成 2244 年年「「評評価価規規準準のの作作成成，，評評価価方方法法等等のの工工夫夫改改善善ののたためめのの参参考考資資料料」」かかららのの

変変更更点点ににつついいてて 

 

今回作成した本参考資料は，平成 24 年の「評価規準の作成，評価方法等の工夫改善の

ための参考資料」を踏襲するものであるが，以下のような変更点があることに留意が必要

である18。 

まず，平成 24 年の参考資料において使用していた「評価規準に盛り込むべき事項」や

「評価規準の設定例」については，報告において「現行の参考資料のように評価規準を詳

細に示すのではなく，各教科等の特質に応じて，学習指導要領の規定から評価規準を作成

する際の手順を示すことを基本とする」との指摘を受け，第２編において示すことを改

め，本参考資料の第３編における事例の中で，各教科等の事例に沿った評価規準を例示し

たり，その作成手順等を紹介したりする形に改めている。 

次に，本参考資料の第２編に示す「内容のまとまりごとの評価規準」は，平成 24 年の

「評価規準の作成，評価方法等の工夫改善のための参考資料」において示した「評価規準

に盛り込むべき事項」と作成の手順を異にする。具体的には，「評価規準に盛り込むべき

事項」は，平成 21 年改訂学習指導要領における各教科等の目標及び内容の記述を基に，

学習評価及び指導要録の改善通知で示している各教科等の評価の観点及びその趣旨を踏

まえて作成したものである。 

また，平成 24 年の参考資料では「評価規準に盛り込むべき事項」をより具体化したも

のを「評価規準の設定例」として示している。「評価規準の設定例」は，原則として，学

習指導要領の各教科等の目標及び内容のほかに，当該部分の学習指導要領解説（文部科学

省刊行）の記述を基に作成していた。他方，本参考資料における「内容のまとまりごとの

評価規準」については，平成 30 年改訂の学習指導要領の目標及び内容が育成を目指す資

質・能力に関わる記述で整理されたことから，既に確認のとおり，そこでの「内容のまと

まり」ごとの記述を，文末を変換するなどにより評価規準とすることを可能としており，

学習指導要領の記載と表裏一体をなす関係にあると言える。 

さらに，「主体的に学習に取り組む態度」の「各教科等の評価の観点の趣旨」について

である。前述のとおり，従前の「関心・意欲・態度」の観点から「主体的に学習に取り組

む態度」の観点に改められており，「主体的に学習に取り組む態度」の観点に関しては各

科目の「１ 目標」を参考にしつつ，必要に応じて，改善等通知別紙５に示された評価の

観点の趣旨のうち「主体的に学習に取り組む態度」に関わる部分を用いて「内容のまとま

りごとの評価規準」を作成する必要がある。報告にあるとおり，「主体的に学習に取り組

む態度」は，現行の「関心・意欲・態度」の観点の本来の趣旨であった，各教科等の学習

内容に関心をもつことのみならず，よりよく学ぼうとする意欲をもって学習に取り組む

 
18 特別活動については，平成 30 年改訂学習指導要領を受け，初めて作成するものである。 
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（（３３））特特別別活活動動のの「「評評価価のの観観点点」」ととそそのの趣趣旨旨，，並並びびにに「「内内容容ののままととままりりごごととのの評評価価規規準準」」をを

作作成成すするる際際のの基基本本的的なな手手順順  

各学校においては，学習指導要領に示された特別活動の目標及び内容を踏まえ，自校

の実態に即し，改善等通知の例示を参考に観点を作成する。その際，例えば，特別活動

の特質や学校として重点化した内容を踏まえて，具体的な観点を設定することが考え

られる。 

また，学習指導要領解説では，各活動・学校行事の内容ごとに育成を目指す資質・能

力が例示されている。そこで，学習指導要領で示された「各活動・学校行事の目標」及

び学習指導要領解説で例示された「資質・能力」を確認し，各学校の実態に合わせて育

成を目指す資質・能力を重点化して設定する。 

次に，各学校で設定した，各活動・学校行事で育成を目指す資質・能力を踏まえて，

「内容のまとまりごとの評価規準」を作成する。基本的な手順は以下のとおりである。 

 

① 学習指導要領の「特別活動の目標」と改善等通知を確認する。 
 

② 学習指導要領の「特別活動の目標」と自校の実態を踏まえ，改善等通知の例示を参

考に，特別活動の「評価の観点」とその趣旨を設定する。  
 

③ 学習指導要領の「各活動・学校行事の目標」及び学習指導要領解説特別活動編（平

成 30 年７月）で例示した「各活動・学校行事における育成を目指す資質・能力」を

参考に，各学校において育成を目指す資質・能力を重点化して設定する。 
 

④ 【観点ごとのポイント】を踏まえ，「内容のまとまりごとの評価規準」を作成する。 
 

  

（（参参考考））平平成成 2244 年年「「評評価価規規準準のの作作成成，，評評価価方方法法等等のの工工夫夫改改善善ののたためめのの参参考考資資料料」」かかららのの

変変更更点点ににつついいてて 

 

今回作成した本参考資料は，平成 24 年の「評価規準の作成，評価方法等の工夫改善の

ための参考資料」を踏襲するものであるが，以下のような変更点があることに留意が必要

である18。 

まず，平成 24 年の参考資料において使用していた「評価規準に盛り込むべき事項」や

「評価規準の設定例」については，報告において「現行の参考資料のように評価規準を詳

細に示すのではなく，各教科等の特質に応じて，学習指導要領の規定から評価規準を作成

する際の手順を示すことを基本とする」との指摘を受け，第２編において示すことを改

め，本参考資料の第３編における事例の中で，各教科等の事例に沿った評価規準を例示し

たり，その作成手順等を紹介したりする形に改めている。 

次に，本参考資料の第２編に示す「内容のまとまりごとの評価規準」は，平成 24 年の

「評価規準の作成，評価方法等の工夫改善のための参考資料」において示した「評価規準

に盛り込むべき事項」と作成の手順を異にする。具体的には，「評価規準に盛り込むべき

事項」は，平成 21 年改訂学習指導要領における各教科等の目標及び内容の記述を基に，

学習評価及び指導要録の改善通知で示している各教科等の評価の観点及びその趣旨を踏

まえて作成したものである。 

また，平成 24 年の参考資料では「評価規準に盛り込むべき事項」をより具体化したも

のを「評価規準の設定例」として示している。「評価規準の設定例」は，原則として，学

習指導要領の各教科等の目標及び内容のほかに，当該部分の学習指導要領解説（文部科学

省刊行）の記述を基に作成していた。他方，本参考資料における「内容のまとまりごとの

評価規準」については，平成 30 年改訂の学習指導要領の目標及び内容が育成を目指す資

質・能力に関わる記述で整理されたことから，既に確認のとおり，そこでの「内容のまと

まり」ごとの記述を，文末を変換するなどにより評価規準とすることを可能としており，

学習指導要領の記載と表裏一体をなす関係にあると言える。 

さらに，「主体的に学習に取り組む態度」の「各教科等の評価の観点の趣旨」について

である。前述のとおり，従前の「関心・意欲・態度」の観点から「主体的に学習に取り組

む態度」の観点に改められており，「主体的に学習に取り組む態度」の観点に関しては各

科目の「１ 目標」を参考にしつつ，必要に応じて，改善等通知別紙５に示された評価の

観点の趣旨のうち「主体的に学習に取り組む態度」に関わる部分を用いて「内容のまとま

りごとの評価規準」を作成する必要がある。報告にあるとおり，「主体的に学習に取り組

む態度」は，現行の「関心・意欲・態度」の観点の本来の趣旨であった，各教科等の学習

内容に関心をもつことのみならず，よりよく学ぼうとする意欲をもって学習に取り組む

 
18 特別活動については，平成 30 年改訂学習指導要領を受け，初めて作成するものである。 
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態度を評価することを改めて強調するものである。また，本観点に基づく評価としては，

「主体的に学習に取り組む態度」に係る各教科等の評価の観点の趣旨に照らし， 

① 知識及び技能を獲得したり，思考力，判断力，表現力等を身に付けたりすること

に向けた粘り強い取組を行おうとする側面と， 

② ①の粘り強い取組を行う中で，自らの学習を調整しようとする側面， 

という二つの側面を評価することが求められるとされた19。 

以上の点から，今回の改善等通知で示した「主体的に学習に取り組む態度」の「各教科

等の評価の観点の趣旨」は，平成 22 年通知で示した「関心・意欲・態度」の「各教科等

の評価の観点の趣旨」から改められている。 

 

 

 
19 脚注 11 を参照 
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態度を評価することを改めて強調するものである。また，本観点に基づく評価としては，

「主体的に学習に取り組む態度」に係る各教科等の評価の観点の趣旨に照らし， 

① 知識及び技能を獲得したり，思考力，判断力，表現力等を身に付けたりすること

に向けた粘り強い取組を行おうとする側面と， 

② ①の粘り強い取組を行う中で，自らの学習を調整しようとする側面， 

という二つの側面を評価することが求められるとされた19。 

以上の点から，今回の改善等通知で示した「主体的に学習に取り組む態度」の「各教科

等の評価の観点の趣旨」は，平成 22 年通知で示した「関心・意欲・態度」の「各教科等

の評価の観点の趣旨」から改められている。 
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１ 高等学校福祉科の〔指導項目〕 

 

高等学校福祉科における〔指導項目〕は，以下のようになっている。 

【第３編（事例）で取り上げた科目の〔指導項目〕を記載している】 

第１ 社会福祉基礎 

(1) 社会福祉の理念と意義 

ア 生活と福祉 

  イ 社会福祉の理念 

  ウ 人間の尊厳と自立 

 (2) 人間関係とコミュニケーション 

  ア 人間関係の形成 

  イ コミュニケーションの基礎 

  ウ 社会福祉援助活動の概要 

 (3) 社会福祉思想の流れと福祉社会への展望 

  ア 外国における社会福祉 

  イ 日本における社会福祉 

  ウ 地域福祉の進展 

 (4) 生活を支える社会保障制度 

  ア 社会保障制度の意義と役割 

  イ 生活支援のための公的扶助 

  ウ 児童家庭福祉と社会福祉サービス 

  エ 高齢者福祉と介護保険制度 

  オ 障害者福祉と障害者総合支援制度 

  カ 介護実践に関連する諸制度 

 

※ その他の科目についても，内容の(1),(2)･･･における各項目を〔指導項目〕とする。 

 

 

  



 
 

 

 

  

 
 

１ 高等学校福祉科の〔指導項目〕 

 

高等学校福祉科における〔指導項目〕は，以下のようになっている。 

【第３編（事例）で取り上げた科目の〔指導項目〕を記載している】 

第１ 社会福祉基礎 

(1) 社会福祉の理念と意義 

ア 生活と福祉 

  イ 社会福祉の理念 

  ウ 人間の尊厳と自立 

 (2) 人間関係とコミュニケーション 

  ア 人間関係の形成 

  イ コミュニケーションの基礎 

  ウ 社会福祉援助活動の概要 

 (3) 社会福祉思想の流れと福祉社会への展望 

  ア 外国における社会福祉 

  イ 日本における社会福祉 

  ウ 地域福祉の進展 

 (4) 生活を支える社会保障制度 

  ア 社会保障制度の意義と役割 

  イ 生活支援のための公的扶助 

  ウ 児童家庭福祉と社会福祉サービス 

  エ 高齢者福祉と介護保険制度 

  オ 障害者福祉と障害者総合支援制度 

  カ 介護実践に関連する諸制度 

 

※ その他の科目についても，内容の(1),(2)･･･における各項目を〔指導項目〕とする。 
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２ 高等学校福祉科における「〔指導項目〕ごとの評価規準」作成の手順 

 

ここでは，科目「社会福祉基礎」の (1)社会福祉の理念と意義 を取り上げて，「〔指導項目〕ご

との評価規準」作成の手順を説明する。 

まず，学習指導要領に示された教科の目標を踏まえて，「評価の観点及びその趣旨」が作成され

ていることを理解する。次に，教科の目標と「評価の観点及びその趣旨」との関係性を踏まえ，科

目の目標に対する「評価の観点の趣旨」を作成する。その上で，①及び②の手順を踏む。 

 

＜例 社会福祉基礎〔指導項目〕(1) 社会福祉の理念と意義＞ 

 

【【高高等等学学校校学学習習指指導導要要領領  第第３３章章  第第８８節節  福福祉祉「「第第１１款款  目目標標」」】】  

福祉の見方・考え方を働かせ，実践的・体験的な学習活動を行うことなどを通して，福祉を通じ，

人間の尊厳に基づく地域福祉の推進と持続可能な福祉社会の発展を担う職業人として必要な資質・

能力を次のとおり育成することを目指す。 

(1) (2) (3) 

福祉の各分野について体系的・

系統的に理解するとともに，関

連する技術を身に付けるよう

にする。 

福祉に関する課題を発見し，職

業人に求められる倫理観を踏

まえ合理的かつ創造的に解決

する力を養う。 

職業人として必要な豊かな人

間性を育み，よりよい社会の構

築を目指して自ら学び，福祉社

会の創造と発展に主体的かつ

協働的に取り組む態度を養う。 

（高等学校学習指導要領 P.422） 

 

【【改改善善等等通通知知  別別紙紙５５  各各教教科科等等のの評評価価のの観観点点及及びびそそのの趣趣旨旨  ＜＜福福祉祉＞＞】】  

知識・技術 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

福祉の各分野について体系的・

系統的に理理解解ししてていいるるととも

に，関連する技術を身身にに付付けけてて

いいるる。 

福祉に関する課題を発見し，職

業人に求められる倫理観を踏ま

え合理的かつ創造的に解決する

力を身身にに付付けけてていいるる。 

よりよい社会の構築を目指し

て自ら学び，福祉社会の創造と

発展に主体的かつ協働的に取

り組む態度を身身にに付付けけてていいるる。 

（改善等通知 別紙５ P.７） 

 

 

  

 
 

【【高高等等学学校校学学習習指指導導要要領領  第第３３章章  第第８８節節  福福祉祉「「第第２２款款  第第１１  社社会会福福祉祉基基礎礎  目目標標」」】】  

福祉の見方・考え方を働かせ，実践的・体験的な学習活動を行うことなどを通して，社会福祉の向

上に必要な基礎的な資質・能力を次のとおり育成することを目指す。 

(1) (2) (3) 

社会福祉について体系的・系統

的に理解するとともに，関連す

る技術を身に付けるようにす

る。 

社会福祉の展開に関する課題

を発見し，職業人に求められる

倫理観を踏まえ科学的な根拠

に基づいて創造的に解決する

力を養う。 

健全で持続的な社会の構築を

目指して自ら学び，福祉社会の

創造と発展に主体的かつ協働

的に取り組む態度を養う。 

（高等学校学習指導要領 P.422） 

 

以下は，教科の目標と「評価の観点及びその趣旨」との関係性を踏まえた，科目の目標に対する「評

価の観点の趣旨」の例である。 

【【「「第第２２款款  第第１１  社社会会福福祉祉基基礎礎」」のの評評価価のの観観点点のの趣趣旨旨（（例例））】】  

知識・技術 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

社会福祉について体系的・系統

的に理理解解ししてていいるるとともに，関

連する技術を身身にに付付けけてていいるる。 

社会福祉の展開に関する課題を

発発見見しし，職業人に求められる倫

理観を踏まえ科学的な根拠に基

づいて創造的に解決する力を身身

にに付付けけてていいるる。 

健全で持続的な社会の構築を

目指して自ら学び，福祉社会の

創造と発展に主体的かつ協働

的に取り組む態度を身身にに付付けけ

てていいるる。 
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２ 高等学校福祉科における「〔指導項目〕ごとの評価規準」作成の手順 

 

ここでは，科目「社会福祉基礎」の (1)社会福祉の理念と意義 を取り上げて，「〔指導項目〕ご

との評価規準」作成の手順を説明する。 

まず，学習指導要領に示された教科の目標を踏まえて，「評価の観点及びその趣旨」が作成され

ていることを理解する。次に，教科の目標と「評価の観点及びその趣旨」との関係性を踏まえ，科

目の目標に対する「評価の観点の趣旨」を作成する。その上で，①及び②の手順を踏む。 

 

＜例 社会福祉基礎〔指導項目〕(1) 社会福祉の理念と意義＞ 

 

【【高高等等学学校校学学習習指指導導要要領領  第第３３章章  第第８８節節  福福祉祉「「第第１１款款  目目標標」」】】  

福祉の見方・考え方を働かせ，実践的・体験的な学習活動を行うことなどを通して，福祉を通じ，

人間の尊厳に基づく地域福祉の推進と持続可能な福祉社会の発展を担う職業人として必要な資質・

能力を次のとおり育成することを目指す。 

(1) (2) (3) 

福祉の各分野について体系的・

系統的に理解するとともに，関

連する技術を身に付けるよう

にする。 

福祉に関する課題を発見し，職

業人に求められる倫理観を踏

まえ合理的かつ創造的に解決

する力を養う。 

職業人として必要な豊かな人

間性を育み，よりよい社会の構

築を目指して自ら学び，福祉社

会の創造と発展に主体的かつ

協働的に取り組む態度を養う。 

（高等学校学習指導要領 P.422） 

 

【【改改善善等等通通知知  別別紙紙５５  各各教教科科等等のの評評価価のの観観点点及及びびそそのの趣趣旨旨  ＜＜福福祉祉＞＞】】  

知識・技術 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

福祉の各分野について体系的・

系統的に理理解解ししてていいるるととも

に，関連する技術を身身にに付付けけてて

いいるる。 

福祉に関する課題を発見し，職

業人に求められる倫理観を踏ま

え合理的かつ創造的に解決する

力を身身にに付付けけてていいるる。 

よりよい社会の構築を目指し

て自ら学び，福祉社会の創造と

発展に主体的かつ協働的に取

り組む態度を身身にに付付けけてていいるる。 

（改善等通知 別紙５ P.７） 

 

 

  

 
 

【【高高等等学学校校学学習習指指導導要要領領  第第３３章章  第第８８節節  福福祉祉「「第第２２款款  第第１１  社社会会福福祉祉基基礎礎  目目標標」」】】  

福祉の見方・考え方を働かせ，実践的・体験的な学習活動を行うことなどを通して，社会福祉の向

上に必要な基礎的な資質・能力を次のとおり育成することを目指す。 

(1) (2) (3) 

社会福祉について体系的・系統

的に理解するとともに，関連す

る技術を身に付けるようにす

る。 

社会福祉の展開に関する課題

を発見し，職業人に求められる

倫理観を踏まえ科学的な根拠

に基づいて創造的に解決する

力を養う。 

健全で持続的な社会の構築を

目指して自ら学び，福祉社会の

創造と発展に主体的かつ協働

的に取り組む態度を養う。 

（高等学校学習指導要領 P.422） 

 

以下は，教科の目標と「評価の観点及びその趣旨」との関係性を踏まえた，科目の目標に対する「評

価の観点の趣旨」の例である。 

【【「「第第２２款款  第第１１  社社会会福福祉祉基基礎礎」」のの評評価価のの観観点点のの趣趣旨旨（（例例））】】  

知識・技術 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

社会福祉について体系的・系統

的に理理解解ししてていいるるとともに，関

連する技術を身身にに付付けけてていいるる。 

社会福祉の展開に関する課題を

発発見見しし，職業人に求められる倫

理観を踏まえ科学的な根拠に基

づいて創造的に解決する力を身身

にに付付けけてていいるる。 

健全で持続的な社会の構築を

目指して自ら学び，福祉社会の

創造と発展に主体的かつ協働

的に取り組む態度を身身にに付付けけ

てていいるる。 
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①①  各各科科目目ににおおけけるる〔〔指指導導項項目目〕〕とと「「評評価価のの観観点点」」ととのの関関係係をを確確認認すするる。。  

 

職業教育を主とする専門教科は，各教科及び各科目の目標に，（1）「知識及び技術」，（2）「思考力，

判断力，表現力等」，（3）「学びに向かう力，人間性等」を示すとともに，各科目の指導項目の大項目

毎に「このねらいを実現するため，次の①から③までの事項を身に付けることができるよう，〔指導

項目〕を指導する。」としている。 

※①「知識及び技術」，②「思考力，判断力，表現力等」，③「学びに向かう力，人間性等」 

 

第１ 社会福祉基礎 

(1) 社会福祉の理念と意義 

ア 生活と福祉 

イ 社会福祉の理念 

ウ 人間の尊厳と自立 

 

〈高等学校学習指導要領解説 福祉編 P.19〉 

(1) 社会福祉の理念と意義 

ここでは，科目の目標を踏まえ，生活や自立の概念，日常生活と福祉の関わり，社会福祉理念

の変遷など社会福祉に関する基礎的な学習活動を通して，社会福祉の理念や意義，尊厳の保持や 

自立支援などを理解できるようにするとともに，働くことの意義や役割，職業人に求められる倫

理観を育成することをねらいとしている。 

このねらいを実現するため，次の①から③までの事項を身に付けることができるよう，〔指導

項目〕を指導する。 

① 生活や自立の概念，日常生活と福祉，社会福祉理念の変遷などについて理解するとともに，

関連する技術を身に付けること。 

② 社会福祉の理念や意義，尊厳の保持や自立支援などに関する課題を発見し，職業人に求めら

れる倫理観を踏まえ科学的な根拠に基づいて創造的に解決すること。 

③ 社会福祉の理念や意義，尊厳の保持や自立支援などについて自ら学び，主体的かつ協働的に

取り組むこと。 

 

  

 
 

②②  【【観観点点ごごととののポポイインントト】】をを踏踏ままええ，，「「〔〔指指導導項項目目〕〕ごごととのの評評価価規規準準」」をを作作成成すするる。。  

 

（１）「〔指導項目〕ごとの評価規準」を作成する際の【観点ごとのポイント】 

○○「「知知識識・・技技術術」」ののポポイインントト  

 「知識・技術」については，学習指導要領の「１ 目標」に示す資質・能力を身に付けること

ができるよう，「２ 内容」の各指導項目に対し，学習指導要領解説の〔指導項目〕の大項目ご

とに示された「このねらいを実現するため，次の①から③までの事項を身に付けることができる

よう，〔指導項目〕を指導する。」の①を参考に，知識については「…理解する」の記述を，技術

については「…身に付ける」の記述を当てはめ，それらを生徒が「…理解している」「…身に付

けている」かどうかの学習状況として表すこととする。 

○○「「思思考考・・判判断断・・表表現現」」ののポポイインントト  

「思考・判断・表現」については，学習指導要領の「１ 目標」に示す資質・能力を身に付け

ることができるよう，「２ 内容」の各指導項目に対し，学習指導要領解説の〔指導項目〕の大

項目ごとに示された「このねらいを実現するため，次の①から③までの事項を身に付けることが

できるよう，〔指導項目〕を指導する。」の②を参考に，「…発見し，解決する」の記述を当ては

め，それらを生徒が「…発見し，解決している」かどうかの学習状況として表すこととする。 

○○「「主主体体的的にに学学習習にに取取りり組組むむ態態度度」」ののポポイインントト 

「主体的に学習に取り組む態度」については，学習指導要領の「１ 目標」に示す資質・能力

を身に付けることができるよう，「２ 内容」の各指導項目に対し，学習指導要領解説の〔指導

項目〕の大項目ごとに示された「このねらいを実現するため，次の①から③までの事項を身に付

けることができるよう，〔指導項目〕を指導する。」の③を参考に，「…自ら学び，主体的かつ協

働的に取り組む」の記述を当てはめ，それらを生徒が「…自ら学び，主体的かつ協働的に取り組

んでいる」かどうかの学習状況として表すこととする。 
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①①  各各科科目目ににおおけけるる〔〔指指導導項項目目〕〕とと「「評評価価のの観観点点」」ととのの関関係係をを確確認認すするる。。  

 

職業教育を主とする専門教科は，各教科及び各科目の目標に，（1）「知識及び技術」，（2）「思考力，

判断力，表現力等」，（3）「学びに向かう力，人間性等」を示すとともに，各科目の指導項目の大項目

毎に「このねらいを実現するため，次の①から③までの事項を身に付けることができるよう，〔指導

項目〕を指導する。」としている。 

※①「知識及び技術」，②「思考力，判断力，表現力等」，③「学びに向かう力，人間性等」 

 

第１ 社会福祉基礎 

(1) 社会福祉の理念と意義 

ア 生活と福祉 

イ 社会福祉の理念 

ウ 人間の尊厳と自立 

 

〈高等学校学習指導要領解説 福祉編 P.19〉 

(1) 社会福祉の理念と意義 

ここでは，科目の目標を踏まえ，生活や自立の概念，日常生活と福祉の関わり，社会福祉理念

の変遷など社会福祉に関する基礎的な学習活動を通して，社会福祉の理念や意義，尊厳の保持や 

自立支援などを理解できるようにするとともに，働くことの意義や役割，職業人に求められる倫

理観を育成することをねらいとしている。 

このねらいを実現するため，次の①から③までの事項を身に付けることができるよう，〔指導

項目〕を指導する。 

① 生活や自立の概念，日常生活と福祉，社会福祉理念の変遷などについて理解するとともに，

関連する技術を身に付けること。 

② 社会福祉の理念や意義，尊厳の保持や自立支援などに関する課題を発見し，職業人に求めら

れる倫理観を踏まえ科学的な根拠に基づいて創造的に解決すること。 

③ 社会福祉の理念や意義，尊厳の保持や自立支援などについて自ら学び，主体的かつ協働的に

取り組むこと。 

 

  

 
 

②②  【【観観点点ごごととののポポイインントト】】をを踏踏ままええ，，「「〔〔指指導導項項目目〕〕ごごととのの評評価価規規準準」」をを作作成成すするる。。  

 

（１）「〔指導項目〕ごとの評価規準」を作成する際の【観点ごとのポイント】 

○○「「知知識識・・技技術術」」ののポポイインントト  

 「知識・技術」については，学習指導要領の「１ 目標」に示す資質・能力を身に付けること

ができるよう，「２ 内容」の各指導項目に対し，学習指導要領解説の〔指導項目〕の大項目ご

とに示された「このねらいを実現するため，次の①から③までの事項を身に付けることができる

よう，〔指導項目〕を指導する。」の①を参考に，知識については「…理解する」の記述を，技術

については「…身に付ける」の記述を当てはめ，それらを生徒が「…理解している」「…身に付

けている」かどうかの学習状況として表すこととする。 

○○「「思思考考・・判判断断・・表表現現」」ののポポイインントト  

「思考・判断・表現」については，学習指導要領の「１ 目標」に示す資質・能力を身に付け

ることができるよう，「２ 内容」の各指導項目に対し，学習指導要領解説の〔指導項目〕の大

項目ごとに示された「このねらいを実現するため，次の①から③までの事項を身に付けることが

できるよう，〔指導項目〕を指導する。」の②を参考に，「…発見し，解決する」の記述を当ては

め，それらを生徒が「…発見し，解決している」かどうかの学習状況として表すこととする。 

○○「「主主体体的的にに学学習習にに取取りり組組むむ態態度度」」ののポポイインントト 

「主体的に学習に取り組む態度」については，学習指導要領の「１ 目標」に示す資質・能力

を身に付けることができるよう，「２ 内容」の各指導項目に対し，学習指導要領解説の〔指導

項目〕の大項目ごとに示された「このねらいを実現するため，次の①から③までの事項を身に付

けることができるよう，〔指導項目〕を指導する。」の③を参考に，「…自ら学び，主体的かつ協

働的に取り組む」の記述を当てはめ，それらを生徒が「…自ら学び，主体的かつ協働的に取り組

んでいる」かどうかの学習状況として表すこととする。 
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（２）学習指導要領解説の「２ 内容」〔指導項目〕及び「〔指導項目〕ごとの評価規準（例）」 

学 

習 

指 

導 

要 

領 

 

解 

説 

知識及び技術 思考力，判断力，表現力等 学びに向かう力，人間性等 

生活や自立の概念，日常生

活と福祉，社会福祉理念の

変遷などについて理解する

とともに，関連する技術を

身に付けること。 

社会福祉の理念や意義，尊厳

の保持や自立支援などに関

する課題を発見し，職業人に

求められる倫理観を踏まえ

科学的な根拠に基づいて創

造的に解決すること。 

社会福祉の理念や意義，尊厳

の保持や自立支援などにつ

いて自ら学び，主体的かつ協

働的に取り組むこと。 

 

 

 

   

〔
指
導
項
目
〕
ご
と
の
評
価
規
準
（
例
） 

知識・技術 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

生活や自立の概念，日常生

活と福祉，社会福祉理念の

変遷などについて理理解解ししてて

いいるるとともに，関連する技

術を身身にに付付けけてていいるる。 

 

 

 

 

社会福祉の理念や意義，尊厳

の保持や自立支援などに関

する課題を発発見見しし，職業人に

求められる倫理観を踏まえ

科学的な根拠に基づいて創

造的に解解決決ししてていいるる。 

社会福祉の理念や意義，尊厳

の保持や自立支援などにつ

いて自ら学び，主体的かつ協

働的に取取りり組組ももううととししてていい

るる。 

 

※ 各学校においては，「〔指導項目〕ごとの評価規準」の考え方を踏まえて，各学校の実態を考慮し，

単元の評価規準を作成する。具体的には第３編において事例を示している。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３編 
 

 

単元ごとの学習評価について 

（事例） 
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（２）学習指導要領解説の「２ 内容」〔指導項目〕及び「〔指導項目〕ごとの評価規準（例）」 

学 

習 

指 

導 

要 

領 

 

解 

説 

知識及び技術 思考力，判断力，表現力等 学びに向かう力，人間性等 

生活や自立の概念，日常生

活と福祉，社会福祉理念の

変遷などについて理解する

とともに，関連する技術を

身に付けること。 

社会福祉の理念や意義，尊厳

の保持や自立支援などに関

する課題を発見し，職業人に

求められる倫理観を踏まえ

科学的な根拠に基づいて創

造的に解決すること。 

社会福祉の理念や意義，尊厳

の保持や自立支援などにつ

いて自ら学び，主体的かつ協

働的に取り組むこと。 

 

 

 

   

〔
指
導
項
目
〕
ご
と
の
評
価
規
準
（
例
） 

知識・技術 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

生活や自立の概念，日常生

活と福祉，社会福祉理念の

変遷などについて理理解解ししてて

いいるるとともに，関連する技

術を身身にに付付けけてていいるる。 

 

 

 

 

社会福祉の理念や意義，尊厳

の保持や自立支援などに関

する課題を発発見見しし，職業人に

求められる倫理観を踏まえ

科学的な根拠に基づいて創

造的に解解決決ししてていいるる。 

社会福祉の理念や意義，尊厳

の保持や自立支援などにつ

いて自ら学び，主体的かつ協

働的に取取りり組組ももううととししてていい

るる。 

 

※ 各学校においては，「〔指導項目〕ごとの評価規準」の考え方を踏まえて，各学校の実態を考慮し，

単元の評価規準を作成する。具体的には第３編において事例を示している。 
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第第１１章章  「「〔〔指指導導項項目目〕〕ごごととのの評評価価規規準準」」のの考考ええ方方をを踏踏ままええたた評評価価規規準準のの作作成成 
  
１１  本本編編事事例例ににおおけけるる学学習習評評価価のの進進めめ方方ににつついいてて  

 
各教科及び科目の単元における観点別学習状況の評価を実施するに当たり，まずは年間の指導と評

価の計画を確認することが重要である。その上で，学習指導要領の目標や内容，「〔指導項目〕ごとの

評価規準」の考え方等を踏まえ，以下のように進めることが考えられる。なお，複数の単元にわたっ

て評価を行う場合など，以下の方法によらない事例もあることに留意する必要がある。 

 

評評価価のの進進めめ方方  留留意意点点  

 

 

 

 

○ 学習指導要領の目標や内容，学習指導要領解説等を踏まえて作

成する。 

○ 生徒の実態，前単元までの学習状況等を踏まえて作成する。 

 

※ 単元の目標及び評価規準の関係性（イメージ）については下図

参照 

 

  

  

  

 ○ １１，２２を踏まえ，評価場面や評価方法等を計画する。 

○ どのような評価資料（生徒の反応やノート，ワークシート，作

品等）を基に，「おおむね満足できる」状況（Ｂ）と評価するかを

考えたり，「努力を要する」状況（Ｃ）への手立て等を考えたりす

る。 

  

 ○ ３３に沿って観点別学習状況の評価を行い，生徒の学習改善や教

師の指導改善につなげる。 

 

  

 ○ 集めた評価資料やそれに基づく評価結果などから，観点ごとの

総括的評価（Ａ，Ｂ，Ｃ）を行う。 

 

３３  

「「指指導導とと評評価価のの計計画画」」

をを作作成成すするる  

授授業業をを行行うう  

４４  

観観点点ごごととにに総総括括すするる  

１１  

単単元元のの目目標標をを  

作作成成すするる  

  

２２  

単単元元のの評評価価規規準準をを  

作作成成すするる  

  



  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

第第１１章章  「「〔〔指指導導項項目目〕〕ごごととのの評評価価規規準準」」のの考考ええ方方をを踏踏ままええたた評評価価規規準準のの作作成成 
  
１１  本本編編事事例例ににおおけけるる学学習習評評価価のの進進めめ方方ににつついいてて  

 
各教科及び科目の単元における観点別学習状況の評価を実施するに当たり，まずは年間の指導と評

価の計画を確認することが重要である。その上で，学習指導要領の目標や内容，「〔指導項目〕ごとの

評価規準」の考え方等を踏まえ，以下のように進めることが考えられる。なお，複数の単元にわたっ

て評価を行う場合など，以下の方法によらない事例もあることに留意する必要がある。 

 

評評価価のの進進めめ方方  留留意意点点  

 

 

 

 

○ 学習指導要領の目標や内容，学習指導要領解説等を踏まえて作

成する。 

○ 生徒の実態，前単元までの学習状況等を踏まえて作成する。 

 

※ 単元の目標及び評価規準の関係性（イメージ）については下図

参照 

 

  

  

  

 ○ １１，２２を踏まえ，評価場面や評価方法等を計画する。 

○ どのような評価資料（生徒の反応やノート，ワークシート，作

品等）を基に，「おおむね満足できる」状況（Ｂ）と評価するかを

考えたり，「努力を要する」状況（Ｃ）への手立て等を考えたりす

る。 

  

 ○ ３３に沿って観点別学習状況の評価を行い，生徒の学習改善や教

師の指導改善につなげる。 

 

  

 ○ 集めた評価資料やそれに基づく評価結果などから，観点ごとの

総括的評価（Ａ，Ｂ，Ｃ）を行う。 

 

３３  

「「指指導導とと評評価価のの計計画画」」

をを作作成成すするる  

授授業業をを行行うう  

４４  

観観点点ごごととにに総総括括すするる  

１１  

単単元元のの目目標標をを  

作作成成すするる  

  

２２  

単単元元のの評評価価規規準準をを  

作作成成すするる  
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２２  単単元元のの評評価価規規準準のの作作成成ののポポイインントト  

（１）福祉科における〔指導項目〕と単元の関係 

共通教科では，各教科・科目の「内容」について，育成すべき資質・能力である「知識及び技能」「思

考力，判断力，表現力等」「学びに向かう力，人間性等」の三つの柱に沿って整理されている。一方，

専門教科では，三つの柱で整理される資質・能力を育むために〔指導項目〕が設定され，〔指導項目〕

として示す学習内容の指導を通じて，資質・能力を網羅的に身に付けさせることを明確にしている。三

つの柱については，１回の授業ですべての学びが実現されるものではないため，単元の中で，学習を見

通し振り返る場面やグループなどで対話する場面，生徒が考える場面等を設定し，学びの実現を図って

いくことが必要である。 

単元とは，生徒に指導する際の内容や時間のまとまりを各学校の実態に応じて適切に構成したもので

ある。単元を構成する際には，〔指導項目〕を小項目ごと等，幾つかに分割して単元とする場合や，〔指

導項目〕をそのまま単元とする場合，幾つかの〔指導項目〕を組み合わせて単元とする場合等，様々な

場合が考えられるため，各校において福祉の科目を設置した目的を踏まえ,生徒や地域の実態，学科の

特色に応じて適切に単元を設定することに留意したい。 

（２）福祉科における単元の評価規準作成の手順 

   単元の評価規準は，以下の手順で作成する。 

   
 
 
 

（例）「社会福祉基礎」 指導項目 (1) 社会福祉の理念と意義 を基に作成した例 

 

 

学 

習 

指 

導 

要 

領 

 

解 

説 

知識及び技術 思考力，判断力，表現力等 学びに向かう力，人間性等 

生活や自立の概念，日常生活

と福祉，社会福祉理念の変遷

などについて理解するととも

に，関連する技術を身に付け

ること。 

社会福祉の理念や意義，尊厳

の保持や自立支援などに関す

る課題を発見し，職業人に求

められる倫理観を踏まえ科学

的な根拠に基づいて創造的に

解決すること。 

社会福祉の理念や意義，尊厳

の保持や自立支援などについ

て自ら学び，主体的かつ協働

的に取り組むこと。 

 

 

 

 

 

 

    

① 〔指導項目〕を基に，単元全体を通して，単元の目標を作成する。 

② 「〔指導項目〕ごとの評価規準」を基に，具体的な学習活動から目指すべき学習状況としての 

生徒の姿を想定し，単元の評価規準を作成する。 

① 〔指導項目〕を基に，単元全体を通して，単元の目標を作成する。 

〔単元の目標〕 

(1) 日本国憲法で規定される基本的人権やノーマライゼーション等，福祉の基礎的な理念について理

解するとともに，関連する技術を身に付ける。ア 

(2) 時代の変化に伴い，家族や働き方が変化したことで生じる諸課題を発見し，科学的根拠に基づい

て創造的に解決する。イ 

(3) 地域社会と社会福祉の関わりなどについて自ら学び，主体的かつ協働的に取り組む。ウ 

  

 

 

 

（１）知識・技術  

学習の過程を通した知識及び技術の習得状況について評価を行うとともに，それらを既有の知

識及び技術と関連付けたり活用したりする中で，他の学習や生活の場面でも活用できる程度に

概念等を理解したり，技術を習得したりしているかについて評価する。  

（２）思考・判断・表現  

知識及び技術を活用して課題を解決する等のために必要な思考力，判断力，表現力等を身に付け

ているかを評価する。  

（３）主体的に学習に取り組む態度   

単に継続的な行動や積極的な発言を行う等，性格や行動面の傾向を評価するのではなく，知識・技術を

獲得したり，思考力，判断力，表現力等を身に付けたりするために，自らの学習状況を把握し，学習の進

め方について試行錯誤するなど自らの学習を調整しながら，学ぼうとしているかどうかという意志的な側

面を評価する。  

※ 上記の例では，〔指導項目〕をもとに単元全体を見通した総括的な目標を示すとともに， 以下の 

３つの要素を構造的に配列し，単元の目標を作成している。  

ア 育成を目指す具体的な資質・能力のうち，単元において重視する「知識及び技術」 

イ 育成を目指す具体的な資質・能力のうち，単元において重視する「思考力，判断力，表現力等」 

ウ 育成を目指す具体的な資質・能力のうち，単元において重視する「学びに向かう力，人間性等」 

  

  

  

  

  

  

  

単元の評価規準作成のポイントは，以下のとおりである。  

指 

導 

項 

目 

ご 

と 

の 

評 

価 

規 

準 

知識・技術 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

生活や自立の概念，日常生活

と福祉，社会福祉理念の変遷

などについて理理解解ししてていいるると

ともに，関連する技術を身身にに

付付けけてていいるる。 

社会福祉の理念や意義，尊厳

の保持や自立支援などに関す

る課題を発発見見しし，職業人に求

められる倫理観を踏まえ科学

的な根拠に基づいて創造的に

解解決決ししてていいるる。 

社会福祉の理念や意義，尊厳

の保持や自立支援などについ

て自ら学び，主体的かつ協働

的に取取りり組組ももううととししてていいるる。 

単 

元 

の 

評 

価 

規 

準 

知識・技術 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

日本国憲法で規定される基本

的人権やノーマライゼーショ

ン等，福祉の基礎的な理念につ

いて理理解解ししてていいるるとともに，関

連する技術を身身にに付付けけてていいるる。 

時代の変化に伴い，家族や働き

方が変化したことで生じる諸

課題を発発見見しし，科学的根拠に基

づいて創造的に解解決決ししてていいるる。 

地域社会と社会福祉の関わり

などについて自ら学び，主体的

かつ協働的に取取りり組組ももううととしし

てていいるる。 

② 「〔指導項目〕ごとの評価規準」を基に，具体的な学習活動から目指すべき学習状況としての 

生徒の姿を想定し，単元の評価規準を作成する。 

第３編

- 38 -



  

 

 

 

２２  単単元元のの評評価価規規準準のの作作成成ののポポイインントト  

（１）福祉科における〔指導項目〕と単元の関係 

共通教科では，各教科・科目の「内容」について，育成すべき資質・能力である「知識及び技能」「思

考力，判断力，表現力等」「学びに向かう力，人間性等」の三つの柱に沿って整理されている。一方，

専門教科では，三つの柱で整理される資質・能力を育むために〔指導項目〕が設定され，〔指導項目〕

として示す学習内容の指導を通じて，資質・能力を網羅的に身に付けさせることを明確にしている。三

つの柱については，１回の授業ですべての学びが実現されるものではないため，単元の中で，学習を見

通し振り返る場面やグループなどで対話する場面，生徒が考える場面等を設定し，学びの実現を図って

いくことが必要である。 

単元とは，生徒に指導する際の内容や時間のまとまりを各学校の実態に応じて適切に構成したもので

ある。単元を構成する際には，〔指導項目〕を小項目ごと等，幾つかに分割して単元とする場合や，〔指

導項目〕をそのまま単元とする場合，幾つかの〔指導項目〕を組み合わせて単元とする場合等，様々な

場合が考えられるため，各校において福祉の科目を設置した目的を踏まえ,生徒や地域の実態，学科の

特色に応じて適切に単元を設定することに留意したい。 

（２）福祉科における単元の評価規準作成の手順 

   単元の評価規準は，以下の手順で作成する。 

   
 
 
 

（例）「社会福祉基礎」 指導項目 (1) 社会福祉の理念と意義 を基に作成した例 

 

 

学 

習 

指 

導 

要 

領 

 

解 

説 

知識及び技術 思考力，判断力，表現力等 学びに向かう力，人間性等 

生活や自立の概念，日常生活

と福祉，社会福祉理念の変遷

などについて理解するととも

に，関連する技術を身に付け

ること。 

社会福祉の理念や意義，尊厳

の保持や自立支援などに関す

る課題を発見し，職業人に求

められる倫理観を踏まえ科学

的な根拠に基づいて創造的に

解決すること。 

社会福祉の理念や意義，尊厳

の保持や自立支援などについ

て自ら学び，主体的かつ協働

的に取り組むこと。 

 

 

 

 

 

 

    

① 〔指導項目〕を基に，単元全体を通して，単元の目標を作成する。 

② 「〔指導項目〕ごとの評価規準」を基に，具体的な学習活動から目指すべき学習状況としての 

生徒の姿を想定し，単元の評価規準を作成する。 

① 〔指導項目〕を基に，単元全体を通して，単元の目標を作成する。 

〔単元の目標〕 

(1) 日本国憲法で規定される基本的人権やノーマライゼーション等，福祉の基礎的な理念について理

解するとともに，関連する技術を身に付ける。ア 

(2) 時代の変化に伴い，家族や働き方が変化したことで生じる諸課題を発見し，科学的根拠に基づい

て創造的に解決する。イ 

(3) 地域社会と社会福祉の関わりなどについて自ら学び，主体的かつ協働的に取り組む。ウ 

  

 

 

 

（１）知識・技術  

学習の過程を通した知識及び技術の習得状況について評価を行うとともに，それらを既有の知

識及び技術と関連付けたり活用したりする中で，他の学習や生活の場面でも活用できる程度に

概念等を理解したり，技術を習得したりしているかについて評価する。  

（２）思考・判断・表現  

知識及び技術を活用して課題を解決する等のために必要な思考力，判断力，表現力等を身に付け

ているかを評価する。  

（３）主体的に学習に取り組む態度   

単に継続的な行動や積極的な発言を行う等，性格や行動面の傾向を評価するのではなく，知識・技術を

獲得したり，思考力，判断力，表現力等を身に付けたりするために，自らの学習状況を把握し，学習の進

め方について試行錯誤するなど自らの学習を調整しながら，学ぼうとしているかどうかという意志的な側

面を評価する。  

※ 上記の例では，〔指導項目〕をもとに単元全体を見通した総括的な目標を示すとともに， 以下の 

３つの要素を構造的に配列し，単元の目標を作成している。  

ア 育成を目指す具体的な資質・能力のうち，単元において重視する「知識及び技術」 

イ 育成を目指す具体的な資質・能力のうち，単元において重視する「思考力，判断力，表現力等」 

ウ 育成を目指す具体的な資質・能力のうち，単元において重視する「学びに向かう力，人間性等」 

  

  

  

  

  

  

  

単元の評価規準作成のポイントは，以下のとおりである。  

指 

導 

項 

目 

ご 

と 

の 

評 

価 

規 

準 

知識・技術 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

生活や自立の概念，日常生活

と福祉，社会福祉理念の変遷

などについて理理解解ししてていいるると

ともに，関連する技術を身身にに

付付けけてていいるる。 

社会福祉の理念や意義，尊厳

の保持や自立支援などに関す

る課題を発発見見しし，職業人に求

められる倫理観を踏まえ科学

的な根拠に基づいて創造的に

解解決決ししてていいるる。 

社会福祉の理念や意義，尊厳

の保持や自立支援などについ

て自ら学び，主体的かつ協働

的に取取りり組組ももううととししてていいるる。 

単 

元 

の 

評 

価 

規 

準 

知識・技術 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

日本国憲法で規定される基本

的人権やノーマライゼーショ

ン等，福祉の基礎的な理念につ

いて理理解解ししてていいるるとともに，関

連する技術を身身にに付付けけてていいるる。 

時代の変化に伴い，家族や働き

方が変化したことで生じる諸

課題を発発見見しし，科学的根拠に基

づいて創造的に解解決決ししてていいるる。 

地域社会と社会福祉の関わり

などについて自ら学び，主体的

かつ協働的に取取りり組組ももううととしし

てていいるる。 

② 「〔指導項目〕ごとの評価規準」を基に，具体的な学習活動から目指すべき学習状況としての 

生徒の姿を想定し，単元の評価規準を作成する。 
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第第２２章章  学学習習評評価価にに関関すするる事事例例ににつついいてて  

 

１１  事事例例のの特特徴徴  

第１編第１章２（４）で述べた学習評価の改善の基本的な方向性を踏まえつつ，平成 30 年に改

訂された高等学校学習指導要領の趣旨・内容の徹底に資する評価の事例を示すことができるよう，

本参考資料における事例は，原則として以下のような方針を踏まえたものとしている。 
 
○ 単元に応じた評価規準の設定から評価の総括までとともに，生徒の学習改善及び教師の指導改

善までの一連の流れを示している 

本参考資料で提示する事例は，単元の評価規準の設定から評価の総括までとともに，評価結果

を生徒の学習改善や教師の指導改善に生かすまでの一連の学習評価の流れを念頭においたもの

である。なお，観点別の学習状況の評価については，「おおむね満足できる」状況，「十分満足で

きる」状況，「努力を要する」状況と判断した生徒の具体的な状況の例などを示している。「十分

満足できる」状況という評価になるのは，生徒が実現している学習の状況が質的な高まりや深ま

りをもっていると判断されるときである。 

 

○ 観点別の学習状況について評価する時期や場面の精選について示している 

報告や改善等通知では，学習評価については，日々の授業の中で生徒の学習状況を適宜把握し

て指導の改善に生かすことに重点を置くことが重要であり，観点別の学習状況についての評価は，

毎回の授業ではなく原則として単元や題材など内容や時間のまとまりごとに，それぞれの実現状

況を把握できる段階で行うなど，その場面を精選することが重要であることが示された。このた

め，観点別の学習状況について評価する時期や場面の精選について，「指導と評価の計画」の中

で，具体的に示している。 

 

○ 評価方法の工夫を示している 

生徒の反応やノート，ワークシート，作品等の評価資料をどのように活用したかなど，評価方

法の多様な工夫について示している。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

２２  各各事事例例概概要要一一覧覧とと事事例例  

 

事例１ キーワード 指導と評価の計画から評価の総括まで，「主体的に学習に取り組む態度」の

評価 

科目「社会福祉基礎」 単元「社会福祉の理念と意義」（第１学年） 

本事例は，指導項目「(1) 社会福祉の理念と意義」を１つの単元「社会福祉の理念と意義」（全 13時間）

として，指導と評価の計画から評価の総括までについて示している。 

教科書の記述や資料から基礎的な知識を理解し（「知識・技術」），それを基に言語活動に取り組

み（「思考・判断・表現」），授業のまとめや話し合いを行う（「主体的に学習に取り組む態度」）

という展開に沿って観点別学習状況の評価を進めている。また，「主体的に学習に取り組む態度」の

観点では,単元の学習の振り返り、福祉の「見方・考え方」を踏まえて検討した内容について、分か

りやすい発表に向けて粘り強く取り組もうとしている態度を評価の対象としている。 

 

事例２ キーワード 指導と評価の計画から評価の総括まで，「主体的に学習に取り組む態度」の評

価 

科目「社会福祉基礎」 単元「障害者福祉と障害者総合支援制度」（第１学年） 

本事例は，指導項目「(4) 生活を支える社会保障制度」の小項目「オ 障害者福祉と障害者総合支援制度」

を１つの単元「障害者福祉と障害者総合支援制度」（全７時間）として，指導における観点別学習状況

の評価について示している。「主体的に学習に取り組む態度」の観点では，よりよく学ぼうとする

意欲を持って学習に取り組む態度を評価することが重要である。本事例では，学習の動機づけを高

めるために生徒が自由に考え，自ら気づくことができる教材を提示することで，生徒が「主体的に

学習に取り組む」場面を設定し，その学習活動を基に評価している。評価方法では,生徒が自らの考

えをまとめ，他者に伝える様子などを「観察」したり，自己の学習を振り返るための「ワークシート」

を活用したりするなど評価の方法について多面的に示している。 

 

事例３ キーワード 指導と評価の計画から評価の総括まで，「主体的に学習に取り組む態度」の評

価 

科目「社会福祉基礎」 単元「高齢者福祉と介護保険制度」（第１学年） 

本事例は，指導項目「(4) 生活を支える社会保障制度」の小項目「エ 高齢者福祉と介護保険制度」を１つ

の単元「高齢者福祉と介護保険制度」（全16時間）として，指導における観点別学習状況の評価につい

て示している。「主体的に学習に取り組む態度」の評価方法について，「振り返りシート」を活用し

ている点に工夫がみられる。小単元ごとに学習活動の成否や自身の行動について記入させ，「自己評

価」を行うことで自らの学習状況を把握させている。また，記述内容から自己調整を図っている部分

を読み取り評価している。こまめに自己省察を促すことにより，「努力を要する」状況と判断した生

徒に対して早期に適切な手立てを講じることができることも本事例の特徴である。 
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第第２２章章  学学習習評評価価にに関関すするる事事例例ににつついいてて  

 

１１  事事例例のの特特徴徴  

第１編第１章２（４）で述べた学習評価の改善の基本的な方向性を踏まえつつ，平成 30 年に改

訂された高等学校学習指導要領の趣旨・内容の徹底に資する評価の事例を示すことができるよう，

本参考資料における事例は，原則として以下のような方針を踏まえたものとしている。 
 
○ 単元に応じた評価規準の設定から評価の総括までとともに，生徒の学習改善及び教師の指導改

善までの一連の流れを示している 

本参考資料で提示する事例は，単元の評価規準の設定から評価の総括までとともに，評価結果

を生徒の学習改善や教師の指導改善に生かすまでの一連の学習評価の流れを念頭においたもの

である。なお，観点別の学習状況の評価については，「おおむね満足できる」状況，「十分満足で

きる」状況，「努力を要する」状況と判断した生徒の具体的な状況の例などを示している。「十分

満足できる」状況という評価になるのは，生徒が実現している学習の状況が質的な高まりや深ま

りをもっていると判断されるときである。 

 

○ 観点別の学習状況について評価する時期や場面の精選について示している 

報告や改善等通知では，学習評価については，日々の授業の中で生徒の学習状況を適宜把握し

て指導の改善に生かすことに重点を置くことが重要であり，観点別の学習状況についての評価は，

毎回の授業ではなく原則として単元や題材など内容や時間のまとまりごとに，それぞれの実現状

況を把握できる段階で行うなど，その場面を精選することが重要であることが示された。このた

め，観点別の学習状況について評価する時期や場面の精選について，「指導と評価の計画」の中

で，具体的に示している。 

 

○ 評価方法の工夫を示している 

生徒の反応やノート，ワークシート，作品等の評価資料をどのように活用したかなど，評価方

法の多様な工夫について示している。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

２２  各各事事例例概概要要一一覧覧とと事事例例  

 

事例１ キーワード 指導と評価の計画から評価の総括まで，「主体的に学習に取り組む態度」の

評価 

科目「社会福祉基礎」 単元「社会福祉の理念と意義」（第１学年） 

本事例は，指導項目「(1) 社会福祉の理念と意義」を１つの単元「社会福祉の理念と意義」（全 13時間）

として，指導と評価の計画から評価の総括までについて示している。 

教科書の記述や資料から基礎的な知識を理解し（「知識・技術」），それを基に言語活動に取り組

み（「思考・判断・表現」），授業のまとめや話し合いを行う（「主体的に学習に取り組む態度」）

という展開に沿って観点別学習状況の評価を進めている。また，「主体的に学習に取り組む態度」の

観点では,単元の学習の振り返り、福祉の「見方・考え方」を踏まえて検討した内容について、分か

りやすい発表に向けて粘り強く取り組もうとしている態度を評価の対象としている。 

 

事例２ キーワード 指導と評価の計画から評価の総括まで，「主体的に学習に取り組む態度」の評

価 

科目「社会福祉基礎」 単元「障害者福祉と障害者総合支援制度」（第１学年） 

本事例は，指導項目「(4) 生活を支える社会保障制度」の小項目「オ 障害者福祉と障害者総合支援制度」

を１つの単元「障害者福祉と障害者総合支援制度」（全７時間）として，指導における観点別学習状況

の評価について示している。「主体的に学習に取り組む態度」の観点では，よりよく学ぼうとする

意欲を持って学習に取り組む態度を評価することが重要である。本事例では，学習の動機づけを高

めるために生徒が自由に考え，自ら気づくことができる教材を提示することで，生徒が「主体的に

学習に取り組む」場面を設定し，その学習活動を基に評価している。評価方法では,生徒が自らの考

えをまとめ，他者に伝える様子などを「観察」したり，自己の学習を振り返るための「ワークシート」

を活用したりするなど評価の方法について多面的に示している。 

 

事例３ キーワード 指導と評価の計画から評価の総括まで，「主体的に学習に取り組む態度」の評

価 

科目「社会福祉基礎」 単元「高齢者福祉と介護保険制度」（第１学年） 

本事例は，指導項目「(4) 生活を支える社会保障制度」の小項目「エ 高齢者福祉と介護保険制度」を１つ

の単元「高齢者福祉と介護保険制度」（全16時間）として，指導における観点別学習状況の評価につい

て示している。「主体的に学習に取り組む態度」の評価方法について，「振り返りシート」を活用し

ている点に工夫がみられる。小単元ごとに学習活動の成否や自身の行動について記入させ，「自己評

価」を行うことで自らの学習状況を把握させている。また，記述内容から自己調整を図っている部分

を読み取り評価している。こまめに自己省察を促すことにより，「努力を要する」状況と判断した生

徒に対して早期に適切な手立てを講じることができることも本事例の特徴である。 
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本単元では，社会福祉の理念と意義に関する知識及び技術を身に付けるとともに，私たちの生活と

社会福祉の関わり，基本的人権，生活の質，ノーマライゼーション等の考え方，尊厳の保持や自立生

活支援に関する課題解決を図る力や，社会福祉の在り方を創造しようとする実践的な態度を育成する

ことをねらいとしている。 

 

１ 単元の目標 

(1) 生活や自立の概念，日常生活と福祉，社会福祉理念の変遷などについて理解するとともに関連

する技術を身に付ける。 

(2) 社会福祉の理念や意義，尊厳の保持や自立支援などに関する課題を発見し，職業人に求められ

る倫理観を踏まえ科学的な根拠に基づいて創造的に解決する。 

(3) 社会福祉の理念や意義，尊厳の保持や自立支援などについて自ら学び，主体的かつ協働的に取

り組む。 

 

２ 単元の評価規準 

知識・技術 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

生活や自立の概念，日常生活と福

祉，社会福祉理念の変遷などにつ

いて理解しているとともに，関連

する技術を身に付けている。 

社会福祉の理念や意義，尊厳の保

持や自立支援などに関する課題

を発見し，職業人に求められる倫

理観を踏まえ科学的な根拠に基

づいて創造的に解決している。 

社会福祉の理念や意義，尊厳の保

持や自立支援などについて自ら

学び，主体的かつ協働的に取り組

もうとしている。 

 

３ 指導と評価の計画（13 時間） 

ア 生活と福祉 ························································· ７時間 

(1) 少子高齢化と人口減少社会の到来 ·································· (２時間） 

  (2) 地域社会の変化 ·················································· (１時間） 

  (3) 生活の変化 ······················································ (２時間） 

  (4) 疾病構造の変化と国民の健康づくり ································ (１時間） 

  (5) 人の一生と社会福祉 ·············································· (１時間） 

イ 社会福祉の理念 ····················································· ４時間  

  (1) 日本国憲法と社会福祉 ············································ (２時間） 

  (2) 現代の福祉理念 ·················································· (２時間） 

福祉科  事例１（社会福祉基礎） 

キーワード 指導と評価の計画から評価の総括まで，「主体的に学習に取り組む態度」の評価 

単元名  
 

〔指導項目〕 

社会福祉の理念と意義 
(1) 社会福祉の理念と意義 

ア 生活と福祉 

イ 福祉社会の理念 

ウ 人間の尊厳と自立 

  

 

 

 

ウ 人間の尊厳と自立 ··················································· ２時間 

  (1) 人間としての尊厳 ················································ (１時間） 

  (2) 自立生活支援 ···················································· (１時間） 

時
間 【ねらい】・学習活動 

評価 
備考（評価規準・評価方法） 観

点 
記
録 

 
 
 
 
 
 

１ 

・ 

２ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

３ 

 
 
 
 
 
 
 

４

・ 

５ 

 
 

 

 

・ワーク１「日本の人口変動とその背景」につい

て，教科書の記述及び総務省の統計資料（「出生

数と合計特殊出生率」，「平均初婚年齢」，「生涯

未婚率」）から理解した内容を記入する。また，

定期考査の評価問題に解答する。 

・課題１「少子高齢化の進行に関連した課題」に

ついて考察した内容を記入する。 

 

 

・まとめ１「少子高齢社会において必要なサービ

スとその理由」についてグループで話し合った

内容をまとめ，発表する。 

 

 

 

・ワーク２「都市化，過疎化及び市町村合併の課

題」について教科書の記述から理解した内容を

記入する。また，定期考査の評価問題に解答す

る。 

・まとめ２「商店街の課題とその解決方法」につ

いてグループで話し合った内容をまとめ，発表

する。 

 

 

・ワーク３「わが国の世帯人員の変化及び家族の多

様化」について, 教科書の記述及び総務省の統計

資料（「平均世帯人員と世帯数推移」「世帯人員別

世帯数推移」「世帯構造別にみた 65 歳以上の者の

いる世帯数の構成割合の年次推移」）から理解した

内容を記入する。また，定期考査の評価問題に解

答する。 

 

 

知 

 

 

 

 

思 

 

 

 

態 

 

 

 

 

 

知 

 

 

 

態 

 

 

 

 

知 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 

 

 

 

 

○ 

 

 

 

○ 

 

 

 

 

 

○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 

 

 

 

 

 

 

 

・少子高齢社会の進行とその背景に

ついて理解し，適切に記述してい

る。 ワークシート 定期考査 

 

 

・少子高齢化の進行に関連した課題

と必要なサービスを考察し，分か

りやすく表現している。 

ワークシート 定期考査 

・少子高齢社会において必要なサー

ビスとその理由について協働的

に学び合おうとしている。 

ワークシート 

 

 

・都市化，過疎化及び市町村合併の課

題について理解し，適切に記述して

いる。ワークシート 定期考査 

 

・商店街の現状に着目し，課題とその

解決方法について協働的に学び合

おうとしている。ワークシート 

 

 

・わが国の世帯人員の変化と家族の

多様化について理解し，適切に記

述している。 

ワークシート 定期考査 

 

 

 

ア (2) 地域社会の変化 

【ねらい】都市問題や過疎化，市町村合併について理解し，地域の課題について考察する。 

ア (1) 少子高齢化と人口減少社会の到来 

【ねらい】少子高齢社会と人口減少社会について理解を深め，その課題について考察する。 

ア (3) 生活の変化 

【ねらい】家族の多様化及び女性の職場進出について理解を深め,関連するサービスについて考察する。
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本単元では，社会福祉の理念と意義に関する知識及び技術を身に付けるとともに，私たちの生活と

社会福祉の関わり，基本的人権，生活の質，ノーマライゼーション等の考え方，尊厳の保持や自立生

活支援に関する課題解決を図る力や，社会福祉の在り方を創造しようとする実践的な態度を育成する

ことをねらいとしている。 

 

１ 単元の目標 

(1) 生活や自立の概念，日常生活と福祉，社会福祉理念の変遷などについて理解するとともに関連

する技術を身に付ける。 

(2) 社会福祉の理念や意義，尊厳の保持や自立支援などに関する課題を発見し，職業人に求められ

る倫理観を踏まえ科学的な根拠に基づいて創造的に解決する。 

(3) 社会福祉の理念や意義，尊厳の保持や自立支援などについて自ら学び，主体的かつ協働的に取

り組む。 

 

２ 単元の評価規準 

知識・技術 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

生活や自立の概念，日常生活と福

祉，社会福祉理念の変遷などにつ

いて理解しているとともに，関連

する技術を身に付けている。 

社会福祉の理念や意義，尊厳の保

持や自立支援などに関する課題

を発見し，職業人に求められる倫

理観を踏まえ科学的な根拠に基

づいて創造的に解決している。 

社会福祉の理念や意義，尊厳の保

持や自立支援などについて自ら

学び，主体的かつ協働的に取り組

もうとしている。 

 

３ 指導と評価の計画（13 時間） 

ア 生活と福祉 ························································· ７時間 

(1) 少子高齢化と人口減少社会の到来 ·································· (２時間） 

  (2) 地域社会の変化 ·················································· (１時間） 

  (3) 生活の変化 ······················································ (２時間） 

  (4) 疾病構造の変化と国民の健康づくり ································ (１時間） 

  (5) 人の一生と社会福祉 ·············································· (１時間） 

イ 社会福祉の理念 ····················································· ４時間  

  (1) 日本国憲法と社会福祉 ············································ (２時間） 

  (2) 現代の福祉理念 ·················································· (２時間） 

福祉科  事例１（社会福祉基礎） 

キーワード 指導と評価の計画から評価の総括まで，「主体的に学習に取り組む態度」の評価 

単元名  
 

〔指導項目〕 

社会福祉の理念と意義 
(1) 社会福祉の理念と意義 

ア 生活と福祉 

イ 福祉社会の理念 

ウ 人間の尊厳と自立 

  

 

 

 

ウ 人間の尊厳と自立 ··················································· ２時間 

  (1) 人間としての尊厳 ················································ (１時間） 

  (2) 自立生活支援 ···················································· (１時間） 

時
間 【ねらい】・学習活動 

評価 
備考（評価規準・評価方法） 観

点 
記
録 

 
 
 
 
 
 

１ 

・ 

２ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

３ 

 
 
 
 
 
 
 

４

・ 

５ 

 
 

 

 

・ワーク１「日本の人口変動とその背景」につい

て，教科書の記述及び総務省の統計資料（「出生

数と合計特殊出生率」，「平均初婚年齢」，「生涯

未婚率」）から理解した内容を記入する。また，

定期考査の評価問題に解答する。 

・課題１「少子高齢化の進行に関連した課題」に

ついて考察した内容を記入する。 

 

 

・まとめ１「少子高齢社会において必要なサービ

スとその理由」についてグループで話し合った

内容をまとめ，発表する。 

 

 

 

・ワーク２「都市化，過疎化及び市町村合併の課

題」について教科書の記述から理解した内容を

記入する。また，定期考査の評価問題に解答す

る。 

・まとめ２「商店街の課題とその解決方法」につ

いてグループで話し合った内容をまとめ，発表

する。 

 

 

・ワーク３「わが国の世帯人員の変化及び家族の多

様化」について, 教科書の記述及び総務省の統計

資料（「平均世帯人員と世帯数推移」「世帯人員別

世帯数推移」「世帯構造別にみた 65 歳以上の者の

いる世帯数の構成割合の年次推移」）から理解した

内容を記入する。また，定期考査の評価問題に解

答する。 

 

 

知 

 

 

 

 

思 

 

 

 

態 

 

 

 

 

 

知 

 

 

 

態 

 

 

 

 

知 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 

 

 

 

 

○ 

 

 

 

○ 

 

 

 

 

 

○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 

 

 

 

 

 

 

 

・少子高齢社会の進行とその背景に

ついて理解し，適切に記述してい

る。 ワークシート 定期考査 

 

 

・少子高齢化の進行に関連した課題

と必要なサービスを考察し，分か

りやすく表現している。 

ワークシート 定期考査 

・少子高齢社会において必要なサー

ビスとその理由について協働的

に学び合おうとしている。 

ワークシート 

 

 

・都市化，過疎化及び市町村合併の課

題について理解し，適切に記述して

いる。ワークシート 定期考査 

 

・商店街の現状に着目し，課題とその

解決方法について協働的に学び合

おうとしている。ワークシート 

 

 

・わが国の世帯人員の変化と家族の

多様化について理解し，適切に記

述している。 

ワークシート 定期考査 

 

 

 

ア (2) 地域社会の変化 

【ねらい】都市問題や過疎化，市町村合併について理解し，地域の課題について考察する。 

ア (1) 少子高齢化と人口減少社会の到来 

【ねらい】少子高齢社会と人口減少社会について理解を深め，その課題について考察する。 

ア (3) 生活の変化 

【ねらい】家族の多様化及び女性の職場進出について理解を深め,関連するサービスについて考察する。
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６ 

 
 
 
 
 
 
 
 

７ 

 
 
 
 
 
 
 

８

・

・課題２「単身の高齢者が必要とするサービスと

その理由」について考察した内容を記入する。 

 

 

・ワーク４「一人親世帯に必要なサービス及び女

性の社会進出の意義と課題」について, 教科書

の記述及び総務省の統計資料（母子世帯と父子

世帯の状況）から理解した内容を記入する。ま

た，定期考査の評価問題に解答する。 

・まとめ３「私たちの生活の変化と関連する課題」

についてまとめ，発表する。 

 

 

 

 

・ワーク５「わが国の疾病構造の変化」について, 

教科書の記述及び厚生労働省の統計資料（「結核

罹患率・罹患数の年次推移」，「主要死因別にみ

た死亡率の年次推移」）から理解した内容を記入

する。また，定期考査の評価問題に解答する。 

・まとめ４「チェックシートを使って自分の食生

活を振り返り，健康に暮らすために気をつける

こと」についてまとめ，発表する。 

 

 

 

・課題３「私たちの生活を支えている福祉に関す

るサービス」について考察した内容を記入する。 

 

 

・まとめ５「私たちの生活と社会福祉の関係」に

ついて内容をまとめ，発表する。 

 

 

 

・ワーク６「日本国憲法第 11 条，第 13 条，第 25

条の条文」について，教科書の記述から理解した

内容を記入する。また，定期考査の評価問題に解

思 

 

 

 

知 

 

 

 

 

態 

 

 

 

 

 

知 

 

 

 

 

態 

 

 

 

 

 

思 

 

 

 

態 

 

 

 

 

知 

 

 

○ 

 

 

 

○ 

 

 

 

 

○ 

 

 

 
 
 
○ 

 

 

 

 

○ 

 

 

 

 

 

○ 

 

 

 

○ 

 

 

 

 

○ 

 

 

・単身の高齢者の地域での自立生活の

課題を踏まえ，必要なサービスにつ

いて考察し，分かりやすく表現して

いる。ワークシート 定期考査 

・一人親世帯に必要なサービス及び

女性の社会進出の意義と課題に

ついて理解し，適切に記述してい

る。 ワークシート 定期考査 

 

・私たちの生活の変化とそれに伴っ

て生じた課題に着目し，粘り強く

課題を見つけようとしている。 

ワークシート 

 

  

・わが国の疾病構造の変化について

理解し，適切に記述している。 

ワークシート 定期考査 

 

 

・健康と食生活の関係に着目し，健

康の保持・増進のために自分にで

きることを粘り強く見つけよう

としている。  ワークシート 

 

 

・私たちの生活を支えている福祉に

関係するサービスについて考察

し，分かりやすく表現している。 

ワークシート 

・生涯にわたり私たちの生活と社会

福祉に関係があることを粘り強く

捉えようとしている。ワークシート 

 

 

・基本的人権，幸福追求権及び生存

権について適切に記述している。 

ワークシート 定期考査 

イ (1) 日本国憲法と社会福祉 
【ねらい】日本国憲法の条文から，社会福祉の基本である「基本的人権」，「幸福追求権」，「生存権」の考え方について理解を深める。 

ア (5) 人の一生と社会福祉 

【ねらい】ライフサイクルの変化及び人の一生と社会福祉の関係について考察する。 

ア (4) 疾病構造の変化と国民の健康づくり 

【ねらい】疾病構造の変化と生活習慣病予防について理解を深める。 

  

 

 

 

９ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

・ 

11 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

12 

 
 
 
 
 

答する。 

・まとめ６「事例から，国民の健康で文化的な最

低限度の生活に必要なサービス」についてグル

ープで話し合った内容をまとめ，発表する。 

 

 

 

・「生活の質（ＱＯＬ）の意味」について，教科書

の記述から理解し，定期考査の評価問題に解答

する。 

・課題４「自分の生活の質（ＱＯＬ）の具体例」

について考察した内容を記入する。 

・「日常的に介護の必要な高齢者の生活における

生活の質（ＱＯＬ）」について考察し，定期考査

の評価問題に解答する。 

・ワーク７ 考考査査「合理的配慮の考え方」につい

て，「障害者差別解消法」の資料（厚生労働省及

び港区ホームページ）から理解した内容を記入

する。また，定期考査の評価問題に解答する。 

・課題５「宿泊施設の対応の問題」について考察

した内容を記入する。 

 

 

・まとめ７「聴覚に障害のある人に対して，宿泊

施設はどのような安全への配慮ができるか」に

ついてグループで話し合った内容をまとめ，発

表する。 

 

 

・「人間の尊厳に関する知識」を教科書の記述から

理解し，定期考査の評価問題に解答する。 

・課題６「介護の場面で介護者が行う尊厳保持の

具体例」について考察した内容を記入する。 

 

 

・まとめ８「介護における尊厳保持のあり方」に

ついてグループで話し合った内容をまとめ，発

表する。 

 

態 

 

 

 

 

 

知 

 

 

思 

 

 

 

 

知 

 

 

 

思 

 

 

 

態 

 

 

 

 

 

知 

 

思 

 

 

 

態 

 

 

 
 
 
 
 
 
○ 

 

 
 
○ 

 

 

 

 

○ 

 

 

 

○ 

 

 

 

○ 

 

 

 

 

 

○ 

 

○ 

 

 

 

○ 

 

 

 

・生存権に着目して課題を見出し，

課題の解決に関連したサービス

について，協働的に学び合おうと

している。   ワークシート 

 

 

・ＱＯＬの意味について適切に記述

している。 

定期考査：評価問題１[問１] 

・ＱＯＬの意味や意義について考察

し，分かりやすく表現している。 

ワークシート 

定期考査：評価問題１[問２] 

 

・合理的配慮の概念を理解し，適切

に記述している。ワークシート 

定期考査:評価問題２[問１][問

２] 

・「障害者差別解消法」に関する新

聞記事から宿泊施設の対応の課

題を分析し，分かりやすく表現し

ている。    ワークシート 

・聴覚に障害のある利用客への支援

について多面的・多角的な視点で

協働的に学び合おうとしている。 

ワークシート 

 

 

・人間の尊厳に関する知識について

記述している。   定期考査 

・資料から，介護の場面における尊

厳保持の具体例を考察し，分かり

やすく表現している。 

ワークシート 

・介護者にとっての尊厳保持の在り

方について粘り強く考察し，協働

的に学び合おうとしている。 

イ (2) 現代の福祉理念 

【ねらい】福祉の理念である,｢生活の質」や「ノーマライゼーション」の考え方について理解を深め,考察する。

ウ (1) 人間としての尊厳 

【ねらい】尊厳保持の考え方と意義について考察する。 
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６ 

 
 
 
 
 
 
 
 

７ 

 
 
 
 
 
 
 

８

・

・課題２「単身の高齢者が必要とするサービスと

その理由」について考察した内容を記入する。 

 

 

・ワーク４「一人親世帯に必要なサービス及び女

性の社会進出の意義と課題」について, 教科書

の記述及び総務省の統計資料（母子世帯と父子

世帯の状況）から理解した内容を記入する。ま

た，定期考査の評価問題に解答する。 

・まとめ３「私たちの生活の変化と関連する課題」

についてまとめ，発表する。 

 

 

 

 

・ワーク５「わが国の疾病構造の変化」について, 

教科書の記述及び厚生労働省の統計資料（「結核

罹患率・罹患数の年次推移」，「主要死因別にみ

た死亡率の年次推移」）から理解した内容を記入

する。また，定期考査の評価問題に解答する。 

・まとめ４「チェックシートを使って自分の食生

活を振り返り，健康に暮らすために気をつける

こと」についてまとめ，発表する。 

 

 

 

・課題３「私たちの生活を支えている福祉に関す

るサービス」について考察した内容を記入する。 

 

 

・まとめ５「私たちの生活と社会福祉の関係」に

ついて内容をまとめ，発表する。 

 

 

 

・ワーク６「日本国憲法第 11 条，第 13 条，第 25

条の条文」について，教科書の記述から理解した

内容を記入する。また，定期考査の評価問題に解

思 

 

 

 

知 

 

 

 

 

態 

 

 

 

 

 

知 

 

 

 

 

態 

 

 

 

 

 

思 

 

 

 

態 

 

 

 

 

知 

 

 

○ 

 

 

 

○ 

 

 

 

 

○ 

 

 

 
 
 
○ 

 

 

 

 

○ 

 

 

 

 

 

○ 

 

 

 

○ 

 

 

 

 

○ 

 

 

・単身の高齢者の地域での自立生活の

課題を踏まえ，必要なサービスにつ

いて考察し，分かりやすく表現して

いる。ワークシート 定期考査 

・一人親世帯に必要なサービス及び

女性の社会進出の意義と課題に

ついて理解し，適切に記述してい

る。 ワークシート 定期考査 

 

・私たちの生活の変化とそれに伴っ

て生じた課題に着目し，粘り強く

課題を見つけようとしている。 

ワークシート 

 

  

・わが国の疾病構造の変化について

理解し，適切に記述している。 

ワークシート 定期考査 

 

 

・健康と食生活の関係に着目し，健

康の保持・増進のために自分にで

きることを粘り強く見つけよう

としている。  ワークシート 

 

 

・私たちの生活を支えている福祉に

関係するサービスについて考察

し，分かりやすく表現している。 

ワークシート 

・生涯にわたり私たちの生活と社会

福祉に関係があることを粘り強く

捉えようとしている。ワークシート 

 

 

・基本的人権，幸福追求権及び生存

権について適切に記述している。 

ワークシート 定期考査 

イ (1) 日本国憲法と社会福祉 

【ねらい】日本国憲法の条文から，社会福祉の基本である「基本的人権」，「幸福追求権」，「生存権」の考え方について理解を深める。 

ア (5) 人の一生と社会福祉 

【ねらい】ライフサイクルの変化及び人の一生と社会福祉の関係について考察する。 

ア (4) 疾病構造の変化と国民の健康づくり 

【ねらい】疾病構造の変化と生活習慣病予防について理解を深める。 

  

 

 

 

９ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

・ 

11 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

12 

 
 
 
 
 

答する。 

・まとめ６「事例から，国民の健康で文化的な最

低限度の生活に必要なサービス」についてグル

ープで話し合った内容をまとめ，発表する。 

 

 

 

・「生活の質（ＱＯＬ）の意味」について，教科書

の記述から理解し，定期考査の評価問題に解答

する。 

・課題４「自分の生活の質（ＱＯＬ）の具体例」

について考察した内容を記入する。 

・「日常的に介護の必要な高齢者の生活における

生活の質（ＱＯＬ）」について考察し，定期考査

の評価問題に解答する。 

・ワーク７ 考考査査「合理的配慮の考え方」につい

て，「障害者差別解消法」の資料（厚生労働省及

び港区ホームページ）から理解した内容を記入

する。また，定期考査の評価問題に解答する。 

・課題５「宿泊施設の対応の問題」について考察

した内容を記入する。 

 

 

・まとめ７「聴覚に障害のある人に対して，宿泊

施設はどのような安全への配慮ができるか」に

ついてグループで話し合った内容をまとめ，発

表する。 

 

 

・「人間の尊厳に関する知識」を教科書の記述から

理解し，定期考査の評価問題に解答する。 

・課題６「介護の場面で介護者が行う尊厳保持の

具体例」について考察した内容を記入する。 

 

 

・まとめ８「介護における尊厳保持のあり方」に

ついてグループで話し合った内容をまとめ，発

表する。 

 

態 

 

 

 

 

 

知 

 

 

思 

 

 

 

 

知 

 

 

 

思 

 

 

 

態 

 

 

 

 

 

知 

 

思 

 

 

 

態 

 

 

 
 
 
 
 
 
○ 

 

 
 
○ 

 

 

 

 

○ 

 

 

 

○ 

 

 

 

○ 

 

 

 

 

 

○ 

 

○ 

 

 

 

○ 

 

 

 

・生存権に着目して課題を見出し，

課題の解決に関連したサービス

について，協働的に学び合おうと

している。   ワークシート 

 

 

・ＱＯＬの意味について適切に記述

している。 

定期考査：評価問題１[問１] 

・ＱＯＬの意味や意義について考察

し，分かりやすく表現している。 

ワークシート 

定期考査：評価問題１[問２] 

 

・合理的配慮の概念を理解し，適切

に記述している。ワークシート 

定期考査:評価問題２[問１][問

２] 

・「障害者差別解消法」に関する新

聞記事から宿泊施設の対応の課

題を分析し，分かりやすく表現し

ている。    ワークシート 

・聴覚に障害のある利用客への支援

について多面的・多角的な視点で

協働的に学び合おうとしている。 

ワークシート 

 

 

・人間の尊厳に関する知識について

記述している。   定期考査 

・資料から，介護の場面における尊

厳保持の具体例を考察し，分かり

やすく表現している。 

ワークシート 

・介護者にとっての尊厳保持の在り

方について粘り強く考察し，協働

的に学び合おうとしている。 

イ (2) 現代の福祉理念 
【ねらい】福祉の理念である,｢生活の質」や「ノーマライゼーション」の考え方について理解を深め,考察する。

ウ (1) 人間としての尊厳 

【ねらい】尊厳保持の考え方と意義について考察する。 
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・ワーク８「身辺的自立，社会的・経済的自立，

精神的自立の具体例」について，教科書の記述

から理解した内容を記入する。また，定期考査

の評価問題に解答する。 

・課題７「私たちの生活において，自立が大切で

ある具体的な理由」について考察した内容を記

入する。 

 

 

 

知 

 

 

 

思 

 

 

 

 

○ 
 
 

 

○ 

 

ワークシート 

 

 

・身辺的自立，社会的・経済的自立，

精神的自立の意味を理解し，適切

に記述している。 

ワークシート 定期考査 

・自立生活の意義を考察し，分かりや

すく表現している。ワークシート 

 

４ 観点別学習状況の評価の進め方 

  本事例は，教科書の記述や資料から基礎的な知識を理解し（「知識・技術」），それをもとに課題

に取り組み（「思考・判断・表現」），授業のまとめや話し合いを行う（「主体的に学習に取り組む態

度」）授業形態となっている。 

本事例の評価の「記録」にある○印は，観点別学習状況の評価を記録し，総括の後，評定のため

の資料として用いることを想定している【評定に用いる評価】。「記録」が空白のところについては，

机間指導や話し合いの様子，ワークシートの活用等，学習の過程で生徒の状況を把握したり，確認

したりすることを通して，学習改善につなげる場面を示している【学習改善につなげる評価】。そ

して，各観点別評価において，生徒の学習状況を確認し，目標が達成できていない場合は，指導の

改善や修正を図ることが必要となる。評価を行う際には，生徒の取組のよいところを積極的に評価

することで，社会福祉基礎を学ぶ意義や価値を実感できるよう努めている。  

（１） 知識・技術 

 「おおむね満足できる」状況（Ｂ）

※学習活動に即した評価規準 

「十分満足できる」状況（Ａ）と判

断した具体例 

「努力を要する」状況（Ｃ）と判断

した生徒への指導の手立て 

ア(1) 

ワーク１ 

・少子高齢社会の進行とその背景に

関する知識をおおむね身に付けて

いる。 

・少子高齢社会の進行とその背景に

関する知識を十分身に付けてい

る。 

・統計資料の内容を確認させ，少子

高齢化の背景を理解するよう支援

する。 

ア(2) 

ワーク２ 

・都市，過疎地域及び市町村合併の

課題について，おおむね理解して

いる。 

・都市，過疎地域及び市町村合併の

課題について，十分理解している。 

・教科書の内容を確認させ，都市，

過疎地域及び市町村合併の課題を

理解するよう支援する。 

ア(3) 

ワーク３ 

・わが国の世帯の変化と家族の多様

化について，おおむね理解してい

る。 

・わが国の世帯の変化と家族の多様

化について，十分理解している。 

・統計資料の内容を確認させ，わが

国の世帯の変化について理解する

よう支援する。 

ア(3) 

ワーク４ 

・一人親世帯への支援や，働き方の

見直しについて，おおむね理解し

ている。 

・一人親世帯への支援や，働き方の

見直しについて，十分理解してい

る。 

・教科書の内容を確認させ，一人親

世帯や共働き世帯の課題について

理解するよう支援する。 

ア(4) 

ワーク５ 

・わが国の疾病構造の変化について，

おおむね理解している。 

・わが国の疾病構造の変化について，

十分理解している。 

・統計資料の見方を解説し，わが国

の疾病構造の変化を理解するよう

支援する。 

イ(1) 

ワーク６ 

・基本的人権，幸福追求権及び生存

権の概念に関する知識をおおむね

身に付けている。 

・基本的人権，幸福追求権及び生存

権の概念に関する知識を十分身に

付けている。 

・教科書の記述から，日本国憲法の

条文の概念を確認するよう支援す

る。 

イ(2) 

ワーク７ 

・合理的配慮に関する知識をおおむ

ね身に付けている。 

・合理的配慮の概念に関する知識を

十分身に付けている。 

・合理的配慮について，資料と関連

付けて具体的に理解するよう支援

する。 

ウ(2) 

ワーク８ 

・身辺的自立，社会的・経済的自立，

精神的自立について，おおむね理

解している。 

・身辺的自立，社会的・経済的自立，

精神的自立について，十分理解し

ている。 

・教科書の内容を確認させ,自分や周

囲の人の身近な出来事から理解す

るよう支援する。 

ウ (2) 自立生活支援 

【ねらい】自立について理解を深め，自立生活支援の意義を考察する。 

  

 

 

 

「知識・技術」の観点については，生活と福祉，社会福祉の理念，人間の尊厳と自立について，

教科書の記述及び厚生労働省等の統計資料から概念的な知識が理解できているかを評価する。観点

の評価規準は，「～について理解している」，「～について理解しているとともに関連する技術を身

に付けている」と示されているため，「知識・技術」の評価の対象となるものは，個別の知識に留

まらず，社会福祉に関連する分野，例えば，生活環境や医療，教育，経済等について関連付けて理

解した結果であることを確認する必要がある。評価の場面は，授業での机間指導によってワークシ

ートへの記述を確認する場面と定期考査の解答の状況を確認する場面を想定している。 

定期考査の観点別評価については，点数の合計だけでなく評価規準を設定する必要がある。各時

の「知識・技術」の評価の場面及び，評価において学習活動に即した評価規準「おおむね満足でき

る」状況(Ｂ)及び「十分満足できる」状況（Ａ）と判断した具体例，「努力を要する」状況（Ｃ）

と判断した生徒への指導の手立てを前頁に記載する。「努力を要する」状況（Ｃ）と判断した生徒

への指導の手立てにおいて，十分でない部分を確認した上で，定期考査の振り返りの機会に補助発

問を加える等により，学習のねらいに至る過程に段階を設けて支援することが考えられる。 

（２）思考・判断・表現 

「思考・判断・表現」の観点においては，言語活動を通して, 思考力，判断力，表現力の育成を

図り,その評価を行う場面を示しており，生活と福祉，社会福祉の理念，人間の尊厳と自立につい

て，各時の学習課題に対して「福祉的な見方・考え方」を働かせて，課題の設定，構想，考察，表

現ができているかを確認する。健康で文化的な生活を営む権利や人間の尊厳の尊重，自立支援等の

視点で物事を捉えて思考し，原則や概念を基に整理したり，生活と関連付けたり，課題を発見する

とともに解決を図ることができるよう留意し，ワークシートの課課題題を設定している。課課題題１１から

課課題題７７はワークシートの記述から「思考・判断・表現」について評価する内容となっている。 

 「おおむね満足できる」状況（Ｂ） 

※学習活動に即した評価規準 

「十分満足できる」状況（Ａ）と判断し

た具体例 

「努力を要する」状況（Ｃ）と判断した生

徒への指導の手立て 

ア(1) 

課課題題１１  

 

・少子高齢社会の進行に関連したサ

ービスについて，おおむね合理的

に考察し，記述している。 

・少子高齢社会の進行に関連したサ

ービスについて，合理的かつ創造

的に考察し，分かりやすく表現し

ている。 

・少子高齢社会の進行に伴い必要と

なるサービスの例を挙げること

で，他のサービスを考えることが

できるよう支援する。 

ア(3) 

課課題題２２  

 

・単身の高齢者の地域における自立

生活に向けた支援について，おお

むね合理的に考察し，記述してい

る。 

・単身の高齢者の地域における自立

生活に向けた支援について，合理

的かつ創造的に考察し，分かりや

すく表現している。 

・単身の高齢者の日常生活の状況を

イメージさせながら，必要なサー

ビスを考えるよう支援する。 

ア(5) 

課課題題３３  

 

・私たちの生活を支えている福祉に

関係するサービスについて，おお

むね合理的に考察し，記述してい

る。 

・私たちの生活を支えている福祉に

関係するサービスについて，合理

的かつ創造的に考察し，分かりや

すく表現している。 

・私たちの生活の課題と福祉サービ

スを関連付けて考えるよう支援す

る。 

イ(2) 

課課題題４４  

課課題題５５  

 

・自分の生活の質（ＱＯＬ）につい

て，おおむね具体的に考察し，記

述している。 

・宿泊施設の対応について,合理的

配慮の考え方を踏まえて課題を分

析し,おおむね合理的に考察し，記

述している。 

・自分の生活の質（ＱＯＬ）につい

て，具体的に考察し，分かりやす

く表現している。 

・宿泊施設の対応について,合理的

配慮の考え方を踏まえて課題を分

析し,合理的かつ創造的に考察し，

分かりやすく表現している。 

・生活の質（ＱＯＬ）の具体例を確

認し，自分の生活について考える

よう支援する。 

・合理的配慮の意味を確認した上

で，新聞記事を読み返し，宿泊施

設の対応の課題について考えるよ

う支援する。 

ウ(1) 

課課題題６６  

 

 

・介護の場面における尊厳保持の具

体例についておおむね合理的に考

察し，記述している。 

・介護の場面における尊厳保持の具

体例について合理的かつ創造的に

考察し，分かりやすく表現してい

る。 

・尊厳保持の意味を確認し，介護の

場面において尊厳保持がどのよう

に行われているか考えるよう支援

する。 

ウ(2) 

課課題題７７  

 

・自立生活の意義についておおむね

合理的に考察し，記述している。 

・自立生活の意義について合理的か

つ創造的に考察し，分かりやすく

表現している。 

・身近な事柄から自立生活が大切で

ある理由を考えるよう支援する。 
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・ワーク８「身辺的自立，社会的・経済的自立，

精神的自立の具体例」について，教科書の記述

から理解した内容を記入する。また，定期考査

の評価問題に解答する。 

・課題７「私たちの生活において，自立が大切で

ある具体的な理由」について考察した内容を記

入する。 

 

 

 

知 

 

 

 

思 

 

 

 

 

○ 
 
 

 

○ 

 

ワークシート 

 

 

・身辺的自立，社会的・経済的自立，

精神的自立の意味を理解し，適切

に記述している。 

ワークシート 定期考査 

・自立生活の意義を考察し，分かりや

すく表現している。ワークシート 

 

４ 観点別学習状況の評価の進め方 

  本事例は，教科書の記述や資料から基礎的な知識を理解し（「知識・技術」），それをもとに課題

に取り組み（「思考・判断・表現」），授業のまとめや話し合いを行う（「主体的に学習に取り組む態

度」）授業形態となっている。 

本事例の評価の「記録」にある○印は，観点別学習状況の評価を記録し，総括の後，評定のため

の資料として用いることを想定している【評定に用いる評価】。「記録」が空白のところについては，

机間指導や話し合いの様子，ワークシートの活用等，学習の過程で生徒の状況を把握したり，確認

したりすることを通して，学習改善につなげる場面を示している【学習改善につなげる評価】。そ

して，各観点別評価において，生徒の学習状況を確認し，目標が達成できていない場合は，指導の

改善や修正を図ることが必要となる。評価を行う際には，生徒の取組のよいところを積極的に評価

することで，社会福祉基礎を学ぶ意義や価値を実感できるよう努めている。  

（１） 知識・技術 

 「おおむね満足できる」状況（Ｂ）

※学習活動に即した評価規準 

「十分満足できる」状況（Ａ）と判

断した具体例 

「努力を要する」状況（Ｃ）と判断

した生徒への指導の手立て 

ア(1) 

ワーク１ 

・少子高齢社会の進行とその背景に

関する知識をおおむね身に付けて

いる。 

・少子高齢社会の進行とその背景に

関する知識を十分身に付けてい

る。 

・統計資料の内容を確認させ，少子

高齢化の背景を理解するよう支援

する。 

ア(2) 

ワーク２ 

・都市，過疎地域及び市町村合併の

課題について，おおむね理解して

いる。 

・都市，過疎地域及び市町村合併の

課題について，十分理解している。 

・教科書の内容を確認させ，都市，

過疎地域及び市町村合併の課題を

理解するよう支援する。 

ア(3) 

ワーク３ 

・わが国の世帯の変化と家族の多様

化について，おおむね理解してい

る。 

・わが国の世帯の変化と家族の多様

化について，十分理解している。 

・統計資料の内容を確認させ，わが

国の世帯の変化について理解する

よう支援する。 

ア(3) 

ワーク４ 

・一人親世帯への支援や，働き方の

見直しについて，おおむね理解し

ている。 

・一人親世帯への支援や，働き方の

見直しについて，十分理解してい

る。 

・教科書の内容を確認させ，一人親

世帯や共働き世帯の課題について

理解するよう支援する。 

ア(4) 

ワーク５ 

・わが国の疾病構造の変化について，

おおむね理解している。 

・わが国の疾病構造の変化について，

十分理解している。 

・統計資料の見方を解説し，わが国

の疾病構造の変化を理解するよう

支援する。 

イ(1) 

ワーク６ 

・基本的人権，幸福追求権及び生存

権の概念に関する知識をおおむね

身に付けている。 

・基本的人権，幸福追求権及び生存

権の概念に関する知識を十分身に

付けている。 

・教科書の記述から，日本国憲法の

条文の概念を確認するよう支援す

る。 

イ(2) 

ワーク７ 

・合理的配慮に関する知識をおおむ

ね身に付けている。 

・合理的配慮の概念に関する知識を

十分身に付けている。 

・合理的配慮について，資料と関連

付けて具体的に理解するよう支援

する。 

ウ(2) 

ワーク８ 

・身辺的自立，社会的・経済的自立，

精神的自立について，おおむね理

解している。 

・身辺的自立，社会的・経済的自立，

精神的自立について，十分理解し

ている。 

・教科書の内容を確認させ,自分や周

囲の人の身近な出来事から理解す

るよう支援する。 

ウ (2) 自立生活支援 

【ねらい】自立について理解を深め，自立生活支援の意義を考察する。 

  

 

 

 

「知識・技術」の観点については，生活と福祉，社会福祉の理念，人間の尊厳と自立について，

教科書の記述及び厚生労働省等の統計資料から概念的な知識が理解できているかを評価する。観点

の評価規準は，「～について理解している」，「～について理解しているとともに関連する技術を身

に付けている」と示されているため，「知識・技術」の評価の対象となるものは，個別の知識に留

まらず，社会福祉に関連する分野，例えば，生活環境や医療，教育，経済等について関連付けて理

解した結果であることを確認する必要がある。評価の場面は，授業での机間指導によってワークシ

ートへの記述を確認する場面と定期考査の解答の状況を確認する場面を想定している。 

定期考査の観点別評価については，点数の合計だけでなく評価規準を設定する必要がある。各時

の「知識・技術」の評価の場面及び，評価において学習活動に即した評価規準「おおむね満足でき

る」状況(Ｂ)及び「十分満足できる」状況（Ａ）と判断した具体例，「努力を要する」状況（Ｃ）

と判断した生徒への指導の手立てを前頁に記載する。「努力を要する」状況（Ｃ）と判断した生徒

への指導の手立てにおいて，十分でない部分を確認した上で，定期考査の振り返りの機会に補助発

問を加える等により，学習のねらいに至る過程に段階を設けて支援することが考えられる。 

（２）思考・判断・表現 

「思考・判断・表現」の観点においては，言語活動を通して, 思考力，判断力，表現力の育成を

図り,その評価を行う場面を示しており，生活と福祉，社会福祉の理念，人間の尊厳と自立につい

て，各時の学習課題に対して「福祉的な見方・考え方」を働かせて，課題の設定，構想，考察，表

現ができているかを確認する。健康で文化的な生活を営む権利や人間の尊厳の尊重，自立支援等の

視点で物事を捉えて思考し，原則や概念を基に整理したり，生活と関連付けたり，課題を発見する

とともに解決を図ることができるよう留意し，ワークシートの課課題題を設定している。課課題題１１から

課課題題７７はワークシートの記述から「思考・判断・表現」について評価する内容となっている。 

 「おおむね満足できる」状況（Ｂ） 

※学習活動に即した評価規準 

「十分満足できる」状況（Ａ）と判断し

た具体例 

「努力を要する」状況（Ｃ）と判断した生

徒への指導の手立て 

ア(1) 

課課題題１１  

 

・少子高齢社会の進行に関連したサ

ービスについて，おおむね合理的

に考察し，記述している。 

・少子高齢社会の進行に関連したサ

ービスについて，合理的かつ創造

的に考察し，分かりやすく表現し

ている。 

・少子高齢社会の進行に伴い必要と

なるサービスの例を挙げること

で，他のサービスを考えることが

できるよう支援する。 

ア(3) 

課課題題２２  

 

・単身の高齢者の地域における自立

生活に向けた支援について，おお

むね合理的に考察し，記述してい

る。 

・単身の高齢者の地域における自立

生活に向けた支援について，合理

的かつ創造的に考察し，分かりや

すく表現している。 

・単身の高齢者の日常生活の状況を

イメージさせながら，必要なサー

ビスを考えるよう支援する。 

ア(5) 

課課題題３３  

 

・私たちの生活を支えている福祉に

関係するサービスについて，おお

むね合理的に考察し，記述してい

る。 

・私たちの生活を支えている福祉に

関係するサービスについて，合理

的かつ創造的に考察し，分かりや

すく表現している。 

・私たちの生活の課題と福祉サービ

スを関連付けて考えるよう支援す

る。 

イ(2) 

課課題題４４  

課課題題５５  

 

・自分の生活の質（ＱＯＬ）につい

て，おおむね具体的に考察し，記

述している。 

・宿泊施設の対応について,合理的

配慮の考え方を踏まえて課題を分

析し,おおむね合理的に考察し，記

述している。 

・自分の生活の質（ＱＯＬ）につい

て，具体的に考察し，分かりやす

く表現している。 

・宿泊施設の対応について,合理的

配慮の考え方を踏まえて課題を分

析し,合理的かつ創造的に考察し，

分かりやすく表現している。 

・生活の質（ＱＯＬ）の具体例を確

認し，自分の生活について考える

よう支援する。 

・合理的配慮の意味を確認した上

で，新聞記事を読み返し，宿泊施

設の対応の課題について考えるよ

う支援する。 

ウ(1) 

課課題題６６  

 

 

・介護の場面における尊厳保持の具

体例についておおむね合理的に考

察し，記述している。 

・介護の場面における尊厳保持の具

体例について合理的かつ創造的に

考察し，分かりやすく表現してい

る。 

・尊厳保持の意味を確認し，介護の

場面において尊厳保持がどのよう

に行われているか考えるよう支援

する。 

ウ(2) 

課課題題７７  

 

・自立生活の意義についておおむね

合理的に考察し，記述している。 

・自立生活の意義について合理的か

つ創造的に考察し，分かりやすく

表現している。 

・身近な事柄から自立生活が大切で

ある理由を考えるよう支援する。 
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評価の場面は，提出されたワークシートを添削する場面を想定している。観点の評価規準は，「～

について課題を設定し，解決策を構想し，考察したことを表現する力を身に付けている。」と示さ

れる。各時の「思考・判断・表現」の評価の場面及び，評価において学習活動に即した評価規準「お

おむね満足できる」状況(Ｂ)及び「十分満足できる」状況（Ａ）と判断した具体例，「努力を要す

る」状況（Ｃ）と判断した生徒への指導の手立てを前頁に記載する。「努力を要する」状況（Ｃ）

と判断した生徒への指導の手立てにおいて，課題を把握できているか確認した上で，学習のねらい

に至る過程に段階を設けて支援すること等が考えられる。また，「十分満足できる」状況（Ａ）に

あると判断した生徒の学習内容を共有することが望ましい。 

（３）主体的に学習に取り組む態度 

「主体的に学習に取り組む態度」とは，学習した内容や関連する事柄について，関心を持つだけ

でなく，自らの学習や生活に生かそうと意欲を持って取り組む態度である。評価の場面として，生

徒が自らの学びを振り返る場面やグループで話し合う場面を設定し，取組状況を客観的に評価でき

る方法を選択した。生活と福祉の関係，社会福祉の理念と意義，尊厳の保持や自立支援等に関する

学習に対して，自らの学習を調整しようとする側面と粘り強く取り組もうとする側面の評価を行う。

自らの学習を調整しようとする側面としては，単元の学習で身についた知識や考え方を活用し，社

会福祉に関する「必要なサービス」や「支援方法」を検討しているか確認する。また，粘り強く取

り組もうとする側面として，個人またはグループで，分かりやすい発表にむけて意見をまとめる活

動に粘り強く取り組んでいるかどうかを確認する。評価の場面は，ワークシートへの記述やグルー

プワークを行っている時に，机間指導によって記述内容や取組状況を確認する場面を想定している。 

 「おおむね満足できる」状況（Ｂ） 

※学習活動に即した評価規準 

「十分満足できる」状況（Ａ）と判断した

具体例 

「努力を要する」状況（Ｃ）と判断した生

徒への指導の手立て 

ア(1) 

ままととめめ１１  

 

・少子高齢社会に関連したサービスに

ついて，おおむね協働的に学び，分

かりやすい発表に向けて粘り強く取

り組もうとしている。 

・少子高齢社会に関連したサービスに

ついて，主体的かつ協働的に学び，

分かりやすい発表に向けて粘り強く

取り組んでいる。 

・少子高齢社会の課題を確認しながら, 

必要なサービスに気付くよう支援す

る。 

ア(2) 

ままととめめ２２  

 

・商店街の課題と解決方法についてお

おむね協働的に学び，分かりやすい

発表に向けて粘り強く取り組もうと

している。 

・商店街の課題と解決方法について，

主体的かつ協働的に学び，分かりや

すい発表に向けて粘り強く取り組ん

でいる。 

・商店街の現状について質問しながら,

課題に気付くよう支援する。 

ア(3) 

ままととめめ３３  

 

・私たちの生活の変化とそれに伴って

生じた課題について学んだことをお

おむね活用し，粘り強く取り組もう

としている。 

・私たちの生活の変化とそれに伴って

生じた課題について学んだことを活

用し，粘り強く取り組んでいる。 

・地域や世帯の変化，女性の社会進出

等の授業内容を振り返ることで課題

に気付くよう支援する。 

ア(4) 

ままととめめ４４  

 

・健康の保持・増進に関して学んだこ

とをおおむね活用し，粘り強く取り

組もうとしている。 

・健康の保持・増進に関して学んだこ

とを活用し，粘り強く取り組んでい

る。 

・学習内容から健康の保持・増進の具

体的な内容に気付くよう支援する。 

ア(5) 

ままととめめ５５  

 

・私たちの生活と社会福祉の関係につ

いて，学んだことをおおむね活用し，

粘り強く取り組もうとしている。 

・私たちの生活と社会福祉の関係につ

いて，学んだことを活用し，粘り強

く取り組んでいる。 

・資料の内容を確認させ，人の一生と

社会福祉の関係に気付くよう支援す

る。 

イ(1) 

ままととめめ６６  

 

・生存権に着目して課題を見いだし，

課題の解決に向けておおむね協働的

に学び，分かやすい発表に向けて粘

り強く取り組もうとしている。 

・生存権に着目して課題を見いだし，

課題の解決に向けて主体的かつ協働

的に学び，分かりやすい発表に向け

て粘り強く取り組んでいる。 

・生存権に関するリスクについて確認

させ,その解決方法に気付くよう支

援する。 

イ(2) 

ままととめめ７７ 

・聴覚障害のある利用客への支援につ

いておおむね多面的・多角的に話し

合い，分かりやすい発表に向けて粘

り強く取り組もうとしている。 

・聴覚障害のある利用客への支援につ

いて多面的・多角的な視点で話し合

い，分かりやすい発表に向けて粘り

強く取り組んでいる。 

・聴覚障害者の生活上の困難について

確認させ，聴覚障害のある利用客へ

の現実的な対応に気付くよう支援す

る。 

ウ(1) 

ままととめめ８８ 

・尊厳保持の在り方についておおむね

協働的に学び，分かりやすい発表に向

けて粘り強く取り組もうとしている。 

・尊厳保持の在り方について主体的か

つ協働的に学び，分かりやすい発表に

向けて粘り強く取り組んでいる。 

・介護の場面を思い起こしながら,尊厳

保持の在り方に気付くよう支援する。 

  

 

 

 

ままととめめ１１からままととめめ８８はワークシートの記述から「主体的に学習に取り組む態度」について評価す

る内容となっている。観点の評価規準は，「多面的・多角的な視点で話し合い，分かりやすい発表に

向けて粘り強く取り組んでいる。」「粘り強く考察し，協働して学び合おうとしている。」等と示され

る。 

各時の「主体的に学習に取り組む態度」の評価の場面及び，評価において学習活動に即した評価規

準「おおむね満足できる」状況(Ｂ)及び「十分満足できる」状況（Ａ）と判断した具体例，「努力を

要する」状況（Ｃ）と判断した生徒への指導の手立てを前頁に記載する。「努力を要する」状況（Ｃ）

と判断した生徒への指導の手立てにおいて，生徒の気付きと主体的な取組に至る過程に段階を設けて

支援することが考えられる。また，「十分満足できる」状況（Ａ）にあると判断した生徒の学習を共

有することが望ましい。 

 

５ 観点別学習状況の評価の総括  

【例：生徒Ｄのワークシートの評価】 「知識・技術」，「思考・判断・表現」，「主体的に学習に取り

組む態度」の観点ごとに示される観点別学習状況は，単元の目

標に照らした学習の実現状況を分析的に評価するものであり，

学習の改善を促す資料となる。また，教師が指導の状況を把握

し，授業の計画や実施を改善する資料とする。 

評価結果のＡ，Ｂ，Ｃを数値に置き換えて総括することとし，

評価結果の数値を合計や平均することで総括する。この場合，

Ａ＝３，Ｂ＝２，Ｃ＝１の数値で各観点の評価を数値化すると，

「知識・技術」の平均値は 2.56，「思考・判断・表現」の平均

値は 2.43，「主体的に学習に取り組む態度」の平均値は 2.33 となる。この場合に総括の結果をＢと

する判断基準を[1.5≦平均値≦2.5]とすると，「知識・技術」ではＡ，「思考・判断・表現」ではＢ，

「主体的に学習に取り組む態度」ではＢの評価に総括できる。 

 

 

ワワーーククシシーートトのの具具体体例例  

 
イ（２）現代の福祉理念のワークシート    

右右のの出出来来事事をを読読んんでで答答ええよようう。。  

（（22001188 年年のの出出来来事事「「聴聴覚覚障障害害者者 110000 人人のの宿宿泊泊断断るる」」））  

  

１１  宿宿泊泊施施設設ののススタタッッフフはは，，ななぜぜ宿宿泊泊をを断断っったたののででししょょうう。。  

  

  

  

２２  課題５宿宿泊泊施施設設のの対対応応ははどどののよよううなな点点がが問問題題だだっったたかか，，挙挙げげよようう。。  

聴覚に障害のある人だけで宿泊すると何か緊急な出来事があった時にコミ

ュニケーションが図れず，対応できないと考えたから。 

［評価Ｂの例］ 

合理的配慮について知らなかったの

で，十分検討せずに宿泊を断ってしまっ

た。 

［評価Ａの例］ 

合理的配慮を行わないことが差別にあたることを知らな

かった。そのため，十分検討せずに無理だと判断してしまい，

必要な支援を確認し，対応できるかどうか話し合うことがで

きなかった。  

［評価Ｃの例］ 

安全を確保できないと思ったこと。

宿泊を断ったこと。 

宿泊施設の対応について,合理的配慮の

考え方を踏まえて,おおむね合理的考察が

できているため「おおむね満足できる」状

況（Ｂ）とする。 

Ｂの評価に加え，合理的配慮について理解したことを生か

し，合理的かつ創造的に考察し分かりやすく表現しているた

め「十分満足できる」状況（Ａ）とする。 

合理的配慮の理解及び考察が必要

であると判断し，「努力を要する」状

況（Ｃ）とする。 

知 思 態

⑴ Ａ Ａ Ａ

⑵

⑶ Ａ・Ｂ Ｂ Ｂ

⑷ Ａ

⑸ Ｂ Ｂ

⑴ Ａ

⑵ Ｂ・Ｂ Ｂ

⑴ Ａ Ａ

⑵ Ｂ Ａ

Ａ４：Ｂ２ Ａ３：Ｂ４ Ａ２：Ｂ３

16 17 12

2.67 2.43 2.40

合計

平均値

指
導
項
目

ア

イ

ウ

評価結果
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評価の場面は，提出されたワークシートを添削する場面を想定している。観点の評価規準は，「～

について課題を設定し，解決策を構想し，考察したことを表現する力を身に付けている。」と示さ

れる。各時の「思考・判断・表現」の評価の場面及び，評価において学習活動に即した評価規準「お

おむね満足できる」状況(Ｂ)及び「十分満足できる」状況（Ａ）と判断した具体例，「努力を要す

る」状況（Ｃ）と判断した生徒への指導の手立てを前頁に記載する。「努力を要する」状況（Ｃ）

と判断した生徒への指導の手立てにおいて，課題を把握できているか確認した上で，学習のねらい

に至る過程に段階を設けて支援すること等が考えられる。また，「十分満足できる」状況（Ａ）に

あると判断した生徒の学習内容を共有することが望ましい。 

（３）主体的に学習に取り組む態度 

「主体的に学習に取り組む態度」とは，学習した内容や関連する事柄について，関心を持つだけ

でなく，自らの学習や生活に生かそうと意欲を持って取り組む態度である。評価の場面として，生

徒が自らの学びを振り返る場面やグループで話し合う場面を設定し，取組状況を客観的に評価でき

る方法を選択した。生活と福祉の関係，社会福祉の理念と意義，尊厳の保持や自立支援等に関する

学習に対して，自らの学習を調整しようとする側面と粘り強く取り組もうとする側面の評価を行う。

自らの学習を調整しようとする側面としては，単元の学習で身についた知識や考え方を活用し，社

会福祉に関する「必要なサービス」や「支援方法」を検討しているか確認する。また，粘り強く取

り組もうとする側面として，個人またはグループで，分かりやすい発表にむけて意見をまとめる活

動に粘り強く取り組んでいるかどうかを確認する。評価の場面は，ワークシートへの記述やグルー

プワークを行っている時に，机間指導によって記述内容や取組状況を確認する場面を想定している。 

 「おおむね満足できる」状況（Ｂ） 

※学習活動に即した評価規準 

「十分満足できる」状況（Ａ）と判断した

具体例 

「努力を要する」状況（Ｃ）と判断した生

徒への指導の手立て 

ア(1) 

ままととめめ１１  

 

・少子高齢社会に関連したサービスに

ついて，おおむね協働的に学び，分

かりやすい発表に向けて粘り強く取

り組もうとしている。 

・少子高齢社会に関連したサービスに

ついて，主体的かつ協働的に学び，

分かりやすい発表に向けて粘り強く

取り組んでいる。 

・少子高齢社会の課題を確認しながら, 

必要なサービスに気付くよう支援す

る。 

ア(2) 

ままととめめ２２  

 

・商店街の課題と解決方法についてお

おむね協働的に学び，分かりやすい

発表に向けて粘り強く取り組もうと

している。 

・商店街の課題と解決方法について，

主体的かつ協働的に学び，分かりや

すい発表に向けて粘り強く取り組ん

でいる。 

・商店街の現状について質問しながら,

課題に気付くよう支援する。 

ア(3) 

ままととめめ３３  

 

・私たちの生活の変化とそれに伴って

生じた課題について学んだことをお

おむね活用し，粘り強く取り組もう

としている。 

・私たちの生活の変化とそれに伴って

生じた課題について学んだことを活

用し，粘り強く取り組んでいる。 

・地域や世帯の変化，女性の社会進出

等の授業内容を振り返ることで課題

に気付くよう支援する。 

ア(4) 

ままととめめ４４  

 

・健康の保持・増進に関して学んだこ

とをおおむね活用し，粘り強く取り

組もうとしている。 

・健康の保持・増進に関して学んだこ

とを活用し，粘り強く取り組んでい

る。 

・学習内容から健康の保持・増進の具

体的な内容に気付くよう支援する。 

ア(5) 

ままととめめ５５  

 

・私たちの生活と社会福祉の関係につ

いて，学んだことをおおむね活用し，

粘り強く取り組もうとしている。 

・私たちの生活と社会福祉の関係につ

いて，学んだことを活用し，粘り強

く取り組んでいる。 

・資料の内容を確認させ，人の一生と

社会福祉の関係に気付くよう支援す

る。 

イ(1) 

ままととめめ６６  

 

・生存権に着目して課題を見いだし，

課題の解決に向けておおむね協働的

に学び，分かやすい発表に向けて粘

り強く取り組もうとしている。 

・生存権に着目して課題を見いだし，

課題の解決に向けて主体的かつ協働

的に学び，分かりやすい発表に向け

て粘り強く取り組んでいる。 

・生存権に関するリスクについて確認

させ,その解決方法に気付くよう支

援する。 

イ(2) 

ままととめめ７７ 

・聴覚障害のある利用客への支援につ

いておおむね多面的・多角的に話し

合い，分かりやすい発表に向けて粘

り強く取り組もうとしている。 

・聴覚障害のある利用客への支援につ

いて多面的・多角的な視点で話し合

い，分かりやすい発表に向けて粘り

強く取り組んでいる。 

・聴覚障害者の生活上の困難について

確認させ，聴覚障害のある利用客へ

の現実的な対応に気付くよう支援す

る。 

ウ(1) 

ままととめめ８８ 

・尊厳保持の在り方についておおむね

協働的に学び，分かりやすい発表に向

けて粘り強く取り組もうとしている。 

・尊厳保持の在り方について主体的か

つ協働的に学び，分かりやすい発表に

向けて粘り強く取り組んでいる。 

・介護の場面を思い起こしながら,尊厳

保持の在り方に気付くよう支援する。 

  

 

 

 

ままととめめ１１からままととめめ８８はワークシートの記述から「主体的に学習に取り組む態度」について評価す

る内容となっている。観点の評価規準は，「多面的・多角的な視点で話し合い，分かりやすい発表に

向けて粘り強く取り組んでいる。」「粘り強く考察し，協働して学び合おうとしている。」等と示され

る。 

各時の「主体的に学習に取り組む態度」の評価の場面及び，評価において学習活動に即した評価規

準「おおむね満足できる」状況(Ｂ)及び「十分満足できる」状況（Ａ）と判断した具体例，「努力を

要する」状況（Ｃ）と判断した生徒への指導の手立てを前頁に記載する。「努力を要する」状況（Ｃ）

と判断した生徒への指導の手立てにおいて，生徒の気付きと主体的な取組に至る過程に段階を設けて

支援することが考えられる。また，「十分満足できる」状況（Ａ）にあると判断した生徒の学習を共

有することが望ましい。 

 

５ 観点別学習状況の評価の総括  

【例：生徒Ｄのワークシートの評価】 「知識・技術」，「思考・判断・表現」，「主体的に学習に取り

組む態度」の観点ごとに示される観点別学習状況は，単元の目

標に照らした学習の実現状況を分析的に評価するものであり，

学習の改善を促す資料となる。また，教師が指導の状況を把握

し，授業の計画や実施を改善する資料とする。 

評価結果のＡ，Ｂ，Ｃを数値に置き換えて総括することとし，

評価結果の数値を合計や平均することで総括する。この場合，

Ａ＝３，Ｂ＝２，Ｃ＝１の数値で各観点の評価を数値化すると，

「知識・技術」の平均値は 2.56，「思考・判断・表現」の平均

値は 2.43，「主体的に学習に取り組む態度」の平均値は 2.33 となる。この場合に総括の結果をＢと

する判断基準を[1.5≦平均値≦2.5]とすると，「知識・技術」ではＡ，「思考・判断・表現」ではＢ，

「主体的に学習に取り組む態度」ではＢの評価に総括できる。 

 

 

ワワーーククシシーートトのの具具体体例例  

 
イ（２）現代の福祉理念のワークシート    

右右のの出出来来事事をを読読んんでで答答ええよようう。。  

（（22001188 年年のの出出来来事事「「聴聴覚覚障障害害者者 110000 人人のの宿宿泊泊断断るる」」））  

  

１１  宿宿泊泊施施設設ののススタタッッフフはは，，ななぜぜ宿宿泊泊をを断断っったたののででししょょうう。。  

  

  

  

２２  課題５宿宿泊泊施施設設のの対対応応ははどどののよよううなな点点がが問問題題だだっったたかか，，挙挙げげよようう。。  

聴覚に障害のある人だけで宿泊すると何か緊急な出来事があった時にコミ

ュニケーションが図れず，対応できないと考えたから。 

［評価Ｂの例］ 

合理的配慮について知らなかったの

で，十分検討せずに宿泊を断ってしまっ

た。 

［評価Ａの例］ 

合理的配慮を行わないことが差別にあたることを知らな

かった。そのため，十分検討せずに無理だと判断してしまい，

必要な支援を確認し，対応できるかどうか話し合うことがで

きなかった。  

［評価Ｃの例］ 

安全を確保できないと思ったこと。

宿泊を断ったこと。 

宿泊施設の対応について,合理的配慮の

考え方を踏まえて,おおむね合理的考察が

できているため「おおむね満足できる」状

況（Ｂ）とする。 

Ｂの評価に加え，合理的配慮について理解したことを生か

し，合理的かつ創造的に考察し分かりやすく表現しているた

め「十分満足できる」状況（Ａ）とする。 

合理的配慮の理解及び考察が必要

であると判断し，「努力を要する」状

況（Ｃ）とする。 

知 思 態

⑴ Ａ Ａ Ａ

⑵

⑶ Ａ・Ｂ Ｂ Ｂ

⑷ Ａ

⑸ Ｂ Ｂ

⑴ Ａ

⑵ Ｂ・Ｂ Ｂ

⑴ Ａ Ａ

⑵ Ｂ Ａ

Ａ４：Ｂ２ Ａ３：Ｂ４ Ａ２：Ｂ３

16 17 12

2.67 2.43 2.40

合計

平均値

指
導
項
目

ア

イ

ウ

評価結果

修正データ 
 
【新聞記事の差替説明⽂】 

22001188年年のの出出来来事事「「聴聴覚覚障障害害者者110000⼈⼈のの宿宿泊泊断断るる」」 
 
 全⽇本ろうあ連盟⻘年部が⼀泊⼆⽇で企画した100⼈規模の研修を予約するため熱海
の宿泊施設に問い合わせたところ，「付添がなく聴覚障害者のみで宿泊すること，⽕災
の発⽣を視覚的に知らせる設備がないなどを理由に，他の専⽤の施設を利⽤してくださ
い」と断られたという。 
 県は「障害を理由に断ったと受け⽌められた」として対応を指導した。施設⻑は「聴
覚障害のある⼈は⽕災報知器の⾳が聞こえない。施設のスタッフは⼿話ができず，災害
時などに⼗分な避難誘導ができないと考えた。しかし，説明不⾜で配慮が⾏き届かず申
し訳ない」と話している。 
 同協会事務局⻑は「⽿が不⾃由だからといって⾨前払いするのではなく，少しの⼯夫
で受け⼊れが可能になることを施設の運営に携わる⼈たちは知ってほしい」と話してい
る。 
 市は，協会に謝罪したうえで障害者への不当な差別を禁じる障害者差別解消法の趣旨
を改めて徹底したいとしている。 
※2016年４⽉施⾏の障害者差別解消法では，障害者への不当な差別を禁じ，合理的配慮
を求めている。 

 
 

修正データ 
 
【例：⽣徒Ｄのワークシートの評価】 

  知 思 態 

指
導
項
目 

ア 

⑴ Ａ Ａ Ａ 

⑵ Ｂ     

⑶ Ａ・Ｂ Ｂ Ｂ 

⑷ Ａ   Ｂ 

⑸   Ｂ Ｂ 

イ 
⑴ Ａ     

⑵ Ｂ Ｂ・Ｂ Ｂ 

ウ 
⑴ Ａ Ａ Ａ 

⑵ Ｂ Ａ   

評価結果 Ａ５：Ｂ４ Ａ３：Ｂ４ Ａ２：Ｂ４ 

合計 23 17 14 

平均値 2.56 2.43 2.33  
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３３  まとめ７聴聴覚覚にに障障害害ののああるる人人にに対対ししてて，，宿宿泊泊施施設設ははどどののよよううなな安安全全へへのの配配慮慮ががででききるるででししょょううかか。。ググルルーーププでで話話しし合合いいままししょょうう。。  

 

定定期期考考査査（（評評価価問問題題））のの具具体体例例  

 

評価問題１ 生活の質（QOL）に関する次の［問１］・［問２］に答えなさい。 

［問１］知識・技術生活の質（QOL）について説明しなさい。 

［問２］思考・判断・表現日常的に介護の必要な高齢者の生活において，生活の質（QOL）とは何であると考えますか。 

 
評価問題２ 合理的配慮に関する次の［問１］・［問２］に答えなさい。 

 ［問１］知識・技術「合理的配慮」について，次の語句をすべて使って説明しなさい。 

 

［問２］知識・技術下表の空欄に当てはまる語句を選択肢から選び，記号で答えなさい。 

  不不当当なな差差別別的的取取りり扱扱いい  障障害害者者へへのの合合理理的的配配慮慮  

国国のの行行政政機機関関・・地地方方公公共共団団体体  A B 

民民間間事事業業者者，，NNPPOO 法法人人  C D 

 
 

［評価Ｂの例］ 

はじめに，避難先や経路を確認してもら

い，懐中電灯などを使って光で危険を知ら

せるようにする。 

［評価Ａの例］ 

はじめに，可能な緊急対応について話し合っておく。「火

事です」「津波が来ます」「避難して下さい」などを紙に書い

て用意しておき，そのことを知らせておく。避難先や経路を

事前に確認してもらう。懐中電灯を使うなど視覚的に危険を

知らせる方法を検討し，その方法を伝えておく。 

［評価Ｃの例］ 

手を引っ張って誘導する。 

車いすを用意しておく。 

部屋の床にクッション材を敷く。 

聴覚障害のある利用客への緊急時の支

援を想定し，２～３の具体例を分かりや

すくまとめようとしているため「おおむ

ね満足できる」状況（Ｂ）とする。 

Ｂの評価に加え，利用客の安心を含め多面的・多角的な視

点で具体的に検討を重ねた結果を分かりやすくまとめてい

るため「十分満足できる」状況（Ａ）とする。 

聴覚障害のある利用客にとって適

切な対応をまとめる必要があると判

断し，「努力を要する」状況（Ｃ）と

する。 

「おおむね満足できる状況（Ｂ）の例］ 

日常生活における主観的な満足感のことであるという意味の記述ができていれば，おおむね理解できていると判断する。 

［十分満足できる状況（Ａ）の例］ 

Ｂの評価に加え，生活の量（物質的な豊かさに満たされた生活）だけでは満足感につながらないことや，周囲の人からの尊重や趣味活動など生

活の満足感につながる具体的な要因についても記述できていれば，十分に理解できていると判断する。 

［努力を要する状況（Ｃ）の例］ 

 よい生活のこと，本人が決めること，レクリエーションをすることなど，関係する語句が使われていても本質的な理解ができていなかったり，

具体例のみの場合は，理解を深める必要があると判断する。 

［おおむね満足できる状況（Ｂ）の例］ 

介護が必要であっても，日常生活において自己選択・自己決定ができ，生活にレクリエーション的な楽しみを取り入れることができるなど，生

きがいのある生活について考察し，記述できていれば，おおむね考察し表現できていると判断する。 

［十分満足できる状況（Ａ）の例］ 

Ｂの評価に加え，尊厳が守られることや，周囲の人との良好な人間関係など多面的・多角的な視点で考察し，具体的に記述できていれば，十分

に考察し表現できていると判断する。 

［努力を要する状況（Ｃ）の例］ 

  「介護を受けなくてもよいようになること。」など，生活の質（ＱＯＬ）についての考察とはいえない場合は，考察を深める必要があると判断

する。 

［おおむね満足できる状況（Ｂ）の例］ 

「障害者からの助けを求める意思の表明があった場合，障壁を取り除く。」のように，「過度な負担になりすぎない」ことが書けておらず１

つの語句が使えていないが，障害者が助けを必要としているときは助けることが当然であるという理解ができていれば，おおむね理解できている

と判断する。 

［十分満足できる状況（Ａ）の例］ 

「障害者から何らかの助けを求める意思の表明があった場合，過度な負担になりすぎない範囲で,社会的障壁を取り除くために必要な便宜のこ

と。」のすべての意味が含まれていれば，十分理解できていると判断する。 

［努力を要する状況（Ｃ）の例］ 

「障害者の意思が尊重されて，障壁や負担がなくなること。」のように，すべての語句を使って文章が作成されていても，合理的配慮の説明

となっていない場合は，理解を深める必要があると判断する。 

四つの正解で十分満足できる状況（Ａ），三つの正解でおおむね満足で

きる状況（Ｂ）とする。 

正解が二つ以下の場合は努力を要する状況（Ｃ）となる。 

障害者 意思 障壁 負担 

選択肢 ア 禁止 イ 合法 ウ 努力義務 エ 法的義務 

  

 

 

 

福祉科  事例２（社会福祉基礎） 

キーワード 指導と評価の計画から評価の総括まで，「主体的に学習に取り組む態度」の評価 

 

単元名  〔指導項目〕 

障害者福祉と障害者総合支援制度 
 
 

(4) 生活を支える社会保障制度 

オ 障害者福祉と障害者総合支援制度 

 

本単元では，社会保障のしくみや社会福祉の各分野が生まれてきた社会背景や概要についての学習

を通して，各制度の意義や役割を理解するとともに，現状に関する課題を自ら発見し，創造的に解決

する態度を育成することをねらいとしている。 

 

１ 単元の目標 

(1) 障害者福祉と障害者総合支援制度の概要と現状を理解するとともに，関連する技術を身に付ける。 

(2) 障害者福祉と障害者総合支援制度の現状に関する課題を発見し，職業人に求められる倫理観を

踏まえ科学的根拠に基づいて創造的に解決する。 

(3) 障害者福祉と障害者総合支援制度を地域や生活と関連させて自ら学び，主体的かつ協働的に取

り組む。 

 

２ 単元の評価規準 

知識・技術 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

障害者福祉と障害者総合支援制

度の概要と現状を理解している

とともに，関連する技術を身に

付けている。 

障害者福祉と障害者総合支援制

度の現状に関する課題を発見

し，職業人に求められる倫理観

を踏まえ科学的な根拠に基づい

て創造的に解決している。 

障害者福祉と障害者総合支援制

度を地域や生活と関連させて自

ら学び，主体的かつ協働的に取

り組もうとしている。 

 

３ 指導と評価の計画（７時間） 

ア 社会保障制度の意義と役割 ··········································· ５時間 

イ 生活支援のための公的扶助 ··········································· ７時間 

ウ 児童家庭福祉と社会福祉サービス ····································· ４時間 

エ 高齢者福祉と介護保険制度 ··········································· ８時間 

オ 障害者福祉と障害者総合支援制度 ····································· ７時間 事例 

(1) 障害者福祉の理念 ··············································· (２時間) 

  (2) 障害者福祉の現状と共生社会 ····································· (１時間） 

  (3) 障害者福祉に関する制度 ········································· (１時間） 

  (4) 障害者総合支援制度の創設と目的 ································· (１時間） 

  (5) 障害者総合支援制度の内容と活用 ································· (２時間） 

 カ 介護実践に関連する諸制度 ··········································· ４時間 
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３３  まとめ７聴聴覚覚にに障障害害ののああるる人人にに対対ししてて，，宿宿泊泊施施設設ははどどののよよううなな安安全全へへのの配配慮慮ががででききるるででししょょううかか。。ググルルーーププでで話話しし合合いいままししょょうう。。  

 

定定期期考考査査（（評評価価問問題題））のの具具体体例例  

 

評価問題１ 生活の質（QOL）に関する次の［問１］・［問２］に答えなさい。 

［問１］知識・技術生活の質（QOL）について説明しなさい。 

［問２］思考・判断・表現日常的に介護の必要な高齢者の生活において，生活の質（QOL）とは何であると考えますか。 

 
評価問題２ 合理的配慮に関する次の［問１］・［問２］に答えなさい。 

 ［問１］知識・技術「合理的配慮」について，次の語句をすべて使って説明しなさい。 

 

［問２］知識・技術下表の空欄に当てはまる語句を選択肢から選び，記号で答えなさい。 

  不不当当なな差差別別的的取取りり扱扱いい  障障害害者者へへのの合合理理的的配配慮慮  

国国のの行行政政機機関関・・地地方方公公共共団団体体  A B 

民民間間事事業業者者，，NNPPOO 法法人人  C D 

 
 

［評価Ｂの例］ 

はじめに，避難先や経路を確認してもら

い，懐中電灯などを使って光で危険を知ら

せるようにする。 

［評価Ａの例］ 

はじめに，可能な緊急対応について話し合っておく。「火

事です」「津波が来ます」「避難して下さい」などを紙に書い

て用意しておき，そのことを知らせておく。避難先や経路を

事前に確認してもらう。懐中電灯を使うなど視覚的に危険を

知らせる方法を検討し，その方法を伝えておく。 

［評価Ｃの例］ 

手を引っ張って誘導する。 

車いすを用意しておく。 

部屋の床にクッション材を敷く。 

聴覚障害のある利用客への緊急時の支

援を想定し，２～３の具体例を分かりや

すくまとめようとしているため「おおむ

ね満足できる」状況（Ｂ）とする。 

Ｂの評価に加え，利用客の安心を含め多面的・多角的な視

点で具体的に検討を重ねた結果を分かりやすくまとめてい

るため「十分満足できる」状況（Ａ）とする。 

聴覚障害のある利用客にとって適

切な対応をまとめる必要があると判

断し，「努力を要する」状況（Ｃ）と

する。 

「おおむね満足できる状況（Ｂ）の例］ 

日常生活における主観的な満足感のことであるという意味の記述ができていれば，おおむね理解できていると判断する。 

［十分満足できる状況（Ａ）の例］ 

Ｂの評価に加え，生活の量（物質的な豊かさに満たされた生活）だけでは満足感につながらないことや，周囲の人からの尊重や趣味活動など生

活の満足感につながる具体的な要因についても記述できていれば，十分に理解できていると判断する。 

［努力を要する状況（Ｃ）の例］ 

 よい生活のこと，本人が決めること，レクリエーションをすることなど，関係する語句が使われていても本質的な理解ができていなかったり，

具体例のみの場合は，理解を深める必要があると判断する。 

［おおむね満足できる状況（Ｂ）の例］ 

介護が必要であっても，日常生活において自己選択・自己決定ができ，生活にレクリエーション的な楽しみを取り入れることができるなど，生

きがいのある生活について考察し，記述できていれば，おおむね考察し表現できていると判断する。 

［十分満足できる状況（Ａ）の例］ 

Ｂの評価に加え，尊厳が守られることや，周囲の人との良好な人間関係など多面的・多角的な視点で考察し，具体的に記述できていれば，十分

に考察し表現できていると判断する。 

［努力を要する状況（Ｃ）の例］ 

  「介護を受けなくてもよいようになること。」など，生活の質（ＱＯＬ）についての考察とはいえない場合は，考察を深める必要があると判断

する。 

［おおむね満足できる状況（Ｂ）の例］ 

「障害者からの助けを求める意思の表明があった場合，障壁を取り除く。」のように，「過度な負担になりすぎない」ことが書けておらず１

つの語句が使えていないが，障害者が助けを必要としているときは助けることが当然であるという理解ができていれば，おおむね理解できている

と判断する。 

［十分満足できる状況（Ａ）の例］ 

「障害者から何らかの助けを求める意思の表明があった場合，過度な負担になりすぎない範囲で,社会的障壁を取り除くために必要な便宜のこ

と。」のすべての意味が含まれていれば，十分理解できていると判断する。 

［努力を要する状況（Ｃ）の例］ 

「障害者の意思が尊重されて，障壁や負担がなくなること。」のように，すべての語句を使って文章が作成されていても，合理的配慮の説明

となっていない場合は，理解を深める必要があると判断する。 

四つの正解で十分満足できる状況（Ａ），三つの正解でおおむね満足で

きる状況（Ｂ）とする。 

正解が二つ以下の場合は努力を要する状況（Ｃ）となる。 

障害者 意思 障壁 負担 

選択肢 ア 禁止 イ 合法 ウ 努力義務 エ 法的義務 

  

 

 

 

福祉科  事例２（社会福祉基礎） 

キーワード 指導と評価の計画から評価の総括まで，「主体的に学習に取り組む態度」の評価 

 

単元名  〔指導項目〕 

障害者福祉と障害者総合支援制度 
 
 

(4) 生活を支える社会保障制度 

オ 障害者福祉と障害者総合支援制度 

 

本単元では，社会保障のしくみや社会福祉の各分野が生まれてきた社会背景や概要についての学習

を通して，各制度の意義や役割を理解するとともに，現状に関する課題を自ら発見し，創造的に解決

する態度を育成することをねらいとしている。 

 

１ 単元の目標 

(1) 障害者福祉と障害者総合支援制度の概要と現状を理解するとともに，関連する技術を身に付ける。 

(2) 障害者福祉と障害者総合支援制度の現状に関する課題を発見し，職業人に求められる倫理観を

踏まえ科学的根拠に基づいて創造的に解決する。 

(3) 障害者福祉と障害者総合支援制度を地域や生活と関連させて自ら学び，主体的かつ協働的に取

り組む。 

 

２ 単元の評価規準 

知識・技術 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

障害者福祉と障害者総合支援制

度の概要と現状を理解している

とともに，関連する技術を身に

付けている。 

障害者福祉と障害者総合支援制

度の現状に関する課題を発見

し，職業人に求められる倫理観

を踏まえ科学的な根拠に基づい

て創造的に解決している。 

障害者福祉と障害者総合支援制

度を地域や生活と関連させて自

ら学び，主体的かつ協働的に取

り組もうとしている。 

 

３ 指導と評価の計画（７時間） 

ア 社会保障制度の意義と役割 ··········································· ５時間 

イ 生活支援のための公的扶助 ··········································· ７時間 

ウ 児童家庭福祉と社会福祉サービス ····································· ４時間 

エ 高齢者福祉と介護保険制度 ··········································· ８時間 

オ 障害者福祉と障害者総合支援制度 ····································· ７時間 事例 

(1) 障害者福祉の理念 ··············································· (２時間) 

  (2) 障害者福祉の現状と共生社会 ····································· (１時間） 

  (3) 障害者福祉に関する制度 ········································· (１時間） 

  (4) 障害者総合支援制度の創設と目的 ································· (１時間） 

  (5) 障害者総合支援制度の内容と活用 ································· (２時間） 

 カ 介護実践に関連する諸制度 ··········································· ４時間 
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時

間 
【ねらい】・学習活動 

評価 

備考（評価規準・評価方法） 観

点 

記

録 

１ 

・ 

２ 

 

 

 

①小単元のねらいを確認し，優生

思想，ノーマライゼーション，

自立生活運動について，関係す

る資料（新聞記事やコラム，関

連書籍の一部）を読み，気付い

たことを記入する。 

②興味を持った資料について個人

で考える。（タブレット端末等を

活用して調べることも可） 

 

 

 

 

③同じ資料に関心を持った者でグ

ループを形成し，個人の考えを

共有してまとめる。 

④全体で発表・共有・意見を交換

する。 

 

⑤障害者福祉の歴史，特に障害者

が置かれていた過去の状況など

について整理する。 

 

 

 

態 

 

 

 

 

 

思 

 

 

 

 

 

 

思 

 

 

態 

 

 

思 

 

 

 

◯ 

 

 

 

 

 

◯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 

 

 

◯ 

 

 

 

 

①教師が提示した資料を読み，気付いたことを記

入している。    （（観観察察・・ワワーーククシシーートト）） 

 

 

 

 

②優生思想，ノーマライゼーション，自立生活運

動について興味を持ち，その根底にある障害者

福祉の理念に気付いている。 

（（観観察察・・ワワーーククシシーートト））  

 

 

 

③自らの考えをまとめて他者に伝え,お互いの考

えを吟味し意見を交換している。 （（観観察察）） 

 

④他者の考えを聞くことでさまざまな考え方に

ふれ，自らの考え方との相違点など多様性を認

めている。         （（観観察察・・発発表表））  

⑤障害者福祉の現状や制度が整備されてきた状

況について整理している。 

（（観観察察・・ワワーーククシシーートト）） 

３ 

 

 

①〔障害者福祉の現状と動向〕 

法的定義とともに障害の「社会

モデル」について考える。 

生徒自身が学校に車いすで登

校することをイメージして考

えることで社会によって作ら

れた障壁について考え，解決策

についてまとめる。 

 

 

思 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①自らが車いすで登校する際のバリアに気付き，

障害の「社会モデル」について考えている。 

（（観観察察・・ワワーーククシシーートト））  

 

 

 

 

 

【ねらい】障害者福祉に関する出来事から偏見や差別，認識の違い等に自ら気づき，その課題

や解消について主体的に考える。 

【ねらい】障害者福祉の現状を知り，共生社会の必要性を理解する。 

課題：なぜ資料のようなことが起

きたのだろうか（起こっているの

だろうか）。 

  

 

 

 

 

 

 

 

・解決策等について全体又はグル

ープ等で共有する。 

・障害者権利条約，障害者差別解

消法についての説明を聞き「合

理的配慮」の必要性について考

える。 

②合理的配慮を欠く場面について

タブレット端末等を活用して考

え，グループで話合いを行い，

その解消方法と具体策をまとめ

発表する。 

③「合理的配慮」の対象，義務，

実施のプロセスについて整理す

る。整理する際の資料として，

公的機関や当事者団体のパンフ

レットやインターネット等を活

用する。 

 

 

 

 

態 

 

思 

 

 

 

思 

 

 

 

 

知 

 

 

 

 

○ 

 

○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 

 

 

 

 

 

 

 

共生社会の実現に向けて，自らが実践できる行動

について提案している。    （（観観察察・・発発表表）） 

障害者権利条約，障害者差別解消法に関心を持

ち，「合理的配慮」の必要性について考えている。 

（（ワワーーククシシーートト・・テテスストト））

 

②「合理的配慮」が必要な場面を考え，その解消

方法と具体策をまとめている。 （（観観察察・・発発表表）） 

 

 

 

③「合理的配慮」の対象，義務，実施のプロセス

について整理している。 （（ワワーーククシシーートト）） 

４ 

 

 

①障害者が利用する制度として 

権利擁護，生活，就労，住居，

介護，医療，教育等のカテゴリ

ーに分けて理解する。 

②事例を提示し，その利用者の生

活やニーズに合わせた制度の活

用について考える。 

 

 

知 

 

 

 

思 

 

 

◯ 

 

 

 

○ 

 

 

①障害者に関する社会福祉サービスの全体像を

理解し，さまざまな制度が利用者の生活を支え

ていることを理解している。 

（（ワワーーククシシーートト・・テテスストト））

②事例に対して創造力を働かせ，その人らしい

生活の実現のための制度活用について考えて

いる。   （（観観察察・・ワワーーククシシーートト・・テテスストト）） 

５ 

 

 

①障害者総合支援制度創設の背景

を理解する。 

②障害者総合支援制度の主な内容

と障害者自立支援制度からの改

正点についてまとめる。 

 

 

知 

 

知 

 

 

◯ 

 

◯ 

 

 

 

①障害者総合支援制度創設までの障害者福祉の

流れを理解している。（（ワワーーククシシーートト・・テテスストト）） 

②障害者総合支援制度の主な内容と障害者自立

支援制度からの改正点をまとめている。 

（（ワワーーククシシーートト・・テテスストト））

【ねらい】障害者に関する社会福祉サービスの全体像を理解する。 

【ねらい】障害者総合支援制度創設の背景と目的を知る。 

課題：自分が車いすでの生活をす

ることになった時に，今まで通り

の生活をするために必要なことは

何だろうか。 
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時

間 
【ねらい】・学習活動 

評価 

備考（評価規準・評価方法） 観

点 

記

録 

１ 

・ 

２ 

 

 

 

①小単元のねらいを確認し，優生

思想，ノーマライゼーション，

自立生活運動について，関係す

る資料（新聞記事やコラム，関

連書籍の一部）を読み，気付い

たことを記入する。 

②興味を持った資料について個人

で考える。（タブレット端末等を

活用して調べることも可） 

 

 

 

 

③同じ資料に関心を持った者でグ

ループを形成し，個人の考えを

共有してまとめる。 

④全体で発表・共有・意見を交換

する。 

 

⑤障害者福祉の歴史，特に障害者

が置かれていた過去の状況など

について整理する。 

 

 

 

態 

 

 

 

 

 

思 

 

 

 

 

 

 

思 

 

 

態 

 

 

思 

 

 

 

◯ 

 

 

 

 

 

◯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 

 

 

◯ 

 

 

 

 

①教師が提示した資料を読み，気付いたことを記

入している。    （（観観察察・・ワワーーククシシーートト）） 

 

 

 

 

②優生思想，ノーマライゼーション，自立生活運

動について興味を持ち，その根底にある障害者

福祉の理念に気付いている。 

（（観観察察・・ワワーーククシシーートト））  

 

 

 

③自らの考えをまとめて他者に伝え,お互いの考

えを吟味し意見を交換している。 （（観観察察）） 

 

④他者の考えを聞くことでさまざまな考え方に

ふれ，自らの考え方との相違点など多様性を認

めている。         （（観観察察・・発発表表））  

⑤障害者福祉の現状や制度が整備されてきた状

況について整理している。 

（（観観察察・・ワワーーククシシーートト）） 

３ 

 

 

①〔障害者福祉の現状と動向〕 

法的定義とともに障害の「社会

モデル」について考える。 

生徒自身が学校に車いすで登

校することをイメージして考

えることで社会によって作ら

れた障壁について考え，解決策

についてまとめる。 

 

 

思 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①自らが車いすで登校する際のバリアに気付き，

障害の「社会モデル」について考えている。 

（（観観察察・・ワワーーククシシーートト））  

 

 

 

 

 

【ねらい】障害者福祉に関する出来事から偏見や差別，認識の違い等に自ら気づき，その課題

や解消について主体的に考える。 

【ねらい】障害者福祉の現状を知り，共生社会の必要性を理解する。 

課題：なぜ資料のようなことが起

きたのだろうか（起こっているの

だろうか）。 

  

 

 

 

 

 

 

 

・解決策等について全体又はグル

ープ等で共有する。 

・障害者権利条約，障害者差別解

消法についての説明を聞き「合

理的配慮」の必要性について考

える。 

②合理的配慮を欠く場面について

タブレット端末等を活用して考

え，グループで話合いを行い，

その解消方法と具体策をまとめ

発表する。 

③「合理的配慮」の対象，義務，

実施のプロセスについて整理す

る。整理する際の資料として，

公的機関や当事者団体のパンフ

レットやインターネット等を活

用する。 

 

 

 

 

態 

 

思 

 

 

 

思 

 

 

 

 

知 

 

 

 

 

○ 

 

○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 

 

 

 

 

 

 

 

共生社会の実現に向けて，自らが実践できる行動

について提案している。    （（観観察察・・発発表表）） 

障害者権利条約，障害者差別解消法に関心を持

ち，「合理的配慮」の必要性について考えている。 

（（ワワーーククシシーートト・・テテスストト））

 

②「合理的配慮」が必要な場面を考え，その解消

方法と具体策をまとめている。 （（観観察察・・発発表表）） 

 

 

 

③「合理的配慮」の対象，義務，実施のプロセス

について整理している。 （（ワワーーククシシーートト）） 

４ 

 

 

①障害者が利用する制度として 

権利擁護，生活，就労，住居，

介護，医療，教育等のカテゴリ

ーに分けて理解する。 

②事例を提示し，その利用者の生

活やニーズに合わせた制度の活

用について考える。 

 

 

知 

 

 

 

思 

 

 

◯ 

 

 

 

○ 

 

 

①障害者に関する社会福祉サービスの全体像を

理解し，さまざまな制度が利用者の生活を支え

ていることを理解している。 

（（ワワーーククシシーートト・・テテスストト））

②事例に対して創造力を働かせ，その人らしい

生活の実現のための制度活用について考えて

いる。   （（観観察察・・ワワーーククシシーートト・・テテスストト）） 

５ 

 

 

①障害者総合支援制度創設の背景

を理解する。 

②障害者総合支援制度の主な内容

と障害者自立支援制度からの改

正点についてまとめる。 

 

 

知 

 

知 

 

 

◯ 

 

◯ 

 

 

 

①障害者総合支援制度創設までの障害者福祉の

流れを理解している。（（ワワーーククシシーートト・・テテスストト）） 

②障害者総合支援制度の主な内容と障害者自立

支援制度からの改正点をまとめている。 

（（ワワーーククシシーートト・・テテスストト））

【ねらい】障害者に関する社会福祉サービスの全体像を理解する。 

【ねらい】障害者総合支援制度創設の背景と目的を知る。 

課題：自分が車いすでの生活をす

ることになった時に，今まで通り

の生活をするために必要なことは

何だろうか。 
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６ 

・ 

７ 

 

 

 

①自立支援給付と地域生活支援事

業の種類と内容について理解す

る。 

②障害支援区分の認定とサービス

利用手続きについて整理する。 

③提示された事例について，利用

者の生活やニーズに合ったサー

ビスの活用を考え他者に説明す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

知 

 

 

知 

 

思 

 

 

 

○ 

 

 

○ 

 

○ 

 

 

 

①自立支援給付と地域生活支援事業の内容につ

いて理解している。 （（ワワーーククシシーートト・・テテスストト）） 

 

②サービス利用に必要な認定や手続きを順序立

てて整理している。 （（ワワーーククシシーートト・・テテスストト）） 

③事例の利用者のサービス活用について考え，他

者に説明している。 

（（観観察察・・ワワーーククシシーートト・・発発表表）） 

※ 観点…指導（評価）の重点 

  記録…備考に記入されている単元の評価規準に照らして，全員の学習状況を記録に残す授業に○を付す。 

注：重点としていない観点についても，教師の指導の改善や生徒の学習改善に生かすために，生徒の学習状況を確認

することは重要である。 

 

４ 観点別学習状況の評価の進め方 

本事例は，障害者福祉の分野を扱っている。この分野は，これまで障害者福祉が置かれてきた歴史

や現状，制度・法的な整備の遅れ，そして何より障害者に対して持っている個人の認識の違いなどに

ついて生徒自身がどのように考えるのかが重要となる。教師が生徒に対して「差別はいけないことだ。」

というような考えを押し付けるのではなく，生徒が自ら新たな気づきを持てるような教材や発問，学

習支援をしていくことが必要である。よってここでの評価は非常に難しいものとなる。答え（正解）

がないものについての評価となることから，その生徒個人（もしくはグループ）が自分達なりの答え

を見出す過程を評価していくような工夫が必要となる。そのため，指導と評価について事前に十分計

画を練り，生徒とともに評価を行い，評価を可視化することで，生徒が自らの学習を調整し「主体的

に学習に取り組む態度」が育成できるようにしたい。授業のねらい（学習到達目標）を生徒と共有す

るために様々な評価方法等を活用し「努力を要する」状況の生徒へは，個別最適な指導の手立てを講

じ「おおむね満足できる」状況にする必要がある。 

（１）観察・発表 

授業内では，生徒同士が意見交換，共有する場面を必ず設定する。全体に発表することを目的と

せず，少人数（ペア等）で実施し，他者に話すことで自分の考えを整理し学習の振り返りができる

ようにする。発見した課題に対して「なぜ，どうして」などの根拠や「こうしたら上手くいく」な

どの解決に向けた考察が意見交換を通して繰り返し行われ，考えを吟味し深い学びになっているこ

とを見取る。個人の取組として，観察だけでなくワークシート等への取組も含めて，一人で考える

【ねらい】障害者総合支援制度のサービス内容や利用手続きについて理解し，具体的な活用

について整理する。 

課題：Ａさんが望む生活を理解し

た上で必要とするサービスは何

だろうか。 

  

 

 

 

こと，他者と意見交換し議論を深めていること等，考えるべき時に主体的に取り組んでいるかを評

価する。 

生徒の学習の定着には，生徒自身が他者に教えること（教えられるようになること）も効果があ

る。他者と学びあう場面を設定し，共に学習を深められているかを観察するが，観察自体は評価と

して，ＡＢＣで図れるものではないことから，その学習の中で，生徒自身がどのように自分の考え

を表現したのか，学習を継続していく中で，どのように変容していったのか等を記録に残し，評価

を補完するような材料として活用することが望ましい。 

（２）ワークシート 

ワークシートは，三つの評価の観点を意識して作成する。「知識・技術」として，教師の話を聞

いたり，教科書等の内容をまとめたりする部分，「思考・判断・表現」として，自分の考えや他者

の意見などグループやペアでの話し合いの過程で得た学びを記入する部分，「主体的に学習に取り

組む態度」として，繰り返し考え他者と話し合うことで最適解にたどり着こうとしている思考過程

や，授業内容を通して得た新たな気付きなどに主体的に取り組もうとしている内容を記入する部分

を取り入れたワークシートを提出させ，評価を行う。 

（３）テスト 

単元ごとのテストや定期考査は，「知識・技術」，「思考・判断・表現」を問う内容とする。単元

テストでは，点数を評価するだけでなく，学習内容の定着を知り，生徒の理解を教師が知る手立て

となる。単元テスト後は，なるべく早い段階で振り返り等を行うことが効果であるが，教師による

答え合わせの他，生徒同士で答え合わせを行うことも効果的である。生徒自身が解説を加え，お互

いに教え合うことで学習の定着につながる。 

観

点 

「おおむね満足できる」状況（Ｂ） 

※学習活動に即した評価規準 

「十分満足できる」状況（Ａ）と判断

した具体例 

「努力を要する」状況（Ｃ）と判断し

た生徒への指導の手立て 

知

識 

・ 

技

術 

・「合理的配慮」の対象，義務，実施

のプロセスの項目のうち，二つの項

目について，おおむね整理してい

る。 

・「合理的配慮」の対象，義務，実施

のプロセスすべての項目について

具体的に整理している。 

・整理するための資料の見方について

一緒に確認し，それぞれの項目をさ

らに細分化し分かりやすい項目を立

てる。 

・障害者に関する社会福祉サービス

の全体像をおおむね理解し，様々な

制度が利用者の生活を支えている

ことを理解している。 

・障害者に関する社会福祉サービス

の全体像を十分理解し，利用者の生

活を支えている制度を具体的に理

解している。 

・障害者が利用する制度についてカテ

ゴリーを絞って提示し，利用者の生

活を支えている制度の具体例を示

す。 

・障害者総合支援制度創設の背景に

ついて，おおむね理解している。 

・障害者総合支援制度創設の背景を

障害者自立支援制度や障害者の権

利に関する条約と合わせて理解し

ている。 

・障害者総合支援制度創設の背景につ

いて教科書の図表を用いて再度説明

し，理解を促す。 

・障害者総合支援制度のおもな内容

と障害者自立支援制度からの改正

点について，おおむねまとめてい

る。 

・障害者総合支援制度のおもな内容

と障害者自立支援制度からの改正点

について，二つの制度の特徴を対比

させながら具体的にまとめている。 

・まとめる内容について分かりやすく

項目を立てる。改正点についてはポ

イントを伝えまとめさせる。 

・障害者総合支援制度における自立

支援給付と地域生活支援事業の内

容について，おおむね理解してい

る。 

・障害者総合支援制度における自立

支援給付と地域生活支援事業につ

いて，サービスの具体的な内容まで

十分理解している。 

・障害者総合支援制度における自立支

援給付と地域生活支援事業の内容に

ついて，教科書の図表を用いて再度

説明し，理解を促す。 

思

考 

・ 

判

断 

・ 

表

現 

・優生思想・ノーマライゼーション・

自立生活運動について関心を持ち，

その根底にある障害者福祉の理念

について考え，記述している。 

・優生思想・ノーマライゼーション・

自立生活運動について関心を持ち，

その根底にある障害者福祉の理念

について考え，職業人としての倫理

観や科学的根拠に基づいて記述し

ている。 

・資料の数を絞って提示し，教科書の

該当ページを参考に考えるよう促

す。 

・優生思想・ノーマライゼーション・

自立生活運動について自らの考え

をまとめて他者に伝えている。 

・優生思想・ノーマライゼーション・

自立生活運動について自らの考え

を職業人としての倫理観や科学的

根拠と照らしてまとめ，他者に伝え

・教科書の該当ページを参考に考える

よう促す。また，他者に伝える内容

を明確にする。 
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６ 

・ 

７ 

 

 

 

①自立支援給付と地域生活支援事

業の種類と内容について理解す

る。 

②障害支援区分の認定とサービス

利用手続きについて整理する。 

③提示された事例について，利用

者の生活やニーズに合ったサー

ビスの活用を考え他者に説明す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

知 

 

 

知 

 

思 

 

 

 

○ 

 

 

○ 

 

○ 

 

 

 

①自立支援給付と地域生活支援事業の内容につ

いて理解している。 （（ワワーーククシシーートト・・テテスストト）） 

 

②サービス利用に必要な認定や手続きを順序立

てて整理している。 （（ワワーーククシシーートト・・テテスストト）） 

③事例の利用者のサービス活用について考え，他

者に説明している。 

（（観観察察・・ワワーーククシシーートト・・発発表表）） 

※ 観点…指導（評価）の重点 

  記録…備考に記入されている単元の評価規準に照らして，全員の学習状況を記録に残す授業に○を付す。 

注：重点としていない観点についても，教師の指導の改善や生徒の学習改善に生かすために，生徒の学習状況を確認

することは重要である。 

 

４ 観点別学習状況の評価の進め方 

本事例は，障害者福祉の分野を扱っている。この分野は，これまで障害者福祉が置かれてきた歴史

や現状，制度・法的な整備の遅れ，そして何より障害者に対して持っている個人の認識の違いなどに

ついて生徒自身がどのように考えるのかが重要となる。教師が生徒に対して「差別はいけないことだ。」

というような考えを押し付けるのではなく，生徒が自ら新たな気づきを持てるような教材や発問，学

習支援をしていくことが必要である。よってここでの評価は非常に難しいものとなる。答え（正解）

がないものについての評価となることから，その生徒個人（もしくはグループ）が自分達なりの答え

を見出す過程を評価していくような工夫が必要となる。そのため，指導と評価について事前に十分計

画を練り，生徒とともに評価を行い，評価を可視化することで，生徒が自らの学習を調整し「主体的

に学習に取り組む態度」が育成できるようにしたい。授業のねらい（学習到達目標）を生徒と共有す

るために様々な評価方法等を活用し「努力を要する」状況の生徒へは，個別最適な指導の手立てを講

じ「おおむね満足できる」状況にする必要がある。 

（１）観察・発表 

授業内では，生徒同士が意見交換，共有する場面を必ず設定する。全体に発表することを目的と

せず，少人数（ペア等）で実施し，他者に話すことで自分の考えを整理し学習の振り返りができる

ようにする。発見した課題に対して「なぜ，どうして」などの根拠や「こうしたら上手くいく」な

どの解決に向けた考察が意見交換を通して繰り返し行われ，考えを吟味し深い学びになっているこ

とを見取る。個人の取組として，観察だけでなくワークシート等への取組も含めて，一人で考える

【ねらい】障害者総合支援制度のサービス内容や利用手続きについて理解し，具体的な活用

について整理する。 

課題：Ａさんが望む生活を理解し

た上で必要とするサービスは何

だろうか。 

  

 

 

 

こと，他者と意見交換し議論を深めていること等，考えるべき時に主体的に取り組んでいるかを評

価する。 

生徒の学習の定着には，生徒自身が他者に教えること（教えられるようになること）も効果があ

る。他者と学びあう場面を設定し，共に学習を深められているかを観察するが，観察自体は評価と

して，ＡＢＣで図れるものではないことから，その学習の中で，生徒自身がどのように自分の考え

を表現したのか，学習を継続していく中で，どのように変容していったのか等を記録に残し，評価

を補完するような材料として活用することが望ましい。 

（２）ワークシート 

ワークシートは，三つの評価の観点を意識して作成する。「知識・技術」として，教師の話を聞

いたり，教科書等の内容をまとめたりする部分，「思考・判断・表現」として，自分の考えや他者

の意見などグループやペアでの話し合いの過程で得た学びを記入する部分，「主体的に学習に取り

組む態度」として，繰り返し考え他者と話し合うことで最適解にたどり着こうとしている思考過程

や，授業内容を通して得た新たな気付きなどに主体的に取り組もうとしている内容を記入する部分

を取り入れたワークシートを提出させ，評価を行う。 

（３）テスト 

単元ごとのテストや定期考査は，「知識・技術」，「思考・判断・表現」を問う内容とする。単元

テストでは，点数を評価するだけでなく，学習内容の定着を知り，生徒の理解を教師が知る手立て

となる。単元テスト後は，なるべく早い段階で振り返り等を行うことが効果であるが，教師による

答え合わせの他，生徒同士で答え合わせを行うことも効果的である。生徒自身が解説を加え，お互

いに教え合うことで学習の定着につながる。 

観

点 

「おおむね満足できる」状況（Ｂ） 

※学習活動に即した評価規準 

「十分満足できる」状況（Ａ）と判断

した具体例 

「努力を要する」状況（Ｃ）と判断し

た生徒への指導の手立て 

知

識 

・ 

技

術 

・「合理的配慮」の対象，義務，実施

のプロセスの項目のうち，二つの項

目について，おおむね整理してい

る。 

・「合理的配慮」の対象，義務，実施

のプロセスすべての項目について

具体的に整理している。 

・整理するための資料の見方について

一緒に確認し，それぞれの項目をさ

らに細分化し分かりやすい項目を立

てる。 

・障害者に関する社会福祉サービス

の全体像をおおむね理解し，様々な

制度が利用者の生活を支えている

ことを理解している。 

・障害者に関する社会福祉サービス

の全体像を十分理解し，利用者の生

活を支えている制度を具体的に理

解している。 

・障害者が利用する制度についてカテ

ゴリーを絞って提示し，利用者の生

活を支えている制度の具体例を示

す。 

・障害者総合支援制度創設の背景に

ついて，おおむね理解している。 

・障害者総合支援制度創設の背景を

障害者自立支援制度や障害者の権

利に関する条約と合わせて理解し

ている。 

・障害者総合支援制度創設の背景につ

いて教科書の図表を用いて再度説明

し，理解を促す。 

・障害者総合支援制度のおもな内容

と障害者自立支援制度からの改正

点について，おおむねまとめてい

る。 

・障害者総合支援制度のおもな内容

と障害者自立支援制度からの改正点

について，二つの制度の特徴を対比

させながら具体的にまとめている。 

・まとめる内容について分かりやすく

項目を立てる。改正点についてはポ

イントを伝えまとめさせる。 

・障害者総合支援制度における自立

支援給付と地域生活支援事業の内

容について，おおむね理解してい

る。 

・障害者総合支援制度における自立

支援給付と地域生活支援事業につ

いて，サービスの具体的な内容まで

十分理解している。 

・障害者総合支援制度における自立支

援給付と地域生活支援事業の内容に

ついて，教科書の図表を用いて再度

説明し，理解を促す。 

思

考 

・ 

判

断 

・ 

表

現 

・優生思想・ノーマライゼーション・

自立生活運動について関心を持ち，

その根底にある障害者福祉の理念

について考え，記述している。 

・優生思想・ノーマライゼーション・

自立生活運動について関心を持ち，

その根底にある障害者福祉の理念

について考え，職業人としての倫理

観や科学的根拠に基づいて記述し

ている。 

・資料の数を絞って提示し，教科書の

該当ページを参考に考えるよう促

す。 

・優生思想・ノーマライゼーション・

自立生活運動について自らの考え

をまとめて他者に伝えている。 

・優生思想・ノーマライゼーション・

自立生活運動について自らの考え

を職業人としての倫理観や科学的

根拠と照らしてまとめ，他者に伝え

・教科書の該当ページを参考に考える

よう促す。また，他者に伝える内容

を明確にする。 
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ている。 

・自らが車いすで登校する際のバリア

に三つ以上気付き，障害を「社会モ

デル」で捉えている。 

・自らが車いすで登校する際のバリア

に五つ以上気付き，バリアを解消す

る具体的な解決策を考えている。 

・自宅が近隣の生徒同士でグループ

を形成し他者の気付きからヒント

を得られるようにする。 

・障害者権利条約，障害者差別解消

法に関心を持ち，「合理的配慮」の

必要性について自分の考えを記述

している。 

・障害者権利条約，障害者差別解消

法に関心を持ち，「合理的配慮」の

必要性について職業人としての倫

理観や科学的根拠に基づいて記述

している。 

・「合理的配慮」が必要な場面の具体

例を提示し，思考を促す。 

・「合理的配慮」が必要な場面を一つ

以上考え，その解消方法と具体策を

まとめている。 

・「合理的配慮」が必要な場面を３つ

以上考え，その解消方法と具体策を

職業人としての倫理観や科学的根

拠と照らしてまとめている。 

・生徒の生活圏内にある場所（スーパ

ーマーケットや飲食店等）から「合

理的配慮」が必要な場面を想像させ

る。 

・障害者の生活やニーズに合わせた

制度の活用について考え，一つ以上

提案している。 

・障害者の生活やニーズに合わせた

制度の活用について考え，職業人と

しての倫理観や制度の範囲に基づ

いて三つ以上提案している。 

・事例の見方・読み取り方について再

度指導し，社会福祉サービスを絞っ

て考えるよう促す。 

・利用者の生活やニーズに合ったサー

ビスの活用について考え，一つ以上

提案している。 

・利用者の生活やニーズに合ったサー

ビスの活用について考え，職業人と

しての倫理観やサービスの範囲に

基づいて三つ以上提案している。 

・事例の見方・読み取り方について再

度指導し，障害者総合支援制度のサ

ービスを絞って考えるよう促す。 

主

体

的

に

学

習

に

取

り

組

む

態

度 

・優生思想・ノーマライゼーション・

自立生活運動の資料から，偏見や差

別，認識の違い等に自ら気付いてい

る。 

・優生思想・ノーマライゼーション・

自立生活運動の資料から，偏見や差

別，認識の違い等に自ら気付き，そ

の課題の解消について主体的かつ

協働的に取り組もうとしている。 

・自分の考えを文章化できない場合，

資料から読みとったことを言葉で

伝えるよう促す。その内容について

教師が要約し，少しずつ文章で表現

できるよう指導する。 

・優生思想・ノーマライゼーション・

自立生活運動についての他者の考

え方にふれ，自らの考え方との相違

点など多様性に気付いている。 

・優生思想・ノーマライゼーション・

自立生活運動についての他者の考

え方にふれ，自らの考え方との相違

点など多様性に気付き，社会福祉課

題等の解決に向けて主体的かつ協

働的に取り組もうとしている。 

・自分の考えと他者の意見をワークシ

ートに記入させ，意見の共通点を認

識させる。その後，意見の相違点を

気付かせる等，段階を踏む。 

・共生社会の実現のために自らが実

践できる行動について一つ以上提

案している。 

・共生社会の実現のために自らが実践

できる行動について具体的に三つ以

上提案している。 

・生徒の身近な問題や課題を例に挙げ

ながら実践できる行動について考

えさせる。 

 

５ 観点別学習状況の評価の総括 

評価の総括の場面として単元ごと，学期末，学年末等があげられる。（Ａ）「十分満足できる」（Ｂ）

「おおむね満足できる」（Ｃ）「努力を要する」とし，その評価結果の組合せに基づいて総括する。 

評価は単元ごと等で行い，評価の対象とする内容についても統一してＡ，Ｂ，Ｃ等の数値に置き換

える。Ａ＝３点，Ｂ＝２点，Ｃ＝１点として点数化し，各観点別の合計点を各基準の数で除した数値

の平均値で示す。平均値 2.5 以上がＡ，2.0 以上 2.5 未満がＢ，2.0 未満がＣとして評価する。 

（評価例） 

 知識・技術 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

ワークシート テスト 観察 発表 ワークシート テスト 観察 発表 ワークシート 

１・２時間目   Ｂ（２）  Ｂ（２）  Ａ（３） Ａ（３） Ｂ（２） 

３時間目 Ｂ（２）  Ａ（３）  Ａ（３） Ｂ（２） Ｂ（２） Ｂ（２）  

４時間目 Ａ（３） Ｂ（２） Ａ（３）  Ａ（３） Ｂ（２）    

５時間目 Ｂ（２） Ｂ（２）        

６・７時間目 Ｂ（２） Ａ（３） Ａ（３） Ｂ（２） Ａ（３）     

総括 Ｂ（2.28） Ａ（2.54） Ｂ（2.4） 

 

  

 

 

 

ワークシートの具体例 

＜第１・２時間目のワークシート＞【評価の観点：思考・判断・表現】 

 

  

①この資料を読み， 

・建設責任者  ・施設職員  ・地域住民  ・入所希望者（家族） 

の立場を踏まえてあなた自身の考えを自由に記入してください。 

 

 

 

 

 

 

 

②グループのメンバーで意見を共有し，考えたことについて記入してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ［評価Ｂの例］ ［評価Ａの例］ ［評価Ｃの例］ 

解

答 

みんなの言うことは，確かにわ

かった。私は，施設の職員の立

場から意見を言ったけど，自分

が地域住民だったら，少し不安

だし，正直どこか違う場所に建

てられないかなと思ってしま

う。 

それぞれの立場で言い分があ

った。どの立場の人も納得して

建設を続けることや建設を中

止することは難しいと思った。

私も自分の家の近くに施設が

できることになったら，どうし

て？と思うかもしれない。まず

は，地域の中に障害者施設があ

ることを当たり前にするため

にできることはないか考える

必要があると感じた。 

みんなが言っているのと自分

も同じだった。難しい問題だ。 

評 

価 

他者の意見を受け入れ，自分事

として考えることができてい

る。しかし課題に対しての解決

策が個人的な意見のみになっ

ているため，「「おおおおむむねね満満足足でで

ききるる」」状状況況（（ＢＢ））とする。 

他者の意見を受け入れた上で

課題に対して解決策（この時点

ではまだ具体例を求めていな

い）を見つけようとしているた

め，「「十十分分満満足足ででききるる」」状状況況（（ＡＡ））

とする。 

他者の意見を受け入れること

ができているが，課題を十分に

捉えきれていないため，「「努努力力

をを要要すするる」」状状況況（（ＣＣ））とする。 

 

 興味を持った資料 「障害者施設の建設をめぐる地域住民との対立（施設コンフリクト）」 
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ている。 

・自らが車いすで登校する際のバリア

に三つ以上気付き，障害を「社会モ

デル」で捉えている。 

・自らが車いすで登校する際のバリア

に五つ以上気付き，バリアを解消す

る具体的な解決策を考えている。 

・自宅が近隣の生徒同士でグループ

を形成し他者の気付きからヒント

を得られるようにする。 

・障害者権利条約，障害者差別解消

法に関心を持ち，「合理的配慮」の

必要性について自分の考えを記述

している。 

・障害者権利条約，障害者差別解消

法に関心を持ち，「合理的配慮」の

必要性について職業人としての倫

理観や科学的根拠に基づいて記述

している。 

・「合理的配慮」が必要な場面の具体

例を提示し，思考を促す。 

・「合理的配慮」が必要な場面を一つ

以上考え，その解消方法と具体策を

まとめている。 

・「合理的配慮」が必要な場面を３つ

以上考え，その解消方法と具体策を

職業人としての倫理観や科学的根

拠と照らしてまとめている。 

・生徒の生活圏内にある場所（スーパ

ーマーケットや飲食店等）から「合

理的配慮」が必要な場面を想像させ

る。 

・障害者の生活やニーズに合わせた

制度の活用について考え，一つ以上

提案している。 

・障害者の生活やニーズに合わせた

制度の活用について考え，職業人と

しての倫理観や制度の範囲に基づ

いて三つ以上提案している。 

・事例の見方・読み取り方について再

度指導し，社会福祉サービスを絞っ

て考えるよう促す。 

・利用者の生活やニーズに合ったサー

ビスの活用について考え，一つ以上

提案している。 

・利用者の生活やニーズに合ったサー

ビスの活用について考え，職業人と

しての倫理観やサービスの範囲に

基づいて三つ以上提案している。 

・事例の見方・読み取り方について再

度指導し，障害者総合支援制度のサ

ービスを絞って考えるよう促す。 

主

体

的

に

学

習

に

取

り

組

む

態

度 

・優生思想・ノーマライゼーション・

自立生活運動の資料から，偏見や差

別，認識の違い等に自ら気付いてい

る。 

・優生思想・ノーマライゼーション・

自立生活運動の資料から，偏見や差

別，認識の違い等に自ら気付き，そ

の課題の解消について主体的かつ

協働的に取り組もうとしている。 

・自分の考えを文章化できない場合，

資料から読みとったことを言葉で

伝えるよう促す。その内容について

教師が要約し，少しずつ文章で表現

できるよう指導する。 

・優生思想・ノーマライゼーション・

自立生活運動についての他者の考

え方にふれ，自らの考え方との相違

点など多様性に気付いている。 

・優生思想・ノーマライゼーション・

自立生活運動についての他者の考

え方にふれ，自らの考え方との相違

点など多様性に気付き，社会福祉課

題等の解決に向けて主体的かつ協

働的に取り組もうとしている。 

・自分の考えと他者の意見をワークシ

ートに記入させ，意見の共通点を認

識させる。その後，意見の相違点を

気付かせる等，段階を踏む。 

・共生社会の実現のために自らが実

践できる行動について一つ以上提

案している。 

・共生社会の実現のために自らが実践

できる行動について具体的に三つ以

上提案している。 

・生徒の身近な問題や課題を例に挙げ

ながら実践できる行動について考

えさせる。 

 

５ 観点別学習状況の評価の総括 

評価の総括の場面として単元ごと，学期末，学年末等があげられる。（Ａ）「十分満足できる」（Ｂ）

「おおむね満足できる」（Ｃ）「努力を要する」とし，その評価結果の組合せに基づいて総括する。 

評価は単元ごと等で行い，評価の対象とする内容についても統一してＡ，Ｂ，Ｃ等の数値に置き換

える。Ａ＝３点，Ｂ＝２点，Ｃ＝１点として点数化し，各観点別の合計点を各基準の数で除した数値

の平均値で示す。平均値 2.5 以上がＡ，2.0 以上 2.5 未満がＢ，2.0 未満がＣとして評価する。 

（評価例） 

 知識・技術 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

ワークシート テスト 観察 発表 ワークシート テスト 観察 発表 ワークシート 

１・２時間目   Ｂ（２）  Ｂ（２）  Ａ（３） Ａ（３） Ｂ（２） 

３時間目 Ｂ（２）  Ａ（３）  Ａ（３） Ｂ（２） Ｂ（２） Ｂ（２）  

４時間目 Ａ（３） Ｂ（２） Ａ（３）  Ａ（３） Ｂ（２）    

５時間目 Ｂ（２） Ｂ（２）        

６・７時間目 Ｂ（２） Ａ（３） Ａ（３） Ｂ（２） Ａ（３）     

総括 Ｂ（2.28） Ａ（2.54） Ｂ（2.4） 

 

  

 

 

 

ワークシートの具体例 

＜第１・２時間目のワークシート＞【評価の観点：思考・判断・表現】 

 

  

①この資料を読み， 

・建設責任者  ・施設職員  ・地域住民  ・入所希望者（家族） 

の立場を踏まえてあなた自身の考えを自由に記入してください。 

 

 

 

 

 

 

 

②グループのメンバーで意見を共有し，考えたことについて記入してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ［評価Ｂの例］ ［評価Ａの例］ ［評価Ｃの例］ 

解

答 

みんなの言うことは，確かにわ

かった。私は，施設の職員の立

場から意見を言ったけど，自分

が地域住民だったら，少し不安

だし，正直どこか違う場所に建

てられないかなと思ってしま

う。 

それぞれの立場で言い分があ

った。どの立場の人も納得して

建設を続けることや建設を中

止することは難しいと思った。

私も自分の家の近くに施設が

できることになったら，どうし

て？と思うかもしれない。まず

は，地域の中に障害者施設があ

ることを当たり前にするため

にできることはないか考える

必要があると感じた。 

みんなが言っているのと自分

も同じだった。難しい問題だ。 

評 

価 

他者の意見を受け入れ，自分事

として考えることができてい

る。しかし課題に対しての解決

策が個人的な意見のみになっ

ているため，「「おおおおむむねね満満足足でで

ききるる」」状状況況（（ＢＢ））とする。 

他者の意見を受け入れた上で

課題に対して解決策（この時点

ではまだ具体例を求めていな

い）を見つけようとしているた

め，「「十十分分満満足足ででききるる」」状状況況（（ＡＡ））

とする。 

他者の意見を受け入れること

ができているが，課題を十分に

捉えきれていないため，「「努努力力

をを要要すするる」」状状況況（（ＣＣ））とする。 

 

 興味を持った資料 「障害者施設の建設をめぐる地域住民との対立（施設コンフリクト）」 
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福祉科  事例３（社会福祉基礎） 

キーワード 指導と評価の計画から評価の総括まで，「主体的に学習に取り組む態度」の評価 

 

本単元では，高齢者福祉と介護保険制度に関わる知識及び技術を身に付けるとともに，自らが居住

する地域や生活と関連付けながら現状に関する課題を発見し，解決の方向性を考え行動することから，

社会福祉に必要な資源の創造に主体的に取り組む態度を育成することをねらいとしている。 

 

１ 単元の目標 

(1) 高齢者福祉と介護保険制度の概要と現状について理解するとともに，関連する技術を身に付け

る。 

(2) 高齢者福祉と介護保険制度の現状に関する課題を発見し，職業人に求められる倫理観を踏まえ

科学的根拠に基づいて創造的に解決する。 

(3) 高齢者福祉と介護保険制度を地域や生活と関連させて自ら学び，主体的かつ協働的に取り組む。 

 

２ 単元の評価規準 

知識・技術 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

高齢者福祉と介護保険制度の

概要と現状について理解して

いるとともに，関連する技術

を身に付けている。 

高齢者福祉と介護保険制度の

現状に関する課題を発見し，

職業人に求められる倫理観を

踏まえ科学的根拠に基づいて

創造的に解決している。 

高齢者福祉と介護保険制度を

地域や生活と関連させて自ら

学び，主体的かつ協働的に取

り組もうとしている。 

 

３ 指導と評価の計画（16 時間） 

ア 社会保障制度の意義と役割 ··········································· ５時間 

イ 生活支援のための公的扶助 ··········································· ７時間 

ウ 児童家庭福祉と社会福祉サービス ····································· ４時間 

エ 高齢者福祉と介護保険制度‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥16 時間 事例 

(1) 人口の高齢化と高齢者福祉，高齢者の健康保持と社会参加 ··········· (２時間) 

  (2) 介護保険制度，高齢者の在宅サービス ····························· (７時間) 

  (3) 認知症ケア ····················································· (３時間) 

  (4) 介護保険施設，老人福祉施設その他 ······························· (１時間) 

  (5) 高齢者の地域生活を支える各種サービス，高齢者福祉の将来 ········· (３時間) 

オ 障害者福祉と障害者総合支援制度 ····································· ７時間  

 カ 介護実践に関連する諸制度 ··········································· ４時間 

単元名  〔指導項目〕 

高齢者福祉と介護保険制度 
 
 

(4) 生活を支える社会保障制度 

エ 高齢者福祉と介護保険制度 

  

 

 

 

時

間 
【ねらい】・学習活動 

評価 

備考（評価規準・評価方法） 観

点 

記

録 

１

・

２ 

 

 

 

 

①我が国の高齢化の特徴について 

「戦後の復員」「高度経済成長」の

語を用いて説明する。 

②人口の年齢別構成に関心をもち，

自らの住む地域の社会福祉課題

について考える。 

③介護予防及び高齢者の社会参加

の意義について考えたことを他

者に説明する。 

④介護予防及び高齢者の社会参加

について，自らの考えをまとめた

後，グループで意見交換し，特徴

と課題をまとめる。 

⑤学んだことや自己評価を，振り返

りシートに記入する。 

 

 

 

 

知 

 

 

思 

 

 

思 

 

 

思 

 

 

 

態 

 

 

 

 

○ 

 

 

○ 

 

 

 

 

 

○ 

 

 

 

○ 

 

 

 

 

①高齢化の特徴について，「戦後の復員」「高度経

済成長」の語を用いて説明している。 

【ワークシート】【定期考査（小テスト）】 

②将来の人口構成から，自らの住む地域の社会福

祉課題について考えている。 【ワークシート】 

 

③介護予防及び高齢者の社会参加の意義につい

て説明している。          【観察】 

 

④自らの考えをまとめ，適切な方法で相手に伝え

ながら，グループで共有した意見を含めて自分

の考えをまとめている。 

【観察】【発表】【ワークシート】 

⑤自らの住む地域の課題に進んで関心を持ち，そ

の解決に向けて粘り強く取り組もうとしてい

る。                   【振り返りシート】 

  

 

 

 

①保険者が発行している手引書な

どを参考に，介護保険サービスの

申請から利用までの流れを知り，

他者に説明する。 

②介護保険被保険者証の見本や認

定調査票を確認しながら，介護支

援専門員によるケアプランが作

成されていく過程を理解する。 

③【【ゲゲスストトススピピーーカカーー：：介介護護支支援援専専門門員員】】 

介護支援専門員が利用者及び家

族とどのように関わり，サービス

 

 

 

 

知 

 

 

 

知 

 

 

 

思 

 

 

 

 

 

 

○ 

 

 

 

○ 

 

 

 

○ 

 

 

 

 

 

 

①介護保険サービスの申請から利用までの流れ

を整理し，他者に説明している。 

【観察】【定期考査（小テスト）】 

 

②介護保険サービスにおける介護支援専門員の役

割を知り，ケアプラン作成の過程を理解してい

る。 【ワークシート】【定期考査（小テスト）】 

 

③介護支援専門員の話から，介護・福祉職に求め

られるコミュニケーション技術について具体的

に考えられている。 【観察】【ワークシート】 

（１）人口の高齢化と高齢者福祉，高齢者の健康保持と社会参加 

〔ねらい〕わが国の人口動態を理解するとともに，高齢化の特徴と要因，自らの住む地域の課題に

ついて考える。 

（２）介護保険制度，高齢者の在宅サービス 

〔ねらい〕介護保険制度の概要を理解し，地域包括ケアの体制づくりと福祉専門職の関わりについ

て考える。 

３
～
９ 
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福祉科  事例３（社会福祉基礎） 

キーワード 指導と評価の計画から評価の総括まで，「主体的に学習に取り組む態度」の評価 

 

本単元では，高齢者福祉と介護保険制度に関わる知識及び技術を身に付けるとともに，自らが居住

する地域や生活と関連付けながら現状に関する課題を発見し，解決の方向性を考え行動することから，

社会福祉に必要な資源の創造に主体的に取り組む態度を育成することをねらいとしている。 

 

１ 単元の目標 

(1) 高齢者福祉と介護保険制度の概要と現状について理解するとともに，関連する技術を身に付け

る。 

(2) 高齢者福祉と介護保険制度の現状に関する課題を発見し，職業人に求められる倫理観を踏まえ

科学的根拠に基づいて創造的に解決する。 

(3) 高齢者福祉と介護保険制度を地域や生活と関連させて自ら学び，主体的かつ協働的に取り組む。 

 

２ 単元の評価規準 

知識・技術 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

高齢者福祉と介護保険制度の

概要と現状について理解して

いるとともに，関連する技術

を身に付けている。 

高齢者福祉と介護保険制度の

現状に関する課題を発見し，

職業人に求められる倫理観を

踏まえ科学的根拠に基づいて

創造的に解決している。 

高齢者福祉と介護保険制度を

地域や生活と関連させて自ら

学び，主体的かつ協働的に取

り組もうとしている。 

 

３ 指導と評価の計画（16 時間） 

ア 社会保障制度の意義と役割 ··········································· ５時間 

イ 生活支援のための公的扶助 ··········································· ７時間 

ウ 児童家庭福祉と社会福祉サービス ····································· ４時間 

エ 高齢者福祉と介護保険制度‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥16 時間 事例 

(1) 人口の高齢化と高齢者福祉，高齢者の健康保持と社会参加 ··········· (２時間) 

  (2) 介護保険制度，高齢者の在宅サービス ····························· (７時間) 

  (3) 認知症ケア ····················································· (３時間) 

  (4) 介護保険施設，老人福祉施設その他 ······························· (１時間) 

  (5) 高齢者の地域生活を支える各種サービス，高齢者福祉の将来 ········· (３時間) 

オ 障害者福祉と障害者総合支援制度 ····································· ７時間  

 カ 介護実践に関連する諸制度 ··········································· ４時間 

単元名  〔指導項目〕 

高齢者福祉と介護保険制度 
 
 

(4) 生活を支える社会保障制度 

エ 高齢者福祉と介護保険制度 

  

 

 

 

時

間 
【ねらい】・学習活動 

評価 

備考（評価規準・評価方法） 観

点 

記

録 

１

・

２ 

 

 

 

 

①我が国の高齢化の特徴について 

「戦後の復員」「高度経済成長」の

語を用いて説明する。 

②人口の年齢別構成に関心をもち，

自らの住む地域の社会福祉課題

について考える。 

③介護予防及び高齢者の社会参加

の意義について考えたことを他

者に説明する。 

④介護予防及び高齢者の社会参加

について，自らの考えをまとめた

後，グループで意見交換し，特徴

と課題をまとめる。 

⑤学んだことや自己評価を，振り返

りシートに記入する。 

 

 

 

 

知 

 

 

思 

 

 

思 

 

 

思 

 

 

 

態 

 

 

 

 

○ 

 

 

○ 

 

 

 

 

 

○ 

 

 

 

○ 

 

 

 

 

①高齢化の特徴について，「戦後の復員」「高度経

済成長」の語を用いて説明している。 

【ワークシート】【定期考査（小テスト）】 

②将来の人口構成から，自らの住む地域の社会福

祉課題について考えている。 【ワークシート】 

 

③介護予防及び高齢者の社会参加の意義につい

て説明している。          【観察】 

 

④自らの考えをまとめ，適切な方法で相手に伝え

ながら，グループで共有した意見を含めて自分

の考えをまとめている。 

【観察】【発表】【ワークシート】 

⑤自らの住む地域の課題に進んで関心を持ち，そ

の解決に向けて粘り強く取り組もうとしてい

る。                   【振り返りシート】 

  

 

 

 

①保険者が発行している手引書な

どを参考に，介護保険サービスの

申請から利用までの流れを知り，

他者に説明する。 

②介護保険被保険者証の見本や認

定調査票を確認しながら，介護支

援専門員によるケアプランが作

成されていく過程を理解する。 

③【【ゲゲスストトススピピーーカカーー：：介介護護支支援援専専門門員員】】 

介護支援専門員が利用者及び家

族とどのように関わり，サービス

 

 

 

 

知 

 

 

 

知 

 

 

 

思 

 

 

 

 

 

 

○ 

 

 

 

○ 

 

 

 

○ 

 

 

 

 

 

 

①介護保険サービスの申請から利用までの流れ

を整理し，他者に説明している。 

【観察】【定期考査（小テスト）】 

 

②介護保険サービスにおける介護支援専門員の役

割を知り，ケアプラン作成の過程を理解してい

る。 【ワークシート】【定期考査（小テスト）】 

 

③介護支援専門員の話から，介護・福祉職に求め

られるコミュニケーション技術について具体的

に考えられている。 【観察】【ワークシート】 

（１）人口の高齢化と高齢者福祉，高齢者の健康保持と社会参加 

〔ねらい〕わが国の人口動態を理解するとともに，高齢化の特徴と要因，自らの住む地域の課題に

ついて考える。 

（２）介護保険制度，高齢者の在宅サービス 

〔ねらい〕介護保険制度の概要を理解し，地域包括ケアの体制づくりと福祉専門職の関わりについ

て考える。 

３
～
９ 
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を提案しているのかを実際に聴

き取り，介護・福祉職に求められ

るコミュニケーション技術につ

いて考える。 

④高齢者虐待に関する報道に触れ，

高齢者虐待が抱える問題点を考

え，他者に説明する。 

⑤【【フフィィーールルドドワワーークク：：地地域域包包括括支支援援セセンンタターー】】 

地域包括支援センターに施設見

学に伺い，地域包括支援センター

の役割や特徴を理解する。 

・地域包括支援センターの役割であ

る権利擁護に着目し，高齢者虐待

を取り巻く課題とその解決策に

ついて考える。 

⑥学んだことや自己評価を，振り返

りシートに記入する。 

 

 

 

 

思 

 

 

知 

 

 

 

思 

 

 

 

態 

 

 

 

 

 

 

 

○ 

 

 

 

○ 

 

 

 

○ 

 

 

 

 

④高齢者虐待が増加している状況とその養護者

に関する支援の必要性を考え，他者に説明して

いる。               【観察】 

⑤地域包括支援センターの役割や特徴について，

職員の話を聴き取り理解している。 

【ワークシート】 

 

高齢者虐待などから高齢者の権利を守るための

方策について考えている。 

【ワークシート】【定期考査（小テスト）】 

 

⑥高齢者を取り巻く課題について進んで関心を

持ち，その解決に向けて粘り強く取り組もうと

している。        【振り返りシート】 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

12 

 

 

 

①認知症の原因疾患と症状を理解

する。 

②認知症の利用者に対する具体的

な対応を考えロールプレイング

で発表する。 

③ロールプレイングの発表につい

てグループで意見交換し，対応の

特徴と課題をまとめる。 

 

④インターネット等を活用し，認知症

の「予防」と「共生」について調べ，

今後の社会の在り方を考える。 

⑤学んだことや自己評価を，振り返

りシートに記入する。 

 

 

 

知 

 

思 

 

 

思 

 

 

 

思 

 

 

態 

 

 

 

 

 

 

 

○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 

 

 

○ 

 

 

 

①認知症の原因疾患と症状について理解してい

る。 【ワークシート】【定期考査（小テスト）】 

②利用者の安全安楽を妨げる要因と適切な対応

について考え，それぞれの役割を理解しながら

演じている。        【観察】【発表】 

③自らの考えをまとめ，適切な方法で相手に伝え

ながら，グループで共有した意見を含めて自分

の考えをまとめている。 

      【観察】【発表】【ワークシート】 

④認知症施策について調べ，認知症の「予防」と

「共生」をキーワードに今後の社会の在り方に

ついて考えている。     【ワークシート】 

⑤認知症との共生について進んで関心を持ち，自

身の学習がより良いものとなるよう調整しよう

としている。       【振り返りシート】 

（３）認知症ケア 

〔ねらい〕認知症の原因疾患と症状を理解する。認知症との共生について考える。 

� 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

①介護保険施設や老人福祉施設等

における高齢者の暮らしについ

て理解する。 

②利用者の状況やニーズに応じた

施設を考え選択する。 

 

 

③それぞれの施設の特徴を比較し

ながら，分かりやすいようにまと

めて発表する。 

④学んだことや自己評価を，振り返

りシートに記入する。 

 

 

 

知 

 

 

思 

 

 

 

思 

 

 

態 

 

 

 

○ 

 

 

○ 

 

 

 

 

 

 

○ 

 

 

 

①各施設の事業内容と利用に関する諸条件から，

高齢者の暮らしについて理解している。 

【ワークシート】【定期考査（小テスト）】 

②利用者のニーズや本人の置かれている状況（経済

的理由，身体機能等）と介護保険施設，老人福祉

施設の役割とを理解し，利用者のニーズに応じた

施設を適切に選択している。  【ワークシート】 

③他者に分かりやすいように工夫しまとめ，発表

している。             【発表】 

 

④高齢者の住まいについて進んで関心を持ち，自

身の学習がより良いものとなるよう調整しよ

うとしている。      【振り返りシート】 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

16 

 

 

 

 

①地域包括ケアシステムの概要に

ついて理解する。 

②【【ゲゲスストトススピピーーカカーー：：生生活活支支援援ココーーデディィネネーータターー】】 

生活支援コーディネーターから

地域の現況と課題を聴き取り，今

後の高齢者福祉の在り方につい

て考える。 

③グループで意見交換し，課題と解

決策に優先順位をつけ，模造紙等

にまとめ，発表する。 

④他グループの発表との共通点や相

違点を見つけ，今後の高齢者福祉の

より良い方向性について考える。 

⑤学んだことや自己評価を，振り返

りシートに記入する。 

 

 

 

 

知 

 

思 

 

 

 

 

思 

 

 

思 

 

 

態 

 

 

 

 

○ 

 

○ 

 

 

 

 

○ 

 

 

○ 

 

 

○ 

 

 

 

 

①地域包括ケアシステムの概要について理解し

ている。【ワークシート】【定期考査（小テスト）】 

②地域の具体的な支援事例に触れながら，現在の

課題と今後の高齢者福祉の在り方について考

えている。         【ワークシート】 

 

 

③生徒同士で意見交換し，優先すべき事項や解決

策について考え，他者にわかりやすいよう工夫

しまとめ，発表している。  【観察】【発表】 

④発表内容の共通点と相違点を見つけ，高齢者

福祉のより良い方向性を考えている。 

【ワークシート】 

⑤高齢者福祉に関する現在の課題について進ん

で関心を持ち，その解決に向けて粘り強く取り

組もうとしている。    【振り返りシート】 

※ 観点…指導（評価）の重点 

  記録…備考に記入されている単元の評価規準に照らして，全員の学習状況を記録に残す授業に○を付す。 

注：重点としていない観点についても，教師の指導の改善や生徒の学習改善に生かすために，生徒の学習状況を確認

することは重要である。 

（５）高齢者の地域生活を支える各種サービス，高齢者福祉の将来 

〔ねらい〕高齢者が住み慣れた地域で生活するための諸制度を理解する。今後の高齢者福祉の在り

方について考える。 

� 

（４）介護保険施設，老人福祉施設その他 

〔ねらい〕介護保険施設と老人福祉施設について理解し，それぞれの施設の特徴を比較する。 
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を提案しているのかを実際に聴

き取り，介護・福祉職に求められ

るコミュニケーション技術につ

いて考える。 

④高齢者虐待に関する報道に触れ，

高齢者虐待が抱える問題点を考

え，他者に説明する。 

⑤【【フフィィーールルドドワワーークク：：地地域域包包括括支支援援セセンンタターー】】 

地域包括支援センターに施設見

学に伺い，地域包括支援センター

の役割や特徴を理解する。 

・地域包括支援センターの役割であ

る権利擁護に着目し，高齢者虐待

を取り巻く課題とその解決策に

ついて考える。 

⑥学んだことや自己評価を，振り返

りシートに記入する。 

 

 

 

 

思 

 

 

知 

 

 

 

思 

 

 

 

態 

 

 

 

 

 

 

 

○ 

 

 

 

○ 

 

 

 

○ 

 

 

 

 

④高齢者虐待が増加している状況とその養護者

に関する支援の必要性を考え，他者に説明して

いる。               【観察】 

⑤地域包括支援センターの役割や特徴について，

職員の話を聴き取り理解している。 

【ワークシート】 

 

高齢者虐待などから高齢者の権利を守るための

方策について考えている。 

【ワークシート】【定期考査（小テスト）】 

 

⑥高齢者を取り巻く課題について進んで関心を

持ち，その解決に向けて粘り強く取り組もうと

している。        【振り返りシート】 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

12 

 

 

 

①認知症の原因疾患と症状を理解

する。 

②認知症の利用者に対する具体的

な対応を考えロールプレイング

で発表する。 

③ロールプレイングの発表につい

てグループで意見交換し，対応の

特徴と課題をまとめる。 

 

④インターネット等を活用し，認知症

の「予防」と「共生」について調べ，

今後の社会の在り方を考える。 

⑤学んだことや自己評価を，振り返

りシートに記入する。 

 

 

 

知 

 

思 

 

 

思 

 

 

 

思 

 

 

態 

 

 

 

 

 

 

 

○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 

 

 

○ 

 

 

 

①認知症の原因疾患と症状について理解してい

る。 【ワークシート】【定期考査（小テスト）】 

②利用者の安全安楽を妨げる要因と適切な対応

について考え，それぞれの役割を理解しながら

演じている。        【観察】【発表】 

③自らの考えをまとめ，適切な方法で相手に伝え

ながら，グループで共有した意見を含めて自分

の考えをまとめている。 

      【観察】【発表】【ワークシート】 

④認知症施策について調べ，認知症の「予防」と

「共生」をキーワードに今後の社会の在り方に

ついて考えている。     【ワークシート】 

⑤認知症との共生について進んで関心を持ち，自

身の学習がより良いものとなるよう調整しよう

としている。       【振り返りシート】 

（３）認知症ケア 

〔ねらい〕認知症の原因疾患と症状を理解する。認知症との共生について考える。 

� 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

①介護保険施設や老人福祉施設等

における高齢者の暮らしについ

て理解する。 

②利用者の状況やニーズに応じた

施設を考え選択する。 

 

 

③それぞれの施設の特徴を比較し

ながら，分かりやすいようにまと

めて発表する。 

④学んだことや自己評価を，振り返

りシートに記入する。 

 

 

 

知 

 

 

思 

 

 

 

思 

 

 

態 

 

 

 

○ 

 

 

○ 

 

 

 

 

 

 

○ 

 

 

 

①各施設の事業内容と利用に関する諸条件から，

高齢者の暮らしについて理解している。 

【ワークシート】【定期考査（小テスト）】 

②利用者のニーズや本人の置かれている状況（経済

的理由，身体機能等）と介護保険施設，老人福祉

施設の役割とを理解し，利用者のニーズに応じた

施設を適切に選択している。  【ワークシート】 

③他者に分かりやすいように工夫しまとめ，発表

している。             【発表】 

 

④高齢者の住まいについて進んで関心を持ち，自

身の学習がより良いものとなるよう調整しよ

うとしている。      【振り返りシート】 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

16 

 

 

 

 

①地域包括ケアシステムの概要に

ついて理解する。 

②【【ゲゲスストトススピピーーカカーー：：生生活活支支援援ココーーデディィネネーータターー】】 

生活支援コーディネーターから

地域の現況と課題を聴き取り，今

後の高齢者福祉の在り方につい

て考える。 

③グループで意見交換し，課題と解

決策に優先順位をつけ，模造紙等

にまとめ，発表する。 

④他グループの発表との共通点や相

違点を見つけ，今後の高齢者福祉の

より良い方向性について考える。 

⑤学んだことや自己評価を，振り返

りシートに記入する。 

 

 

 

 

知 

 

思 

 

 

 

 

思 

 

 

思 

 

 

態 

 

 

 

 

○ 

 

○ 

 

 

 

 

○ 

 

 

○ 

 

 

○ 

 

 

 

 

①地域包括ケアシステムの概要について理解し

ている。【ワークシート】【定期考査（小テスト）】 

②地域の具体的な支援事例に触れながら，現在の

課題と今後の高齢者福祉の在り方について考

えている。         【ワークシート】 

 

 

③生徒同士で意見交換し，優先すべき事項や解決

策について考え，他者にわかりやすいよう工夫

しまとめ，発表している。  【観察】【発表】 

④発表内容の共通点と相違点を見つけ，高齢者

福祉のより良い方向性を考えている。 

【ワークシート】 

⑤高齢者福祉に関する現在の課題について進ん

で関心を持ち，その解決に向けて粘り強く取り

組もうとしている。    【振り返りシート】 

※ 観点…指導（評価）の重点 

  記録…備考に記入されている単元の評価規準に照らして，全員の学習状況を記録に残す授業に○を付す。 

注：重点としていない観点についても，教師の指導の改善や生徒の学習改善に生かすために，生徒の学習状況を確認

することは重要である。 

（５）高齢者の地域生活を支える各種サービス，高齢者福祉の将来 

〔ねらい〕高齢者が住み慣れた地域で生活するための諸制度を理解する。今後の高齢者福祉の在り

方について考える。 

� 

（４）介護保険施設，老人福祉施設その他 

〔ねらい〕介護保険施設と老人福祉施設について理解し，それぞれの施設の特徴を比較する。 
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４ 観点別学習状況の評価の進め方 

本事例では，高齢化の特徴から認知症ケア，介護保険施設及び老人福祉施設の特徴に至るまで幅広

い内容を取り扱い，学習内容の各場面を通じて，「知識及び技術」「思考力・判断力・表現力等」「学

びに向かう力や人間性等」の育成すべき資質・能力を身に付けさせていく構成となっている。また，

「社会福祉に必要な資源の創造に主体的に取り組む態度を育成すること」を単元のねらいとしている

ことから，小単元ごとに，学んだことや自己評価を振り返りシートに記入させている。このことによ

り，教師が「主体的に学習に取り組む態度」の評価を行うだけでなく，生徒自身が自らの学習を振り

返り，主体的・能動的に学習を進めることができる。 

（１）知識・技術 

教科書の内容を理解し，ワークシートに記入する場面，福祉専門職の話から学習内容を理解しワ

ークシートにまとめる場面において「知識・技術」の評価を行う。また，定期考査を用いて評価を

行う際には，事実的な知識の習得を問う問題と，知識の概念的理解を問う問題とのバランスに配慮

して出題する。例えば，介護保険分野では，給付の種類と内容について穴埋め問題で適切な語を解

答させたり，語句を組み合わせて解答させたりする問題，介護保険サービスの申請から利用までの

流れを文章で説明させる問題等を出題し多角的に評価を行う。また，小テストは小単元ごとに実施

し事実的な知識の習得を問う問題を中心に出題することで，生徒の学習定着度を高めるとともに，

評価の際に生徒の解答の傾向等を把握し授業改善につなげていく。 

（２）思考・判断・表現 

本事例では，教師が座学による授業を行った後，グループ活動やペアワークで話し合い発表する

機会を設定している。座学で身に付けた知識を活用して，社会福祉課題の解決策等に向けて自分で

考えたり，他者と意見を交換したりすることでより良い解決の方向性を見出すことができる。具体

的な評価の方法としては，ワークシートへの記述や発表等の内容について評価する方法，グループ

活動やペアワークの場面において，評価規準が求めている発言や行動等が行われているかを観察す

る方法が考えられる。また，10～12 時間目の「（３）認知症ケア」では認知症利用者に対する具体

的な対応方法を考えロールプレイングで発表する場面を設定しており，それぞれの役割を理解しな

がら演じることができたかについても評価を行う。留意しておきたいのは，事前に教師間で具体的

な評価の場面や想定される生徒の姿などについて共有しておく必要があるということである。例え

ばグループ活動やペアワークの場面においてどのような発言や行動を見取るのか，「努力を要する」

状況の生徒に対してどのような手立てを講じるのか等について共通認識を図る必要がある。また，

積極的に発言していることや，話し合いのまとめ役をしていることなど生徒の性格や行動面の傾向

が一時的に表出された場面を切り取って評価することは，この観点の評価にはなじまないというこ

とも留意したい。 

（３）主体的に学習に取り組む態度 

この観点では，生徒が知識及び技術を獲得したり，思考力，判断力，表現力等を身に付けたりす

ることに向けて粘り強く学習に取り組もうとしている側面や，その粘り強い取組を行う中で，自ら

の学習を調整しようとする側面について評価を進める。そのため，他の観点に関わる生徒の学習状

況と照らし合わせながら学習や指導の改善を図る必要がある。粘り強さや学習の調整については１

時間の授業の様子のみで評価できるものではないことから，本事例では，小単元ごとに生徒が記入

する「振り返りシート」の記述を中心に評価を行う。具体的には，第２時間目の授業の最後に，自

  

 

 

 

らの住む地域の社会福祉課題について考える上で感じたことや考えたことについて「より理解を深

めるために…」「○○についてさらに調べ…」など，粘り強く学習に取り組もうとしている部分を

読み取り，評価している。第 12 時間目の授業の最後には，認知症の方への対応方法について考え

るにあたり，思い通りに進んだ場面，思い通りにならなかった場面とその際の自身の行動について

記入させ,「○○の場面についてもう一度考え…」「他のグループの発表を聞いて○○について改善

を…」といった内容から，自己調整を図っている部分を読み取り評価している。留意すべきは，振

り返りシートの内容のみを捉えて評価するのではなく，教師が授業中の生徒の様子について行動観

察することも合わせて行い評価することである。 

振り返りシートには，生徒自身が学習目標に対して自己評価を行う部分を設ける。自己評価する

ことにより，自らの学習を振り返る機会を与えると同時に，教師がコメントを書き込んだり直接指

導したりすることにより，次の学習への見通しを立てさせる。自己評価をそのまま学習評価に取り

入れることは適切ではないが，生徒の学習の改善につなげることができる。 

観

点 

「おおむね満足できる」状況（Ｂ） 

※学習活動に即した評価規準 

「十分満足できる」状況（Ａ）と判断し

た具体例 

「努力を要する」状況（Ｃ）と判断した

生徒への指導の手立て 

知
識
・
技
術 

・高齢化の特徴について，「戦後の復員」

「高度経済成長」の語を用いておおむ

ね説明している。 

・高齢化の特徴について，「戦後の復員」

「高度経済成長」の語を用いて，時代

背景を含めて具体的に説明している。 

・高齢化の特徴について，箇条書きで挙

げさせる。戦後から高度経済成長期ま

での日本の様子について年代を区切っ

て再度説明する。 

・介護保険サービスの申請から利用ま

での流れをおおむね整理し，他者に

説明している。 

・介護保険サービスの申請から利用まで

の流れを適確に整理し，他者に分かり

やすく説明している。 

・介護保険サービスの申請から利用まで

の流れについて，教科書の図表を用い

て再度説明し，理解を促す。 

・ケアプラン作成の流れについて理解

している。 

・ケアプラン作成の過程について，各過

程の内容と留意点を含めて十分理解し

ている。 

・教科書の図表を用いて各過程に分けて

再度説明する。 

・地域包括支援センターの役割をおお

むね理解し，特徴について一つ以上

挙げている。 

・地域包括支援センターの役割を十分理

解し，特徴について三つ以上挙げてい

る。 

・教科書の該当ページを参考に地域包括

支援センターの役割を一つずつ確認さ

せる。 

・認知症の原因疾患とその症状につい

て，おおむね理解している。 

・認知症の原因疾患とその症状について

十分理解し，原因疾患の特徴や症状を

比較している。 

・教科書の該当ページを参考に認知症の

原因疾患を一つずつ確認させる。 

・介護保険施設と老人福祉施設の各施

設の事業内容と利用に関する諸条件

を踏まえ，高齢者の暮らしについて

おおむね理解している。 

・介護保険施設と老人福祉施設の各施設

の事業内容と利用に関する諸条件を比

較した上で，高齢者の暮らしについて

十分理解している。 

・「介護保険施設」「老人福祉施設」の違

いについて確認させてから，それぞれ

の事業内容等の理解を促す。 

・地域包括ケアシステムの概要につい

て，おおむね理解している。 

・地域包括ケアシステムの概要につい

て，「介護」「住まい」「医療」など各

分野についても十分理解している。 

・地域包括支援システムについて視聴覚

教材を活用して理解を促す。 

思
考
・
判
断
・
表
現 

・将来の人口構成から，自らの住む地

域の社会福祉課題を一つ以上考えて

いる。 

・将来の人口構成から，自らの住む地域

の社会福祉課題を三つ以上考えてい

る。 

・自宅が近隣の生徒同士でグループを形

成し他者の気付きからヒントを得られ

るようにする。 

・介護予防及び高齢者の社会参加の意

義について説明している。 

・介護予防及び高齢者の社会参加の意義

について職業人としての倫理観や科学

的根拠に基づいて具体的に説明してい

る。 

・教科書の該当ページを参考に介護予防

及び高齢者の社会参加の意義について

一つずつ確認させる。 

・介護予防及び高齢者の社会参加の意

義について，他者の考えを交えて，

さらに自分の考えをまとめている。 

・介護予防及び高齢者の社会参加の意義

について，他者の考えとの共通点や相

違点に着目し，さらに自分の考えをま

とめている。 

・介護予防及び高齢者の社会参加の意義

について，他者の考えとの共通点や相

違点を挙げさせる。 

・介護・福祉職に求められるコミュニ

ケーション技術について考えてい

る。 

・介護・福祉職に求められるコミュニケ

ーション技術について職業人としての

倫理観や科学的根拠に基づいて具体的

に考えている。 

・友人同士などで活用する一般的なコミ

ュニケーションを例に挙げ，思考を促

す。 

・高齢者虐待が増加している状況とそ

の養護者に関する支援の必要性を考

え，他者に説明している。 

・高齢者虐待が増加している状況とその

養護者に関する支援の必要性につい

て，職業人としての倫理観や科学的根

拠に基づいて具体的に考え，他者に分

かりやすく説明している。 

・高齢者虐待について視聴覚教材を活用

して理解を促す。 
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４ 観点別学習状況の評価の進め方 

本事例では，高齢化の特徴から認知症ケア，介護保険施設及び老人福祉施設の特徴に至るまで幅広

い内容を取り扱い，学習内容の各場面を通じて，「知識及び技術」「思考力・判断力・表現力等」「学

びに向かう力や人間性等」の育成すべき資質・能力を身に付けさせていく構成となっている。また，

「社会福祉に必要な資源の創造に主体的に取り組む態度を育成すること」を単元のねらいとしている

ことから，小単元ごとに，学んだことや自己評価を振り返りシートに記入させている。このことによ

り，教師が「主体的に学習に取り組む態度」の評価を行うだけでなく，生徒自身が自らの学習を振り

返り，主体的・能動的に学習を進めることができる。 

（１）知識・技術 

教科書の内容を理解し，ワークシートに記入する場面，福祉専門職の話から学習内容を理解しワ

ークシートにまとめる場面において「知識・技術」の評価を行う。また，定期考査を用いて評価を

行う際には，事実的な知識の習得を問う問題と，知識の概念的理解を問う問題とのバランスに配慮

して出題する。例えば，介護保険分野では，給付の種類と内容について穴埋め問題で適切な語を解

答させたり，語句を組み合わせて解答させたりする問題，介護保険サービスの申請から利用までの

流れを文章で説明させる問題等を出題し多角的に評価を行う。また，小テストは小単元ごとに実施

し事実的な知識の習得を問う問題を中心に出題することで，生徒の学習定着度を高めるとともに，

評価の際に生徒の解答の傾向等を把握し授業改善につなげていく。 

（２）思考・判断・表現 

本事例では，教師が座学による授業を行った後，グループ活動やペアワークで話し合い発表する

機会を設定している。座学で身に付けた知識を活用して，社会福祉課題の解決策等に向けて自分で

考えたり，他者と意見を交換したりすることでより良い解決の方向性を見出すことができる。具体

的な評価の方法としては，ワークシートへの記述や発表等の内容について評価する方法，グループ

活動やペアワークの場面において，評価規準が求めている発言や行動等が行われているかを観察す

る方法が考えられる。また，10～12 時間目の「（３）認知症ケア」では認知症利用者に対する具体

的な対応方法を考えロールプレイングで発表する場面を設定しており，それぞれの役割を理解しな

がら演じることができたかについても評価を行う。留意しておきたいのは，事前に教師間で具体的

な評価の場面や想定される生徒の姿などについて共有しておく必要があるということである。例え

ばグループ活動やペアワークの場面においてどのような発言や行動を見取るのか，「努力を要する」

状況の生徒に対してどのような手立てを講じるのか等について共通認識を図る必要がある。また，

積極的に発言していることや，話し合いのまとめ役をしていることなど生徒の性格や行動面の傾向

が一時的に表出された場面を切り取って評価することは，この観点の評価にはなじまないというこ

とも留意したい。 

（３）主体的に学習に取り組む態度 

この観点では，生徒が知識及び技術を獲得したり，思考力，判断力，表現力等を身に付けたりす

ることに向けて粘り強く学習に取り組もうとしている側面や，その粘り強い取組を行う中で，自ら

の学習を調整しようとする側面について評価を進める。そのため，他の観点に関わる生徒の学習状

況と照らし合わせながら学習や指導の改善を図る必要がある。粘り強さや学習の調整については１

時間の授業の様子のみで評価できるものではないことから，本事例では，小単元ごとに生徒が記入

する「振り返りシート」の記述を中心に評価を行う。具体的には，第２時間目の授業の最後に，自

  

 

 

 

らの住む地域の社会福祉課題について考える上で感じたことや考えたことについて「より理解を深

めるために…」「○○についてさらに調べ…」など，粘り強く学習に取り組もうとしている部分を

読み取り，評価している。第 12 時間目の授業の最後には，認知症の方への対応方法について考え

るにあたり，思い通りに進んだ場面，思い通りにならなかった場面とその際の自身の行動について

記入させ,「○○の場面についてもう一度考え…」「他のグループの発表を聞いて○○について改善

を…」といった内容から，自己調整を図っている部分を読み取り評価している。留意すべきは，振

り返りシートの内容のみを捉えて評価するのではなく，教師が授業中の生徒の様子について行動観

察することも合わせて行い評価することである。 

振り返りシートには，生徒自身が学習目標に対して自己評価を行う部分を設ける。自己評価する

ことにより，自らの学習を振り返る機会を与えると同時に，教師がコメントを書き込んだり直接指

導したりすることにより，次の学習への見通しを立てさせる。自己評価をそのまま学習評価に取り

入れることは適切ではないが，生徒の学習の改善につなげることができる。 

観

点 

「おおむね満足できる」状況（Ｂ） 

※学習活動に即した評価規準 

「十分満足できる」状況（Ａ）と判断し

た具体例 

「努力を要する」状況（Ｃ）と判断した

生徒への指導の手立て 

知
識
・
技
術 

・高齢化の特徴について，「戦後の復員」

「高度経済成長」の語を用いておおむ

ね説明している。 

・高齢化の特徴について，「戦後の復員」

「高度経済成長」の語を用いて，時代

背景を含めて具体的に説明している。 

・高齢化の特徴について，箇条書きで挙

げさせる。戦後から高度経済成長期ま

での日本の様子について年代を区切っ

て再度説明する。 

・介護保険サービスの申請から利用ま

での流れをおおむね整理し，他者に

説明している。 

・介護保険サービスの申請から利用まで

の流れを適確に整理し，他者に分かり

やすく説明している。 

・介護保険サービスの申請から利用まで

の流れについて，教科書の図表を用い

て再度説明し，理解を促す。 

・ケアプラン作成の流れについて理解

している。 

・ケアプラン作成の過程について，各過

程の内容と留意点を含めて十分理解し

ている。 

・教科書の図表を用いて各過程に分けて

再度説明する。 

・地域包括支援センターの役割をおお

むね理解し，特徴について一つ以上

挙げている。 

・地域包括支援センターの役割を十分理

解し，特徴について三つ以上挙げてい

る。 

・教科書の該当ページを参考に地域包括

支援センターの役割を一つずつ確認さ

せる。 

・認知症の原因疾患とその症状につい

て，おおむね理解している。 

・認知症の原因疾患とその症状について

十分理解し，原因疾患の特徴や症状を

比較している。 

・教科書の該当ページを参考に認知症の

原因疾患を一つずつ確認させる。 

・介護保険施設と老人福祉施設の各施

設の事業内容と利用に関する諸条件

を踏まえ，高齢者の暮らしについて

おおむね理解している。 

・介護保険施設と老人福祉施設の各施設

の事業内容と利用に関する諸条件を比

較した上で，高齢者の暮らしについて

十分理解している。 

・「介護保険施設」「老人福祉施設」の違

いについて確認させてから，それぞれ

の事業内容等の理解を促す。 

・地域包括ケアシステムの概要につい

て，おおむね理解している。 

・地域包括ケアシステムの概要につい

て，「介護」「住まい」「医療」など各

分野についても十分理解している。 

・地域包括支援システムについて視聴覚

教材を活用して理解を促す。 

思
考
・
判
断
・
表
現 

・将来の人口構成から，自らの住む地

域の社会福祉課題を一つ以上考えて

いる。 

・将来の人口構成から，自らの住む地域

の社会福祉課題を三つ以上考えてい

る。 

・自宅が近隣の生徒同士でグループを形

成し他者の気付きからヒントを得られ

るようにする。 

・介護予防及び高齢者の社会参加の意

義について説明している。 

・介護予防及び高齢者の社会参加の意義

について職業人としての倫理観や科学

的根拠に基づいて具体的に説明してい

る。 

・教科書の該当ページを参考に介護予防

及び高齢者の社会参加の意義について

一つずつ確認させる。 

・介護予防及び高齢者の社会参加の意

義について，他者の考えを交えて，

さらに自分の考えをまとめている。 

・介護予防及び高齢者の社会参加の意義

について，他者の考えとの共通点や相

違点に着目し，さらに自分の考えをま

とめている。 

・介護予防及び高齢者の社会参加の意義

について，他者の考えとの共通点や相

違点を挙げさせる。 

・介護・福祉職に求められるコミュニ

ケーション技術について考えてい

る。 

・介護・福祉職に求められるコミュニケ

ーション技術について職業人としての

倫理観や科学的根拠に基づいて具体的

に考えている。 

・友人同士などで活用する一般的なコミ

ュニケーションを例に挙げ，思考を促

す。 

・高齢者虐待が増加している状況とそ

の養護者に関する支援の必要性を考

え，他者に説明している。 

・高齢者虐待が増加している状況とその

養護者に関する支援の必要性につい

て，職業人としての倫理観や科学的根

拠に基づいて具体的に考え，他者に分

かりやすく説明している。 

・高齢者虐待について視聴覚教材を活用

して理解を促す。 
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・消費者被害や高齢者虐待などから高齢

者の権利を守るための方策について，

一つ以上考えている。 

・消費者被害や高齢者虐待などから高齢

者の権利を守るための方策について，

三つ以上考えている。 

・消費者被害や高齢者虐待について視聴

覚教材を活用して理解を促す。 

・認知症利用者の安全・安楽を妨げる要

因と適切な対応方法について考え，自

分の役割を理解しながら演じている。 

・認知症利用者の安全・安楽を妨げる要

因と適切な対応方法について考え，そ

れぞれの役割を理解しながら演じてい

る。 

・教科書の該当ページを参考に認知症利

用者の安全・安楽を妨げる要因と適切

な対応方法について一つずつ確認させ

る。 

・認知症の方への対応について，自らの

考えをまとめ，グループで共有した意

見を含めて自分の考えをまとめてい

る。 

・認知症の方への対応について，自らの

考えをまとめ，適切な方法で相手に伝

えながら，グループで共有した意見を

含めて自分の考えをまとめている。 

・認知症の方への対応について，他者の

考えとの共通点や相違点を挙げさせ

る。 

・認知症施策について「予防」と「共生」

をキーワードに今後の社会の在り方に

ついて考えている。 

・認知症施策について「予防」と「共生」

をキーワードに今後の社会の在り方に

ついて，職業人としての倫理観や科学的

根拠に基づいて具体的に考えている。 

・教科書の該当ページを参考に認知症施

策の「予防」と「共生」それぞれの観

点について一つずつ確認させる。 

・利用者のニーズに応じた施設を適切に

選択している。 

・利用者のニーズや本人の置かれている

状況と介護保険施設，老人福祉施設の

役割とを理解し，利用者のニーズに応

じた施設を適切に選択している。 

・「介護保険施設」「老人福祉施設」の違

いについて確認させてから，それぞれ

の事業内容等の理解を促す。 

・介護保険施設，老人福祉施設それぞれ

の特徴についてまとめ，発表している。 

・介護保険施設，老人福祉施設それぞれ

の特徴について比較しまとめ，分かり

やすく発表している。 

・他者のまとめ，発表の様子から参考に

なる部分を提示し，再度まとめを促す。 

・地域の課題と今後の高齢者福祉の在り

方について考えている。 

・地域の課題と今後の高齢者福祉の在り

方について職業人としての倫理観や科

学的根拠に基づいて具体的に考えてい

る。 

・地域の課題について分かりやすいもの

に絞って提示する。その課題について

インターネット等を活用して調べさせ

思考を促す。 

・地域課題について，優先すべき事項や

解決策について考えてまとめ，発表し

ている。 

・地域課題について，科学的根拠に基づ

いて優先事項を挙げ，その解決策につ

いて具体的に考えてまとめ，分かりや

すく発表している。 

・優先事項を決める際のポイントを伝え

る。まとめ・発表については，他者の

様子から参考になる部分を提示し，再

度まとめを促す。 

・高齢者福祉のより良い方向性について

考えている。 

・高齢者福祉のより良い方向性につい

て，職業人としての倫理観や科学的

根拠に基づいて具体的に考えてい

る。 

・自分の考えを文章化できない場合，ま

ずは言葉で伝えるよう促し，少しずつ

文章で表現できるよう支援する。 

主
体
的
に
学
習
に
取
り
組
む
態
度 

・自らの住む地域の課題に進んで関心を

持ち，その解決に向けておおむね粘り

強く取り組もうとしている。 

・自らの住む地域の課題に進んで関心を

持ち，その解決に向けて粘り強く取り

組もうとしている。 

・授業の目標を確認する。学習の内容に

ついて理解が不足していた部分や思い

通りにならなかった場面，関心を持っ

た事柄について言葉でやりとりしなが

ら振り返りを促す。 

・高齢者を取り巻く課題について進んで

関心を持ち，その解決に向けておおむ

ね粘り強く取り組もうとしている。 

・高齢者を取り巻く課題について進んで

関心を持ち，その解決に向けて粘り強

く取り組もうとしている。 

・授業の目標を確認する。学習の内容に

ついて理解が不足していた部分や思い

通りにならなかった場面，関心を持っ

た事柄について言葉でやりとりしなが

ら振り返りを促す。 

・認知症との共生について進んで関心を

持ち，自身の学習がより良いものとな

るようおおむね調整しようとしてい

る。 

・認知症との共生について進んで関心を

持ち，自身の学習がより良いものとな

るよう調整しようとしている。 

・授業の目標を確認する。学習の内容に

ついて理解が不足していた部分や思い

通りにならなかった場面，関心を持っ

た事柄について言葉でやりとりしなが

ら振り返りを促す。 

・高齢者の住まいについて進んで関心を

持ち，自身の学習がより良いものとな

るようおおむね調整しようとしてい

る。 

・高齢者の住まいについて進んで関心を

持ち，自身の学習がより良いものとな

るよう調整しようとしている。 

・授業の目標を確認する。学習の内容に

ついて理解が不足していた部分や思い

通りにならなかった場面，関心を持っ

た事柄について言葉でやりとりしなが

ら振り返りを促す。 

・高齢者福祉に関する現在の課題につい

て進んで関心を持ち，その解決に向け

ておおむね粘り強く取り組もうとして

いる。 

・高齢者福祉に関する現在の課題につい

て進んで関心を持ち，その解決に向け

て粘り強く取り組もうとしている。 

・授業の目標を確認する。学習の内容に

ついて理解が不足していた部分や思い

通りにならなかった場面，関心を持っ

た事柄について言葉でやりとりしなが

ら振り返りを促す。 

 

５ 観点別学習状況の評価の総括 

本事例では単元ごとに学習活動に即した評価規準により評価を行い，その評価結果のＡ～Ｃの総数

と割合で総括する。 

  

 

 

 

 ア）Ｃがなく，Ａが５割以上の場合はＡとする。 

 イ）Ａがなく，Ｃが５割以上の場合はＣとする。 

 ウ）ア），イ）以外の場合はＢとする。 

 

ワークシートの具体例 

＜第 13 時間目のワークシート＞【評価の観点：思考・判断・表現】 

３ 以下の事例では，どの介護保険施設，老人福祉施設の施設利用の可能性があるでしょうか。 

理由を挙げて説明してみましょう。 

 （１）Ａさん（６７歳） 経済的理由から自宅で生活するのが困難との相談があった。 

 

 

 ［評価Ｂの例］ ［評価Ａの例］ ［評価Ｃの例］ 

解

答 

【養護老人ホーム】 

養護老人ホームの入所基準に

「環境上の理由及び経済的理由

により自宅での生活が困難な

者」とあるので，Ａさんが施設

を利用できる可能性がある。 

【養護老人ホーム】 

養護老人ホームの入所基準に「環境上の理由

及び経済的理由により自宅での生活が困難

な者」とある。経済的理由とは，生活保護を

受けている場合や災害などのため生活が困

窮している場合は指すので，この条件にＡさ

んが当てはまり，かつ環境上の理由もあれば

この施設を利用できる可能性が高い。 

【有料老人ホーム】 

有料老人ホームは，，自宅で生活できな

い方が入る施設だから。 

評 

価 

利用者のニーズに応じた施設を

適切に選択しているため，「「おおおお

むむねね満満足足ででききるる」」状状況況（（ＢＢ））と

する。 

施設の入所基準について具体的に説明しな

がら，利用者のニーズに応じた施設を適切に

選択しているため，「「十十分分満満足足ででききるる」」状状況況

（（ＡＡ））とする。 

施設の役割を十分に捉えきれておら

ず，利用者のニーズや本人の置かれて

いる状況と，施設選択が結び付いてい

ないため，「「努努力力をを要要すするる」」状状況況（（ＣＣ））

とする。 

 

振り返りシートの具体例 

＜第 12 時間目の振り返りシート＞【評価の観点：主体的に学習に取り組む態度】 

３ 自己評価と学習の状況などを記入しましょう 

項  目 自己評価 学習の状況・自己評価の理由・今後に活かしたいこと 

① 授業の目標を達成することができた ＢＢ   
② 主体的に授業に取り組むことができた ＡＡ  

③ 他者と協力することができた ＢＢ  

④ 計画通りすすめることができた ＢＢ  

 
 ［評価Ｂの例］ ［評価Ａの例］ ［評価Ｃの例］ 

解

答 

認知症の原因疾患と症状につい

てよく理解できた。ロールプレ

イングではそれぞれの役割を理

解ししっかり取り組むことがで

きた。他のグループの発表を見

て認知症の方への声掛けの方法

について新たな発見があったの

で今後に生かしたい。 

常同行動の対応について自分でも調べてみ

た。常同行動の対応には「無理に止めない」

という選択肢もあると分かったので，ロール

プレイングに取り入れた。私たちのグループ

は声掛けの「言葉」に着目して演じていたが，

声を掛ける際の位置（利用者の方の正面に位

置し視界に入る）に意識しているグループが

あったので，今後に生かしたい。 

ロールプレイングでは利用者役を演じ

た。 

授業で学んだことを今後に生かした

い。 

評 

価 

学習に対して主体的に取り組

み，自身の学習がより良いもの

となるよう努めている部分を見

取ることができるため，「「おおおおむむ

ねね満満足足ででききるる」」状状況況（（ＢＢ））とす

る。 

学習に対して粘り強く取り組んでいる態度

や，自身の学習をより良くするための手立て

を具体的に見取ることができるため，「「十十分分

満満足足ででききるる」」状状況況（（ＡＡ））とする。 

学習に対して主体的に取り組んでいる

様子を見取ることができない。「今後に

生かしたい」という記述はあるものの，

具体的な内容を見取ることができない

ため，「「努努力力をを要要すするる」」状状況況（（ＣＣ））とす

る。 

※振り返りシートを活用した評価：振り返りシートの内容のみを捉えて評価するのではなく，授業中の行動観察などと合わせて評

価する。 
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・消費者被害や高齢者虐待などから高齢

者の権利を守るための方策について，

一つ以上考えている。 

・消費者被害や高齢者虐待などから高齢

者の権利を守るための方策について，

三つ以上考えている。 

・消費者被害や高齢者虐待について視聴

覚教材を活用して理解を促す。 

・認知症利用者の安全・安楽を妨げる要

因と適切な対応方法について考え，自

分の役割を理解しながら演じている。 

・認知症利用者の安全・安楽を妨げる要

因と適切な対応方法について考え，そ

れぞれの役割を理解しながら演じてい

る。 

・教科書の該当ページを参考に認知症利

用者の安全・安楽を妨げる要因と適切

な対応方法について一つずつ確認させ

る。 

・認知症の方への対応について，自らの

考えをまとめ，グループで共有した意

見を含めて自分の考えをまとめてい

る。 

・認知症の方への対応について，自らの

考えをまとめ，適切な方法で相手に伝

えながら，グループで共有した意見を

含めて自分の考えをまとめている。 

・認知症の方への対応について，他者の

考えとの共通点や相違点を挙げさせ

る。 

・認知症施策について「予防」と「共生」

をキーワードに今後の社会の在り方に

ついて考えている。 

・認知症施策について「予防」と「共生」

をキーワードに今後の社会の在り方に

ついて，職業人としての倫理観や科学的

根拠に基づいて具体的に考えている。 

・教科書の該当ページを参考に認知症施

策の「予防」と「共生」それぞれの観

点について一つずつ確認させる。 

・利用者のニーズに応じた施設を適切に

選択している。 

・利用者のニーズや本人の置かれている

状況と介護保険施設，老人福祉施設の

役割とを理解し，利用者のニーズに応

じた施設を適切に選択している。 

・「介護保険施設」「老人福祉施設」の違

いについて確認させてから，それぞれ

の事業内容等の理解を促す。 

・介護保険施設，老人福祉施設それぞれ

の特徴についてまとめ，発表している。 

・介護保険施設，老人福祉施設それぞれ

の特徴について比較しまとめ，分かり

やすく発表している。 

・他者のまとめ，発表の様子から参考に

なる部分を提示し，再度まとめを促す。 

・地域の課題と今後の高齢者福祉の在り

方について考えている。 

・地域の課題と今後の高齢者福祉の在り

方について職業人としての倫理観や科

学的根拠に基づいて具体的に考えてい

る。 

・地域の課題について分かりやすいもの

に絞って提示する。その課題について

インターネット等を活用して調べさせ

思考を促す。 

・地域課題について，優先すべき事項や

解決策について考えてまとめ，発表し

ている。 

・地域課題について，科学的根拠に基づ

いて優先事項を挙げ，その解決策につ

いて具体的に考えてまとめ，分かりや

すく発表している。 

・優先事項を決める際のポイントを伝え

る。まとめ・発表については，他者の

様子から参考になる部分を提示し，再

度まとめを促す。 

・高齢者福祉のより良い方向性について

考えている。 

・高齢者福祉のより良い方向性につい

て，職業人としての倫理観や科学的

根拠に基づいて具体的に考えてい

る。 

・自分の考えを文章化できない場合，ま

ずは言葉で伝えるよう促し，少しずつ

文章で表現できるよう支援する。 

主
体
的
に
学
習
に
取
り
組
む
態
度 

・自らの住む地域の課題に進んで関心を

持ち，その解決に向けておおむね粘り

強く取り組もうとしている。 

・自らの住む地域の課題に進んで関心を

持ち，その解決に向けて粘り強く取り

組もうとしている。 

・授業の目標を確認する。学習の内容に

ついて理解が不足していた部分や思い

通りにならなかった場面，関心を持っ

た事柄について言葉でやりとりしなが

ら振り返りを促す。 

・高齢者を取り巻く課題について進んで

関心を持ち，その解決に向けておおむ

ね粘り強く取り組もうとしている。 

・高齢者を取り巻く課題について進んで

関心を持ち，その解決に向けて粘り強

く取り組もうとしている。 

・授業の目標を確認する。学習の内容に

ついて理解が不足していた部分や思い

通りにならなかった場面，関心を持っ

た事柄について言葉でやりとりしなが

ら振り返りを促す。 

・認知症との共生について進んで関心を

持ち，自身の学習がより良いものとな

るようおおむね調整しようとしてい

る。 

・認知症との共生について進んで関心を

持ち，自身の学習がより良いものとな

るよう調整しようとしている。 

・授業の目標を確認する。学習の内容に

ついて理解が不足していた部分や思い

通りにならなかった場面，関心を持っ

た事柄について言葉でやりとりしなが

ら振り返りを促す。 

・高齢者の住まいについて進んで関心を

持ち，自身の学習がより良いものとな

るようおおむね調整しようとしてい

る。 

・高齢者の住まいについて進んで関心を

持ち，自身の学習がより良いものとな

るよう調整しようとしている。 

・授業の目標を確認する。学習の内容に

ついて理解が不足していた部分や思い

通りにならなかった場面，関心を持っ

た事柄について言葉でやりとりしなが

ら振り返りを促す。 

・高齢者福祉に関する現在の課題につい

て進んで関心を持ち，その解決に向け

ておおむね粘り強く取り組もうとして

いる。 

・高齢者福祉に関する現在の課題につい

て進んで関心を持ち，その解決に向け

て粘り強く取り組もうとしている。 

・授業の目標を確認する。学習の内容に

ついて理解が不足していた部分や思い

通りにならなかった場面，関心を持っ

た事柄について言葉でやりとりしなが

ら振り返りを促す。 

 

５ 観点別学習状況の評価の総括 

本事例では単元ごとに学習活動に即した評価規準により評価を行い，その評価結果のＡ～Ｃの総数

と割合で総括する。 

  

 

 

 

 ア）Ｃがなく，Ａが５割以上の場合はＡとする。 

 イ）Ａがなく，Ｃが５割以上の場合はＣとする。 

 ウ）ア），イ）以外の場合はＢとする。 

 

ワークシートの具体例 

＜第 13 時間目のワークシート＞【評価の観点：思考・判断・表現】 

３ 以下の事例では，どの介護保険施設，老人福祉施設の施設利用の可能性があるでしょうか。 

理由を挙げて説明してみましょう。 

 （１）Ａさん（６７歳） 経済的理由から自宅で生活するのが困難との相談があった。 

 

 

 ［評価Ｂの例］ ［評価Ａの例］ ［評価Ｃの例］ 

解

答 

【養護老人ホーム】 

養護老人ホームの入所基準に

「環境上の理由及び経済的理由

により自宅での生活が困難な

者」とあるので，Ａさんが施設

を利用できる可能性がある。 

【養護老人ホーム】 

養護老人ホームの入所基準に「環境上の理由

及び経済的理由により自宅での生活が困難

な者」とある。経済的理由とは，生活保護を

受けている場合や災害などのため生活が困

窮している場合は指すので，この条件にＡさ

んが当てはまり，かつ環境上の理由もあれば

この施設を利用できる可能性が高い。 

【有料老人ホーム】 

有料老人ホームは，，自宅で生活できな

い方が入る施設だから。 

評 

価 

利用者のニーズに応じた施設を

適切に選択しているため，「「おおおお

むむねね満満足足ででききるる」」状状況況（（ＢＢ））と

する。 

施設の入所基準について具体的に説明しな

がら，利用者のニーズに応じた施設を適切に

選択しているため，「「十十分分満満足足ででききるる」」状状況況

（（ＡＡ））とする。 

施設の役割を十分に捉えきれておら

ず，利用者のニーズや本人の置かれて

いる状況と，施設選択が結び付いてい

ないため，「「努努力力をを要要すするる」」状状況況（（ＣＣ））

とする。 

 

振り返りシートの具体例 

＜第 12 時間目の振り返りシート＞【評価の観点：主体的に学習に取り組む態度】 

３ 自己評価と学習の状況などを記入しましょう 

項  目 自己評価 学習の状況・自己評価の理由・今後に活かしたいこと 

① 授業の目標を達成することができた ＢＢ   
② 主体的に授業に取り組むことができた ＡＡ  

③ 他者と協力することができた ＢＢ  

④ 計画通りすすめることができた ＢＢ  

 
 ［評価Ｂの例］ ［評価Ａの例］ ［評価Ｃの例］ 

解

答 

認知症の原因疾患と症状につい

てよく理解できた。ロールプレ

イングではそれぞれの役割を理

解ししっかり取り組むことがで

きた。他のグループの発表を見

て認知症の方への声掛けの方法

について新たな発見があったの

で今後に生かしたい。 

常同行動の対応について自分でも調べてみ

た。常同行動の対応には「無理に止めない」

という選択肢もあると分かったので，ロール

プレイングに取り入れた。私たちのグループ

は声掛けの「言葉」に着目して演じていたが，

声を掛ける際の位置（利用者の方の正面に位

置し視界に入る）に意識しているグループが

あったので，今後に生かしたい。 

ロールプレイングでは利用者役を演じ

た。 

授業で学んだことを今後に生かした

い。 

評 

価 

学習に対して主体的に取り組

み，自身の学習がより良いもの

となるよう努めている部分を見

取ることができるため，「「おおおおむむ

ねね満満足足ででききるる」」状状況況（（ＢＢ））とす

る。 

学習に対して粘り強く取り組んでいる態度

や，自身の学習をより良くするための手立て

を具体的に見取ることができるため，「「十十分分

満満足足ででききるる」」状状況況（（ＡＡ））とする。 

学習に対して主体的に取り組んでいる

様子を見取ることができない。「今後に

生かしたい」という記述はあるものの，

具体的な内容を見取ることができない

ため，「「努努力力をを要要すするる」」状状況況（（ＣＣ））とす

る。 

※振り返りシートを活用した評価：振り返りシートの内容のみを捉えて評価するのではなく，授業中の行動観察などと合わせて評

価する。 
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評価規準，評価方法等の工夫改善に関する調査研究について 

 

令和 ２ 年 ４ 月 13 日 国立教育政策研究所長裁定 

令和 ２ 年 ６ 月 25 日 一 部 改 正 

 

 

１ 趣 旨 

  学習評価については，中央教育審議会初等中等教育分科会教育課程部会において「児童

生徒の学習評価の在り方について」（平成 31 年１月 21 日）の報告がまとめられ，新しい

学習指導要領に対応した，各教科等の評価の観点及び評価の観点に関する考え方が示され

たところである。 

  これを踏まえ，各小学校，中学校及び高等学校における児童生徒の学習の効果的，効率

的な評価に資するため，教科等ごとに，評価規準，評価方法等の工夫改善に関する調査研

究を行う。 

 

 

２ 調査研究事項 

（１）評価規準及び当該規準を用いた評価方法に関する参考資料の作成 

（２）学校における学習評価に関する取組についての情報収集 

（３）上記（１）及び（２）に関連する事項 

 

 

３ 実施方法 

  調査研究に当たっては，教科等ごとに教育委員会関係者，教師及び学識経験者等を協力

者として委嘱し，２の事項について調査研究を行う。 

 

 

４ 庶 務 

  この調査研究にかかる庶務は，教育課程研究センターにおいて処理する。 

 

 

５ 実施期間 

令和２年５月１日～令和３年３月 31 日 

令和３年４月 16 日～令和４年３月 31 日 

 

 



 

 

 

評価規準，評価方法等の工夫改善に関する調査研究について 

 

令和 ２ 年 ４ 月 13 日 国立教育政策研究所長裁定 

令和 ２ 年 ６ 月 25 日 一 部 改 正 

 

 

１ 趣 旨 

  学習評価については，中央教育審議会初等中等教育分科会教育課程部会において「児童

生徒の学習評価の在り方について」（平成 31 年１月 21 日）の報告がまとめられ，新しい

学習指導要領に対応した，各教科等の評価の観点及び評価の観点に関する考え方が示され

たところである。 

  これを踏まえ，各小学校，中学校及び高等学校における児童生徒の学習の効果的，効率

的な評価に資するため，教科等ごとに，評価規準，評価方法等の工夫改善に関する調査研

究を行う。 

 

 

２ 調査研究事項 

（１）評価規準及び当該規準を用いた評価方法に関する参考資料の作成 

（２）学校における学習評価に関する取組についての情報収集 

（３）上記（１）及び（２）に関連する事項 

 

 

３ 実施方法 

  調査研究に当たっては，教科等ごとに教育委員会関係者，教師及び学識経験者等を協力

者として委嘱し，２の事項について調査研究を行う。 

 

 

４ 庶 務 

  この調査研究にかかる庶務は，教育課程研究センターにおいて処理する。 

 

 

５ 実施期間 

令和２年５月１日～令和３年３月 31 日 

令和３年４月 16 日～令和４年３月 31 日 
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評価規準，評価方法等の工夫改善に関する調査研究協力者（五十音順） 

（職名は令和３年４月現在） 

 

 上田 貴美 兵庫県立龍野北高等学校教諭 

 鈴木 幹治 三重県立白子高等学校教頭 

 髙木  諒 愛知県立古知野高等学校教諭 

 中山見知子 群馬県立伊勢崎興陽高等学校教諭 

 名原 伸子 和歌山県立有田中央高等学校教諭 

 林   睦 神奈川県立津久井高等学校主幹教諭 

 原  慶介 佐賀県立神埼清明高等学校教諭 

 

 

国立教育政策研究所においては，次の関係官が担当した。 

 

 矢幅 清司 国立教育政策研究所教育課程研究センター研究開発部教育課程調査官 

   

 

 

この他，本書編集の全般にわたり，国立教育政策研究所において以下の者が担当した。 

 

 鈴木 敏之 国立教育政策研究所教育課程研究センター長 

  （令和２年７月１日から） 

 笹井 弘之 国立教育政策研究所教育課程研究センター長 

  （令和２年６月 30 日まで） 

 杉江 達也 国立教育政策研究所教育課程研究センター研究開発部副部長 

  （令和３年４月１日から） 

 清水 正樹 国立教育政策研究所教育課程研究センター研究開発部副部長 

  （令和３年３月 31 日まで） 

 新井 敬二 国立教育政策研究所教育課程研究センター研究開発部研究開発課長 

  （令和３年４月１日から令和３年７月 31 日まで） 

 岩城由紀子 国立教育政策研究所教育課程研究センター研究開発部研究開発課長 

  （令和３年３月 31 日まで） 

 間宮 弘介 国立教育政策研究所教育課程研究センター研究開発部研究開発課指導係長 

   

 奥田 正幸 国立教育政策研究所教育課程研究センター研究開発部研究開発課指導係専門職 

  （令和３年３月 31 日まで） 

 髙辻 正明 国立教育政策研究所教育課程研究センター研究開発部教育課程特別調査員 

   

 前山 大樹 国立教育政策研究所教育課程研究センター研究開発部教育課程特別調査員 

  （令和３年４月１日から） 

 

 

 

 

学学習習指指導導要要領領等等関関係係資資料料ににつついいてて  
 

 学習指導要領等の関係資料は以下のとおりです。いずれも，文部科学省や国立教育政策研究所のウェブサイ

トから閲覧が可能です。スマートフォンなどで閲覧する際は，以下の二次元コードを読み取って，資料に直接ア

クセスすることが可能です。本書と併せて是非御覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ①①                              ②②                              ③③  

 

 

 

 

 

 

 

   ④④                              ⑤⑤                              ⑥⑥  

 

 

 

 

 

 

 

   ⑦⑦                              ⑧⑧                              ⑨⑨  

 

 

 

①① 学習指導要領，学習指導要領解説 等 

②② 中央教育審議会答申「幼稚園，小学校，中学校，高等学校及び特別支援学校の学習指導要領

等の改善及び必要な方策等について」（平成28 年12 月21 日） 

③③ 中央教育審議会初等中等教育分科会教育課程部会報告「児童生徒の学習評価の在り方につ

いて」（平成31 年1 月21 日） 

④④ 小学校，中学校，高等学校及び特別支援学校等における児童生徒の学習評価及び指導要録

の改善等について（平成31 年3 月29 日30 文科初第1845 号初等中等教育局長通知） 

※各教科等の評価の観点等及びその趣旨や指導要録（参考様式）は，同通知に掲載。 

⑤⑤ 学習評価の在り方ハンドブック(小・中学校編) (令和元年6 月) 

⑥⑥ 学習評価の在り方ハンドブック(高等学校編) (令和元年6 月) 

⑦⑦ 平成29 年改訂の小・中学校学習指導要領に関する Q&A 

⑧⑧ 平成30 年改訂の高等学校学習指導要領に関する Q&A 

⑨⑨ 平成29・30 年改訂の学習指導要領下における学習評価に関する Q&A 
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評価規準，評価方法等の工夫改善に関する調査研究協力者（五十音順） 

（職名は令和３年４月現在） 

 

 上田 貴美 兵庫県立龍野北高等学校教諭 

 鈴木 幹治 三重県立白子高等学校教頭 

 髙木  諒 愛知県立古知野高等学校教諭 

 中山見知子 群馬県立伊勢崎興陽高等学校教諭 

 名原 伸子 和歌山県立有田中央高等学校教諭 

 林   睦 神奈川県立津久井高等学校主幹教諭 

 原  慶介 佐賀県立神埼清明高等学校教諭 

 

 

国立教育政策研究所においては，次の関係官が担当した。 

 

 矢幅 清司 国立教育政策研究所教育課程研究センター研究開発部教育課程調査官 

   

 

 

この他，本書編集の全般にわたり，国立教育政策研究所において以下の者が担当した。 

 

 鈴木 敏之 国立教育政策研究所教育課程研究センター長 

  （令和２年７月１日から） 

 笹井 弘之 国立教育政策研究所教育課程研究センター長 

  （令和２年６月 30 日まで） 

 杉江 達也 国立教育政策研究所教育課程研究センター研究開発部副部長 

  （令和３年４月１日から） 

 清水 正樹 国立教育政策研究所教育課程研究センター研究開発部副部長 

  （令和３年３月 31 日まで） 

 新井 敬二 国立教育政策研究所教育課程研究センター研究開発部研究開発課長 

  （令和３年４月１日から令和３年７月 31 日まで） 

 岩城由紀子 国立教育政策研究所教育課程研究センター研究開発部研究開発課長 

  （令和３年３月 31 日まで） 

 間宮 弘介 国立教育政策研究所教育課程研究センター研究開発部研究開発課指導係長 

   

 奥田 正幸 国立教育政策研究所教育課程研究センター研究開発部研究開発課指導係専門職 

  （令和３年３月 31 日まで） 

 髙辻 正明 国立教育政策研究所教育課程研究センター研究開発部教育課程特別調査員 

   

 前山 大樹 国立教育政策研究所教育課程研究センター研究開発部教育課程特別調査員 

  （令和３年４月１日から） 

 

 

 

 

学学習習指指導導要要領領等等関関係係資資料料ににつついいてて  
 

 学習指導要領等の関係資料は以下のとおりです。いずれも，文部科学省や国立教育政策研究所のウェブサイ

トから閲覧が可能です。スマートフォンなどで閲覧する際は，以下の二次元コードを読み取って，資料に直接ア

クセスすることが可能です。本書と併せて是非御覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ①①                              ②②                              ③③  

 

 

 

 

 

 

 

   ④④                              ⑤⑤                              ⑥⑥  

 

 

 

 

 

 

 

   ⑦⑦                              ⑧⑧                              ⑨⑨  

 

 

 

①① 学習指導要領，学習指導要領解説 等 

②② 中央教育審議会答申「幼稚園，小学校，中学校，高等学校及び特別支援学校の学習指導要領

等の改善及び必要な方策等について」（平成28 年12 月21 日） 

③③ 中央教育審議会初等中等教育分科会教育課程部会報告「児童生徒の学習評価の在り方につ

いて」（平成31 年1 月21 日） 

④④ 小学校，中学校，高等学校及び特別支援学校等における児童生徒の学習評価及び指導要録

の改善等について（平成31 年3 月29 日30 文科初第1845 号初等中等教育局長通知） 

※各教科等の評価の観点等及びその趣旨や指導要録（参考様式）は，同通知に掲載。 

⑤⑤ 学習評価の在り方ハンドブック(小・中学校編) (令和元年6 月) 

⑥⑥ 学習評価の在り方ハンドブック(高等学校編) (令和元年6 月) 

⑦⑦ 平成29 年改訂の小・中学校学習指導要領に関する Q&A 

⑧⑧ 平成30 年改訂の高等学校学習指導要領に関する Q&A 

⑨⑨ 平成29・30 年改訂の学習指導要領下における学習評価に関する Q&A 
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